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　失われた20年という言葉で日本経済の状況を表現することが多い。日本経済の経済成長率は，1956-73年
度平均9.1パーセント，1974-90年度4.2パーセント，1991-2011年度0.9パーセントと段階的に減速を経験した。
この最後の期間であるバブル崩壊以降の経済変動と低成長率を失われた20年と呼ぶ。この間，少子高齢化は
進展し，財政赤字は巨額化し，デフレ，円高が定着した。さらに，アジア通貨危機，サブプライムローン問
題を起因とする世界同時不況，リーマンショック，そしてギリシャ危機から欧州金融危機へと様々なグロー
バル経済問題も経験した。政治の世界では与党が自民党そして野党第1党が社会党という55年体制が崩壊し，
政権の枠組みが次々と代わり，政策の不透明感が継続した。加えて，1995年には阪神淡路大震災，2011年に
は東日本大震災および福島第一原子力発電所事故による深刻な災害を複数経験した。
　これらの経験により，国民意識は大きな変化を強いられた。内閣府が発表する国民生活に関する世論調査
を利用すると，現在の生活そして今後の生活の見通しに対する国民意識を時系列で観察することが可能であ
り，現在の生活と今後の生活に関するディフュージョン指数（DI）を試算することもできる。現況DIは「去
年の今頃と比べた生活感」を聞いた設問を利用し，「向上している」から「低下している」というそれぞれ
の回答割合の差とする。そして，将来生活DIは，「生活はこれから先どうなっていくと思うか」という設問
を利用し，「良くなっていく」から「悪くなっていく」の回答割合の差とする。2007年までは，両DIともに
プラス領域にあり，将来生活DIが現況DIを上回っていたことから，現在も将来もよくなると考えている国
民がそうでない国民を上回り，相対的にみて将来に対してより楽観的であったことが分かる。しかし，第1
次オイルショック直後に両DIの水準は低下しはじめ，現況DIはマイナス領域で推移するようになる。地下
鉄サリン事件のあった1995年を境に，将来生活DIもマイナス領域へ移行，2007年になると将来生活DIが現
況DIを下回るようになる。つまり，現在よりも将来の生活が良くなると多くの国民が考えていたが，オイル
ショック以後では現在は良くないが将来は良くなるだろうと多くの国民が考えた。しかし，現在も良くない
し将来も良くなると思えないという考えが大半を占めるようになってしまった。その上，最近では現在より
将来の方が良くなるとは思えない将来不安の拡大が顕著となっているわけである。将来を老後の生活に限定
すると，金融広報中央委員会が継続的に行っているアンケート調査の設問に世帯主が60才未満の世帯の老後
の生活に関する考え方の結果がある。1980年代は老後の生活に関して心配していない世帯の方が多く，1984
年には老後の生活に関して「心配していない」世帯は65.5パーセントのピークをつけ，同年の「心配である」
世帯は32.4パーセントでしかなかった。しかし，バブル崩壊後の1992年には心配していない世帯は33.6パー
セント，心配である世帯が63.7パーセントと逆転した。その後，かいり幅を拡大して2012年には心配してい
ない世帯は10.3パーセント，心配している世帯は89.2パーセントとなっている。ここでも，国民生活不安の
拡大が確認できる。
　国民生活の姿も大きく変化した。いわゆる終身雇用制は減少し，転職が増加，失業の確率は増大，非正規
労働が増加，労働市場は流動化した。この間，平均世帯人員は1953年に5人であったが，2010年には2.59人
とほぼ半減，一方で世帯数はこの間で2.83倍に増加した。この背景には，単独世帯や夫婦のみ世帯の増加，
そして3世代世帯の減少があり，平成に入ってから4人以上の世帯はすべて減少傾向を継続している。1975年
には46.9パーセントであった夫婦あるいはひとり親と未婚の子のみの世帯は2010年には37.2パーセントに減
少し，少子化傾向を示している。その中で65 歳以上の親と未婚の子のみの世帯という高齢者同居の増加と
いう傾向が隠れていることも見逃せない。少数構成員の世帯は将来的に構成員の死亡や別居などにより，最
終的に単独世帯への移行が予想できる。そうすると遺産や財産分与などがあるものとないものへと分化して
いくから，吹き溜まりのように高齢かつ低所得の単独世帯の増加という問題を生んでいくだろう。人口動態
（結婚，出産，死亡，離婚，国際人口移動）とそれに伴う世帯移動，就業状態，健康状態，家庭事情による
居住状態などのライフイベントの複雑化により，ライフコースが継続的かつ単線的なものから，非連続的か
つ複線的なものになったのである。
　そもそも社会保障は生活不安を軽減するためのものであり，非連続化・複線化しつつあるライフコースで
生ずる問題に対応した社会保障制度の再設計が改革の基本となる必要性が高い。社会保障制度改革を進める
ためには，実体経済との相互関係にも留意しつつ，年金等の所得移転に関わる給付（現金給付）と医療・介
護・福祉等に関わるサービス（現物給付）のバランスを図りながら，社会保障の給付と負担の構成とそれぞ
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れの水準をより効率的なものにしていくことが求められている。すなわち，限られた社会保障財源の中で，
年金等による所得保障と医療・介護・福祉等のサービス提供とをどのように組み合わせて実施していくのか
という点が，今後の国民負担水準の動向や実体経済に与える影響との関係を含めて，重要な政策課題となっ
ている。
　社会保障政策を議論する場合に，必ず純粋経済理論と現実経済の距離に直面する。政策論議に資するため
には，一般的かつ数学的なモデルによる定性的分析を，現実に則した定量的分析に変換する必要がある。数
量モデルは，社会保障政策がもたらす直接・間接の複雑な効果を明らかにし，政策効果の計測を可能にする。
そして，代替的な政策のシミュレーション分析あるいは感応分析を行うことが可能である。したがって，数
量モデルを利用することにより，政策選択に関する意見の相違を，特定の行動仮説，モデルの因果関係，構
造パラメータの数値，そして政策目標に還元することが可能となる。経済政策を理論的に考える場合には，
政府の目的関数を定義し，政策手段による最適化を行えば良いという考え方もある。しかし，現実的には，
政府の目的関数を正確に定義することは困難であり，最適化より代替的なシナリオによる政策シミュレー
ションの方が利用価値を持つ。
　J.M. Keynesの父であるJohn Neville Keynesは規範経済学・実証経済学・応用（実用）経済学の3分法を提
唱した。通常，経済学は規範経済学と実証経済学の2分法をとる。しかし，ネビル・ケインズは規範経済学
も実証経済学も共に純粋理論であるとし，経済学の現実への運用術としての実用経済学に独立した地位を与
えるべきである主張したのである。実用経済学における方法論は，実証科学で行われる，特定化された理論
をテストするという形式をとるフォーマルでテクニカルな計量経済学手法が最適とはいえない場合が多い。
まず，複数の代替的あるいは競合する理論を前提に，入手可能なデータを基本として，最も目的に合致した
数量分析方法を選択することから始めることが望ましい。そのためには，探索的な数量経済学手法の開発が
必要である。つまり演繹的で確証的な手法から，帰納的で探索的な手法が必要となるのである。このため，
国立社会保障・人口問題研究所（以下社人研）では数量モデルのツールボックスアプローチを取ってきた。
これは中央銀行などで用いられているモデルスィートアプローチ（Suite of Models）と類似したアプローチ
であり，コアとなるモデルを中心に複数のモデルを同時に補完的に活用していく現実的な手法である。
　社人研では，2009年度から社会保障制度改革の中で，重要性が高まった年金等の所得保障（現金給付）と
医療・介護・福祉サービス（現物給付）との関係に着目し，「社会保障計量分析モデル開発事業」を実施した。
これに先立つこと1998年度より，「社会保障の社会経済に対する効果分析モデル開発事業」，「社会保障改革
分析モデル事業」，「社会保障総合モデル事業」，「社会保障モデルの評価・実用化事業」を継続して実施し，
コアモデルの社会保障マクロ計量モデルを中心に，世代重複（OLG）モデル，マイクロシミュレーションモ
デル，保険数理モデル等を開発してきた。
　2012年1月に新しい将来推計人口が発表され，少子高齢化の進展の姿がより明らかになった。そこで，こ
の特集ではこういった社会保障数量モデルのツールボックスの蓄積を活かして ，新しい将来推計人口の結
果を反映させた社会保障制度の持続可能性とその条件となる社会保障給付の構成や給付と負担の関係を数量
的に示すことによって，今後の社会保障政策の策定に資する定量的情報を提供するものである。特に，今回
の「社会保障計量分析モデル開発事業」は，標準的な社会保障に関する数量モデル分析の対象とはなりにく
かった医療・介護・福祉サービスといった現物給付の効果を含む数量モデルの開発とこれに基づく分析を試
みたことに特徴がある。
　本特集においては，社人研のツールボックスの中から，興味深い分析ツールを活用した成果を紹介してい
る。コアモデルとも言えるマクロ計量モデルでは日本経済の将来に対応した社会保障と税の一体改革に資す
るシミュレーションを行っている。マクロ計量モデルでは，経済成長と整合的な社会保障の姿が描写できる
が，社会保障制度の描写には向かないことから人口構造と医療・介護のプロセス双方を考慮した社会保障改
革に関する集中検討会議方式の数値計算型モデルを利用し，最新の前提条件を与えた世帯形態別の医療介護
財政の将来試算を行っている。我が国のダイナミックマイクロシミュレーションモデルによる分析は，ライ
フイベントの変化に対応していく世帯構造を決定するモデルであり，少子高齢化の進展が社会保障の対象と
なる世帯構造に与える影響の分析を可能とする強力手法である。本特集では，高齢者世帯の医療介護費の将
来推計と結婚・離婚行動の変化を加味した将来の高齢者の貧困率の分析に，この手法を応用している。地域
モデルでは，医療保険改革における国民保険の基盤強化に向けた国民保険の小規模保険者の都道府県単位で
の再編による都道府県別・保険者別の医療負担格差がどのように変動するかシミュレーション分析を行って
いる。

大　林　　　守
（おおばやし・まもる　専修大学教授）
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社会保障財政の将来展望

加　藤　久　和

はじめに

　2010年の国勢調査の結果によれば，65歳以上人
口比率は23.0%に達し，また75歳以上人口も1割を
超えている。2011年の出生数は105.1万人と戦後
最少を記録し，少子高齢化の速度は早まるばかり
である（厚生労働省「人口動態統計」）。一方，経
済環境をみると，「失われた20年」からの脱却も
ままならず，経済成長も依然，低迷が続いている。
こうした状況は社会保障財政に多大な影響を及ぼ
し，制度の維持をさらに難しくしていることは明
らかである。「社会保障と税の一体改革」の目的も，
いかに社会保障財政を支えるかという方策を策定
することにあった。
　しかしながら，社会保障財政が今後どのような
姿になるのか，それをマクロ経済環境と整合的に
示すとどうなるのか，といった「将来展望」に関
する議論はそれほど活発とはいえない。年金制度
の将来推計に関しては財政検証が5年毎に行われ
ており，医療介護などについても「一体改革」の
中で厚生労働省による将来推計（2012）があるが，
これは一定の経済前提などを置いた試算である。
　本稿は，マクロ計量経済モデルを用いて，2050
年までの社会保障財政の姿を，マクロ経済環境と
整合的に示すことを目的としている。同様な試み
には佐倉・藤川（2010），佐藤・加藤（2010），上
田（2012）などもあるが，さらに議論を深める必
要があると考える1）。現在は将来展望を行うこと
が難しい時代になっている。デフレの継続やリー
マン・ショックなどによる経済構造の転換，さら

には東日本大震災による社会的混乱などが生じ，
現在の姿を将来に単純に投影することには慎重に
ならざるを得ない。しかし不確実性を恐れるあま
り，将来展望を議論しなければ，有用な政策の実
施にも遅れを生じさせかねない。こうした点を踏
まえ，計量モデルによる将来展望という，一見す
ると懐古的な手法だが，実は挑戦的な試みを行っ
たものが本稿である。
　本稿の構成は以下のとおりである。最初に社会
保障財政等の現況を整理する。年金，医療・介護
等に関する給付と負担の状況，公的年金加入者や
老齢年金受給者数の推移，年齢別医療費の動向な
どをまとめる。次いで，本稿で用いたマクロ計量
経済モデルの概要を紹介する。モデル利用の長所
と短所についてもそこで言及したい。その後，
2050年までのマクロ経済・財政及び社会保障に関
する将来展望結果を示す。最後にいくつかの条件
を変更した場合のシミュレーション結果を示し，
政策的なインプリケーションを議論する。

Ⅰ　社会保障財政等の現況

　1　社会保障給付と負担
　わが国の社会保障に関する統計データにはいく
つかの異なるソースがある。厚生労働省の将来推
計のベースとなるなど，一般に社会保障給付額と
して引用されるデータは，長年，国立社会保障・
人口問題研究所で集計・公表していた「社会保障
給付費」（平成22年度から「社会保障費用統計」）
である。これはILO基準によって作成されたもの
であり，OECDが公表している「社会支出」統計
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と概念上の異同がある。さらに，社会保障関連で
は国民経済計算体系（SNA）においても，給付は
「付表9.一般政府から家計への移転の明細表（社
会保障関係）」（以下，これを社会保障給付という。
なお，統計の定義から公的扶助等は含まれない）
において，また負担は「付表10.社会保障負担の
明細表」（以下，これを社会保障負担という）と
してまとめられている2）。本稿ではSNA体系を
ベースとしたマクロ計量経済モデルを作成し，こ
れをもとに社会保障財政の展望を行うことから，
以下の給付や負担等の数値はすべて2000年基準の
SNAベースに従うものである。
　社会保障給付額と負担額（これは雇用者と雇用
主負担の合計であり公費負担等は含まれない）の
推移を描いたものが図1である。社会保障給付を
みると1980年度の25.7兆円から2009年度では100.9
兆円にまで増加している3）。この間の年平均増加
率は4.8%であった。一方，社会保障負担は同じ時
期に16.3兆円から51.9兆円に推移しており，年平
均増加率は4.1%となる。しかし，図1からわかる
ように，社会保障負担の伸びは急激に鈍化してい
る。1992年度以降，2009年度までの年平均増加率
をみると，社会保障給付は3.6%であるのに対し，

負担は1.8%に低下している。社会保障負担は雇用
者及び雇用主負担からなり，これらの多くは賃金
の伸びと強い関係を持つ。すなわち，1990年代以
降の「失われた20年」以降の経済停滞が負担額の
伸びを鈍化させたと考えられる。その一方，給付
額の多くは高齢者を対象とするものであることか
ら，90年代以降の一層の高齢化の進展（高齢者の
増加）は，給付額をコンスタントに増加させてい
る。給付と負担の定義から，その差額は租税等に
よる公費負担や年金等の積立金からの運用収入な
どでまかなわれる。給付と負担との差額が給付額
に占める割合をみると，1980年度が36.4%であっ
たが，2001年度に40.5%と4割を超え，2009年度で
は48.6%とほぼ半分に近づいている。公費等の負
担増加は財政支出拡大の圧力となり，財政赤字増
加の要因にもなっている（こうした相互連関を整
合的に分析するためにマクロ計量経済モデルが必
要になるのである）。
　社会保障給付額の内訳をみると，2009年度では
年金が48.4兆円，医療が29.4兆円，介護が7.1兆円
で あ っ た。 そ れ ぞ れ の 構 成 比 は 順 に48.0%，
29.2%，7.0%（医療と介護の合計は36.2%）となっ
ている。構成比もこの30年で大きく変わっている。

図1　社会保障給付と負担の推移

資料：内閣府「国民経済計算確報」（各年度）
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1980年度では年金の構成比は32.2%，医療は36.7%
であり，医療給付の方が構成比は大きかった。

　2　制度別にみた主要変数の推移
（1）年金制度
　基礎年金の給付額をみると，2010年度では17.3
兆円となっている（以下，ここでの統計は主とし
て厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」
による）。基礎年金制度が開始された当初は，旧
制度の国民年金からの給付が多くを占めていたた
め，単純な期間別の増加率の比較はできないが，
1993年度以降2010年度までの年平均増加率は
10.9%，また2000年度以降では6.2%となっており，
GDP成長率（経済成長率）を大きく上回っている。
一方，基礎年金給付の受給者数は2010年度で2,532
万人であり（遺族・障害年金等を含む），これも
1993年度の475万人のおよそ5.3倍になっている。
　次に，厚生年金の状況をみてみよう。厚生年金
の給付額の合計は2010年度で25.9兆円，これは
1993年度の13.8兆円の2倍近くに増加しており，
この間の年平均増加率は3.9%であった。老齢給付
のみをみると，2010年度の給付額は18.2兆円であ
り，これは給付額全体の70.5%を占めている。また，
厚生年金にある積立金は2010年度末で114.2兆円
となっている。積立金は2002年度末の137.7兆円
をピークに，以降の8年間で23.5兆円も減少して
いる。
　公的年金制度の被保険者数は2010年度で6,826
人であった。これは1980年度の5,905万から年平
均増加率にして0.5%で増加してきたことになる。
しかしながら，少子高齢化の進展による生産年齢
人口の減少に伴い，2000年度以降の年平均増加率
は−0.1%と既に減少に転じている。
（2）医療・医療保険制度
　2010年度の国民医療費は37.4兆円であった（厚
生労働省「国民医療費」）。これは1980年度の12.0
兆円と比べるとほぼ3倍に，また年平均増加率を
計算すると3.9%となる。国民医療費をその財源別
にみると2010年度では保険負担分が18.1兆円，公
費負担が14.3兆円，患者負担が4.8兆円などとなっ
ている。その1980年度以降の年平均増加率を計算

すると，それぞれ4.1%，3.5%，4.4%であった。ち
なみに，患者負担比率（国民医療費に占める患者
負担額の比率）は1980年度の11.0%から2009年度
では13.9%に上昇している。
　国民医療費のうち，医科診療医療費をみると
2010年度は27.8兆円であり，国民医療費の72.7%
を占めている4）。年齢別の医科診療医療費をみる
と65歳以上は15.6兆円であり，その全人口に占め
る構成比は57.2%である。さらに75歳以上による
医科診療医療費の構成比も35.0%（9.5兆円）であ
り，高齢者の増加が医療費増加の一つの要因と
なっていることがうかがえる。
　医療保険の適用者数は2009年度で1億2,705万人
とほぼ総人口をカバーしている。1980年度の医療
保険適用者数は1億1,170万人であり，この30年間
の年平均増加率は0.3%となるが，2007年度の1億
2,743万人をピークに減少に転じている。
（3）介護保険
　2000年度から開始された介護保険制度は，急速
にその給付規模を増加させている。2000年度の介
護給付額（SNAベース）は3.6兆円にすぎなかっ
たが，2009年度では7.1兆円にまで増加しており，
この間の年平均増加率は7.9%であった。一方，介
護保険の負担額（保険料）は2010年では2.8兆円
にすぎず，その差額が公費負担となっている。
　介護保険の認定者数（要支援と要介護認定者の
合計）は2000年度の256万人から2010年度では506
万人とほぼ倍増しており，この間の年平均増加率
は7.0%となっている。

Ⅱ　モデルの概要

　1　マクロ計量経済モデルの利用
　本稿では伝統的なマクロ計量経済モデルを用い
て，将来の社会保障財政の展望を行うものである。
「伝統的」という意味には，①IS -LMモデルによ
り主たるマクロ経済変数が決定され，動学的な視
点は重視されない，②短期フィリップス曲線（イ
ンフレと実質経済変数間の右下がりの関係）を仮
定する，③期待等を明示的に考慮せずバックワー
ド・ルッキングが中心となる，④ミクロ経済学的
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な基礎が十分ではない，などが含まれる。
　伝統的なマクロ計量経済モデルの利用に際して
は，まさに上記①~④に対する批判や指摘がある。
これに加え，推定されたパラメータの頑健性や関
数形の恣意性などについても課題がある。そのた
め，長期均衡の視点を取り入れたハイブリッド型
モデルや期待を明示したフォワード・ルッキング
型モデルの開発が進み，あるいはミクロ経済学的
な基礎を持つという意味では究極的なDSGE（動
学的確率的一般均衡）タイプのモデルの利用も進
んでいる5）。しかし，社会保障のような現実的制
度を柱とし長期にわたる展望を行うに際しては，
こうしたモデルが必ずしも実践的であるとは限ら
ない6）。長期均衡を明示化するには将来の定常状
態を求める必要があり，パラメータの頑健性に関
しても予測不能なショックを想定しつつ長期展望
を行うことはできない，等々である。
　バックワード・ルッキングタイプのモデルを利
用するということは，言いかえれば過去の延長と
しての将来像を描こうとする立場である。期待の
役割の重要性は認識しつつも，しかし過去の投影
図を将来に映すという試みは，実践的・実用的な
用途を持っていると考える。今後，上記①~④等
の課題に応えられるようなモデルの改良を視野に
入れつつも，本稿では実践的・実用的視点から伝
統的なマクロ計量経済モデルを用いることとし
た。

　2　モデルの概要
　本稿で用いるマクロ計量経済モデルは加藤
（2001）で作成したモデルを踏襲し，作成時点以
降のデータの更新や新制度の導入などを組み込ん
だものである。モデルの推定にあたっては2000年
基準の国民経済計算体系（93SNA）を基準とし，
推定期間は1980年度から2009年度までであり，年
度データを用いている7）。
　モデルの内生変数は196，外生変数は92である。
196本の方程式のうち，構造方程式が111本，定義
式が85本となっている。図2にこのモデルの概要
がある。モデルは大きく労働市場，マクロ経済，
財政，社会保障の4つのブロックに分かれる。なお，
主要な外生変数は人口と推計が困難であった一部
のマクロ経済変数などである。
　労働市場ブロックでは人口（外生変数）の条件
をもとに労働力人口や就業者数等を算出する。マ
クロ経済ブロックで決定される経済変数をもとに
失業率が推計され，またこの失業率などから男女
別年齢5歳階級別に労働力率が決められる（男性
の25~29歳層から50~54歳層を除く）。これから男
女別年齢5歳階級別に労働力人口が得られるが，
これらの変数は社会保障ブロックにおいて年金等
の被保険者数や医療保険適用者数などを決定する
ための情報となる。
　マクロ経済ブロックは，長期展望であることを
踏まえ，供給面からのアプローチを採用している。
生産関数を柱として実質国内総生産の水準を決定

図2　モデルの概要
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し，これからGDPデフレータをもとに名目国内
総生産や国民所得が定まる。また，生産関数の要
素である資本ストックを決定するための設備投資
関数など支出面の方程式も備え，貯蓄率なども算
出できるようになっている。このマクロ経済ブ
ロックで決定された経済水準によって，労働市場
ブロックで賃金などが，また財政ブロックで税収
などが決定される。また，同様に経済成長率の情
報が社会保障の各制度における負担水準を決定す
るなどの役割を担っている。
　財政ブロックは，SNAの付表6にある「一般政
府の部門別勘定」をできるだけ再現するように作
成している。そのため，中央政府，地方政府，社
会保障基金別の経常取引が記述され，その合計と
して一般政府の主要変数が決定される。マクロ経
済ブロックで決定されたGDP等が税収に反映す
る一方，社会保障ブロックで決定される給付と負
担の差額を埋めるように公費負担が発生し，これ
が財政収支に影響を及ぼす仕組みとなっている。
　社会保障ブロックは主に年金，医療，介護の将
来動向を試算するために作られた35本の方程式か
ら構成されている。各制度は主として一人当たり
の給付額と給付対象者を推定し両者から給付額
を，また一人当たりの負担額と被保険者数を推計
し両者から負担額を計算する仕組みとなってい
る。但し，介護保険制度については，制度発足間
もなく，推計を行うにはデータが不足しているこ
とから負担面はすべて外生としている。年金につ
いては厚生年金勘定の概要を再現して積立金を推
計する仕組みを，また医療については国民医療費
等の将来推計値を計算できるようにしている。
　なお，モデルの主要な変数の平均平方誤差率
（ファイナル・テストの期間における1987~2009
年度）は実質国内総生産が3.70%，資本ストック
が2.61%，民間設備投資が8.49%，労働力人口が
1.04%，社会保障給付が2.24%，社会保障負担が5.04%
等々であった。

　3　主要変数の決定とその構造
　ここでは主要な変数やそれを決定する方程式に
ついてその構造等を示しておく。

（1）生産関数
　マクロ経済の水準を定めるのが生産関数であ
る。推定にあってはシンプルなコッブ・ダグラス
型の生産関数を仮定し，労働時間や資本ストック
の稼働率を考慮した。推定期間を通じて，全要素
生産性は1.1%で上昇しており，この傾向が今後も
続くと仮定している。なお，資本ストックへの労
働分配率は25.0%であった。
（2）民間設備投資・資本ストック
　生産関数の動向を決定する要因の一つが資本ス
トックであり，資本ストックの変化幅はこの民間
設備投資によって左右される。推定式では加速度
原理を採用し，国内総生産の変化に反応して設備
投資が決定される。これに加え，金利水準と1期
前の民間設備投資の値も説明変数として加え，部
分均衡型のモデルとした。なお，資本ストックは，
前期の資本ストックに今期の設備投資を加え，今
期の固定資本減耗を除いた推移方程式をもとに決
定している。
（3）労働供給
　若年層の労働力率は男女とも進学率等を考慮し
た部分均衡型モデルで推定を行っている。20歳代
後半から50歳代前半の男性については，過去にわ
たって大きな変動が見られないため2000年代以降
の平均値を外生的に与えている。女性の労働力率
は，働きやすさを考慮して女性の失業率や産業構
造などから決定される。男女別年齢5歳階級別に
求めた労働力人口を合計してマクロの労働力人口
が求められる。
（4）失業率
　オークンの法則を念頭に，失業率と経済成長率
の間の負の関係を前提として推定を行っている。
さらに，こうして決まったマクロ全体の失業率と
の相関を利用して男女別の失業率を計算してい
る。なお，当初は短期フィリップス曲線を想定し
ていたが，後述するように物価上昇率を外生化し
たため，断念した。
（5）租税
　租税は所得税，法人税，消費税を個別に推計し，
租税収入全体はこれらの税収との関係から計算し
ている。所得税は前期と今期の変化幅を，雇用者
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報酬の変化幅の上に回帰して推定を行った。但し，
1990年代に頻繁に行われた減税を反映させるため
のダミー変数をその都度使用している。法人税は
企業利潤から決定され，消費税は実行税率を外生
変数として民間最終消費等に乗じて求めている。
（6）財政赤字と長期債務
　財政収支に関しては，中央政府，地方政府，社
会保障基金ごとに，SNAで定められる経常取引を
再現して計算している。この財政収支（財政赤字）
と前期の長期債務（あるいは国債残高）及び今期
の利回り分を加えて，今期の長期債務が決められ
る。
（7）厚生年金積立金
　今期の厚生年金の積立金の水準は，厚生年金の
給付額と被保険者からの保険料それぞれから，厚
生年金勘定における収支差額を決定し，これと前
期の積立金から得られる利回りを加えて決定して
いる。
（8）国民医療費
　国民医療費はその大部分を占める一般診療医療
費から求めている。一般診療医療費は，0 〜 14歳，
15 〜 44歳，45 〜 64歳，65歳以上の年齢4階級別
に一人当たりの一般診療医療費を推定し，これに
該当する年齢層の人口を乗じて求めている。一人
当たりの一般診療医療費は一人当たり国民所得や
患者負担比率などから推定を行っている。

Ⅲ　将来展望の結果

　1　前提条件の設定
　はじめに，将来展望を行うに際しての前提条件
等を示しておく。
　展望期間は2010年度以降，2050年度までの40年
間であり，個別の方程式は1980年度以降のデータ
で推定されているが，展望を行うためにモデルを
解くのは，現在の基礎年金制度が始まった1987年
度以降とした8）。
　次に，主要な外生変数は以下のように設定した。
人口に関しては国立社会保障・人口問題研究所の
「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」のう
ち，出生中位・死亡中位の推計値を利用した。主

要なマクロ経済変数に関しては実質利子率と
GDPデフレータをやむを得ず外生変数とした。
実質利子率については，2000年代以降の金融緩和
に伴い名目利子率が低水準にあり，実質利子率の
推定が困難であったことがその理由である。また
GDPデフレータに関しても，これを内生変数と
すると近年のデフレ状況が今後も継続し，物価上
昇率が反転しない結果となり，将来展望にとって
適切でないと判断したため，外生変数とした9）。
以下では，GDPデフレータは2012年度以降，コ
ンスタントに1%上昇すると仮定し，また実質利
子率は長期的に3.0%で推移するとした。
　その他，生産関数に含まれる労働時間や資本ス
トックの稼働率は2015年度時点に基準レベル
（2000年基準で100）に戻り，以降その水準で推
移すると設定した。政府消費については2000年代
の年度変化率をそのまま将来に投影して，外生変
数を作成した。消費税率については，2014年4月
に8%，2015年10月に10%に引き上げられるとする
今般の「一体改革」のスケジュールを採用してい
る。国民年金の月額保険料，厚生年金の保険料率
は予定通りのスケジュールで引き上げられ，2004
年度価格でそれぞれ16,900円，18.3%になるとし，
また，全国健康保険協会の医療保険の保険料率は
全国平均10%で，今後も変わらないとした。

　2　ベース・ケースの結果
　将来展望の結果（以下では，後述するシミュレー
ション・ケースと区別するため，ベース・ケース
と呼ぶ）を紹介する。
（1）マクロ経済・財政・労働市場
　図3は実質及び名目国内総生産の予測結果を示
したものである。2009年度の実質国内総生産は
562.0兆円（2000年基準固定方式）であったのに
対し，名目国内総生産は474.0兆円と大きなギャッ
プがあった。今後，実質国内総生産は2020年度ま
で年平均1.4%で成長した後，次第に成長率は鈍化
する10）。2020年代の実質経済成長率は年平均0.5%
にとどまり，2030年度では689.5兆円となる。し
かしその後，成長率はマイナスに転じ，2050年度
の実質国内総生産は674.3兆円に低下する。一方，
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名目国内総生産は，GDPデフレータが1%で上昇
するという仮定から継続的に増加し，2050年度で
は840.1兆円に達する。名目国内総生産と実質国
内総生産は2027年度頃に逆転する。ちなみに加藤
（2001）では2050年度頃まで1.0 〜 1.5%まで経済
成長が続くとしていたが，2000年代の経済の停滞
がその傾向を大きく低下させたと考えられる。
　表1はマクロ経済・財政等の主要な変数の展望
結果を整理したものである。労働力人口は2009年
度の6,617万人から2030年度に5,564万人にまで減
少し，2050年度では4,130万人となる見込みであ
る。雇用政策研究会（2012）では2030年度の労働
力人口（ゼロ成長Aケース）を5,678万人としてい
るのに対し，これをやや下回る結果となった。一
方，失業率は現在の5%程度の水準が2020年度頃
まで続くが，その後やや上昇し2050年度では6.4%
程度となる見込みである。労働力人口の減少以上
に，国内総生産の鈍化による需要減が失業率を高
めると解釈できよう。
　財政状況をみると，税収（国税・地方税合計）
は消費税率上昇によって2010年代は増加するもの

の，次第に増加率は鈍化する。但し，中央政府の
財政赤字（対GDP比）は改善されず2020年度に
おいても−7.7%と，プライマリー・バランスの黒
字化は達しえない。そのため国債残高や一般政府
の長期債務（国及び地方の長期債務）も減少する
ことなく増加する。一般政府の長期債務（対
GDP比）は2020年度で247.0%にまで増加し，2050
年度では431.5%に達する。もちろん，実際にはこ
のような政府が破産する状況に陥るまでには，よ
り強力な財政赤字対策が実施されるはずであり，
この結果はあくまでも過去の傾向を単純に将来に
投影したことによる。言いかえれば，これが将来
予測の限界であるが，しかし政府が破産状態に達
するという可能性を示すことに意味があると考え
る。
（2）社会保障財政等
　社会保障財政等の推移を整理した結果が表2で
ある。
　社会保障給付の総額は2009年度の100.9兆円か
ら2020年度に133.3兆円，2030年度が144.9兆円，
さらに2050年度では165.2兆円に達すると試算さ

図3　国内総生産の推移

注：実質国内総生産は2000年基準，固定方式によるもの
資料：内閣府「国民経済計算」
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れた。今後，高齢化がさらに進行するもの，経済
成長率の鈍化などにより給付水準が抑制されるた
め，給付額の増加率は次第に低下する11）。2010年
代を通じた年平均の社会保障給付額の増加率は
2.6%と見込まれるのに対し，2020年代の平均は
0.8%，2030 〜 50年度の平均は0.7%にとどまると
みられる。
　社会保障給付額の内訳をみると，年金給付額が
2009年 度 の48.4兆 円 か ら2030年 度 に62.4兆 円，
2050年度に69.5兆円に達する。また，医療給付額
は同じく2009年度の29.4兆円から2030年度に43.8
兆円，2050年度に49.9兆円となる。いずれも増加
率は次第に逓減する。一方，介護給付額は今後さ
らに増加するとみられる。これは2009年度の7.1
兆円から2030年度に18.0兆円，2050年度には22.7

兆円となると見込まれる。社会保障給付額全体に
占める年金給付額の割合は2009年度の48.0%から
2030年度では43.1%，2050年度では42.1%と相対的
にその構成比は低下するのに対し，医療と介護を
あわせた給付額の全体に占める割合は2009年度の
36.2%から2030年度42.7%，2050年度には43.9%と上
昇し，年金給付額と構成比が逆転することとなる。
　社会保障給付額に関しては，厚生労働省（2012）
でも2025年度までの試算を公表している。それに
よると2025年度の給付額は144.8兆円であるとさ
れ，本稿で試算される138.9兆円より多くなって
いる12）。この違いは，第一に本稿の社会保障給付
額は生活保護等を含まないなど比較対象の範囲が
異なること，第二に経済成長等の前提条件（厚生
労働省（2012）では今後1.8%程度の成長を見込ん

表1　経済財政の展望結果

2000 2009 2020 2030 2050

実質国内総生産 505,572 562,009 658,376 689,505 674,348

　成長率（％） − 1.2％ 1.4％ 0.5％ −0.1％

名目国内総生産 504,119 474,040 616,097 709,509 840,121

　成長率（％） − −0.7％ 2.4％ 1.4％ 0.8％

国民所得 371,804 339,223 374,799 407,316 432,570

　増加率（％） − −1.0％ 0.9％ 0.8％ 0.3％

民間貯蓄率（％） 15.8％ 13.8％ 10.6％ 9.0％ 4.8％

　変化幅 − −2.0％ −3.2％ −1.6％ −4.2％

家計貯蓄率（％） 7.9％ 5.5％ 0.0％ −2.9％ −10.5％

　変化幅 − −2.4％ −5.5％ −2.9％ −7.6％

労働力人口（万人） 6,766 6,617 6,105 5,564 4,130

　増加率（％） − −0.2％ −0.7％ −0.9％ −1.5％

失業率（％） 4.7％ 5.1％ 4.9％ 5.5％ 6.4％

　変化幅（％ポイント） − 0.4％ −0.2％ 0.6％ 0.9％

税収 88,882 75,310 92,526 100,180 109,232

　増加率（％） − −1.8％ 1.9％ 0.8％ 0.4％

消費税収 9,822 9,808 21,498 23,388 25,049

　増加率（％） − 0.0％ 7.4％ 0.8％ 0.3％

中央政府財政赤字（対GDP比） −6.4％ −7.8％ −7.7％ −7.0％ −7.7％

　変化幅 − −1.4％ 0.1％ 0.7％ −0.7％

国債残高 367,555 593,972 1,052,425 1,485,135 2,524,034

　増加率（％） − 5.5％ 5.3％ 3.5％ 2.7％

一般政府長期債務（対GDP比） 128.1％ 172.8％ 247.0％ 301.7％ 431.5％

　変化幅 − 44.7％ 74.2％ 54.6％ 129.8％

注：増加率等は年平均，変化幅は比較年の数値の差である。
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でいる）が異なること，などによる。したがって
単純な比較はできないものの，こうした点を考慮
するとほぼ同じ水準であると考えられる13）。
　社会保障負担額をみると，2009年度の51.9兆円
から2020年度に63.3兆円，2030年度が70.2兆円，
また2050年度では74.2兆円とその増加速度は次第
に低下している。これは国内総生産等の伸びの鈍
化など所得が増加しないことが主たる要因であ
る。増加率をみると，2010年代の年平均増加率が
1.9%であるのに対し，2020年代は1.0%，2030から
50年度までの平均は0.3%に低下する。その内訳を
みると年金負担額，医療負担額とも現役世代の人
口減少を反映して2030年代以降，いずれもマイナ
スに転じている。
　社会保障給付額と負担額の差（公費負担等）が
給付額全体に占める比率をみると，2009年度の

48.6%から2020年度52.3%，2050年度55.1%と上昇し，
現在以上に租税等に依存する必要が生じ，これが
財政赤字を増やす要因となるとみられる。
　給付額以外の主要変数の動向をみておこう。基
礎年金受給者数は2009年度の2,444万人から2030
年度3,673万人，2050年度3,802万人と増加する。
これに対し，公的年金被保険者数は2009年度の
6,874万人から2030年度5,837万人，2050年度4,425
万人と急速に減少する。これは人口減少・少子高
齢化を反映した結果である。厚生年金積立金は，
2009年度の財政検証とは異なり，2040年代半ばに
マイナスになると見込まれる（図4参照）。また，
国民医療費は2009年度の36.0兆円から2030年度が
53.6兆円，また2050年度では61.0兆円へ推移する
とみられる。

表2　社会保障等の展望結果

2000 2009 2020 2030 2050

社会保障給付 78,972 100,921 133,282 144,856 165,182

　増加率（％） − 2.8％ 2.6％ 0.8％ 0.7％

内，年金 37,073 48,416 59,970 62,423 69,484

− 3.0％ 2.0％ 0.4％ 0.5％

内，医療 24,901 29,432 38,348 43,837 49,888

− 1.9％ 2.4％ 1.3％ 0.6％

内，介護 3,571 7,082 15,891 18,014 22,682

− 7.9％ 7.6％ 1.3％ 1.2％

社会保障負担 47,693 51,907 63,625 70,166 74,238

− 0.9％ 1.9％ 1.0％ 0.3％

内，年金 26,717 28,370 33,615 34,245 26,825

− 0.7％ 1.6％ 0.2％ −1.2％

内，医療 16,878 18,128 20,966 22,916 21,737

− 0.8％ 1.3％ 0.9％ −0.3％

基礎年金受給者数（千人） 13,070 24,442 35,586 36,730 38,016

− 7.2％ 3.5％ 0.3％ 0.2％

公的年金被保険者数（千人） 70,491 68,738 63,692 58,369 44,245

− −0.3％ −0.7％ −0.9％ −1.4％

厚生年金積立金 136,880 119,505 94,093 80,920 −87,493

− −1.5％ −2.1％ −1.5％ −

国民医療費 30,142 36,007 46,887 53,584 60,967

− 2.0％ 2.4％ 1.3％ 0.6％

注：増加率は，左の列の年度と当年度との期間における年平均である。（以下，同様）
　　2000，2009年度は実績値である。
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Ⅳ　シミュレーションとその結果

　1　シミュレーション・ケースの設定
　ベース・ケースに対し，前提条件を変更した場
合の結果（以下，シミュレーション・ケースとよ
ぶ）を紹介する。ここでは以下の4種類のシミュ
レーションを行った。
シミュレーション・ケース1
　外生変数と設定していたGDPデフレータ上昇
率を1%から0.5%に引き下げる。その結果，公的年
金制度においてマクロ経済スライドは実施されな
いことになる。
シミュレーション・ケース2
　政府最終消費支出を毎年度1%引き下げ，消費
税率を将来的に25%まで切り上げ，徹底的な財政
改革を進める。
シミュレーション・ケース3
　技術進歩が加速し，2015年度以降，現在の年平
均1.1%の仮定が1.6%程度に上昇する。このことで
持続的な経済成長が実現する。
シミュレーション・ケース4
　外生変数とした将来人口推計の推計値を出生中

位・死亡中位から出生低位・死亡低位に変更する。
これによりさらなる少子高齢化が進むというシナ
リオになる。

　2　シミュレーション結果
（1） シミュレーション・ケース1
　デフレが継続するケースである（表3-1参照）。
ベース・ケースと比較して実質国内総生産も減少
するが，最も大きな影響は名目国内総生産の大幅
な低下と，同様に大きく減少する税収である。こ
れにより政府の長期債務も急激に拡大し，ベース・
ケースと比べて1.7倍に達する。
　社会保障制度に関しては，マクロ経済スライド
が実施できない影響は大きい。一般に名目所得の
減少は給付と負担双方を減少させると考えられる
が，物価上昇率が0.5%であると現行の仕組みでは
マクロ経済スライドが発動せず，その結果，年金
の給付額はベース・ケースより増加する。医療等
に関しては給付が抑制されるが，社会保障給付額
全体ではベース・ケースと大きく変わらない。こ
れに対して社会保障負担は，ベース・ケースに比
べ2030年度で6.2%，2050年度では9.7%も少なくな

図4　厚生年金積立金の推移

資料：厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」各年度版
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り，さらに公費負担等に頼らざるを得なくなる。
これが財政赤字を膨らませる大きな要因となる。
　厚生年金積立金は，このような負担の減少（保
険料収入の減少）の影響等をうけて，ベース・ケー
スよりも悪化し，2037年度に赤字となり，それ以
降赤字額が累積することになる。また，国民医療
費は2050年度で57.2兆円とベース・ケースに比べ
6.2%ほど低い水準にとどまる。
　いずれにせよ，デフレの影響は好ましくなく，
また物価上昇率が低迷する状況下でマクロ経済ス
ライドの発動を見送ることの弊害も大きいという
ことは明らかである。
（2） シミュレーション・ケース2
　このケースは，政府債務を持続可能とするよう
な財政政策はどのようなものであるかを確認する
ために行ったシミュレーションである14）。2009年

度現在の政府の長期債務の対GDP比は172.8%であ
るが，ベース・ケースでは2030年度には300%を
超え，2050年度では431.5%になる。これを200%程
度で維持するためにはどのような政策パッケージ
があるかということである。その結果を示したも
のが表3-2である。
　財政赤字を削減するには歳出削減と税収の増加
がある。歳出削減に関しては政府最終消費支出を
名目で1.0%ずつ削減し，2050年度でほぼ1980年代
後半の歳出水準になるように想定した。試算であ
るからさらに多くの歳出削減は可能かもしれない
が，現実性を考慮した。税収に関しては，消費税
率をさらに引上げ，2020年度に15%，2025年度に
20%，そして2030年度には現在の北欧諸国並みに
25%とした。
　その結果，税収はベース・ケースと比較して

表3-1　シミュレーション・ケース1

2020 2030 2050

実質国内総生産 654,704 682,339 664,990

　乖離率（％） −0.6％ −1.0％ −1.4％

名目国内総生産 581,667 636,057 681,519

　乖離率（％） −5.6％ −10.4％ −18.9％

税収 87,607 90,118 89,285

　乖離率（％） −5.3％ −10.0％ −18.3％

中央政府財政赤字（対GDP比） −8.9％ −9.2％ −11.8％

　乖離幅（％ポイント） −1.2％ −2.2％ −4.1％

一般政府長期債務（対GDP比） 266.4％ 354.6％ 597.8％

　乖離幅（％ポイント） 19.4％ 53.0％ 166.4％

社会保障給付 134,027 145,726 162,479

　乖離率（％） 0.6％ 0.6％ −1.6％

内，年金 61,450 65,026 70,863

　乖離率（％） 2.5％ 4.2％ 2.0％

内，医療 37,680 42,338 46,784

　乖離率（％） −1.7％ −3.4％ −6.2％

社会保障負担 61,590 65,794 67,001

　乖離率（％） −3.2％ −6.2％ −9.7％

厚生年金積立金 87,738 49,220 −186,290

　乖離率（％） −6.8％ −39.2％ 112.9％

国民医療費 46,071 51,755 57,180

　乖離率（％） −1.7％ −3.4％ −6.2％

注：乖離率・幅はベースケースとの差を示している。（以下，同様）
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15%程度増加し，中央政府の財政収支は2039年度
に黒字に転換し，かつ一般政府の長期債務も対
GDP比で214.9%と，ベース・ケースの半分の水準
にとどまる。消費税率を25%まで引き上げるとす
る想定は一見，困難に見えるが，しかし財政構造
改革を真剣に検討するならば，あり得るケースで
はないだろうか。
（3） シミュレーション・ケース3
　供給面からみた経済成長の源泉は労働力，資本
ストック，技術進歩であるが，このうち今後，労
働力人口は減少し，資本ストックの蓄積は鈍化す
る。技術進歩がこれからの経済成長の鍵を握るが，
これが過去に比べ促進されると仮定した場合のシ

ミュレーションである。モデルのサンプル期間の
技術進歩率1.1%が1.6%に上昇した場合，表3-3にあ
るように実質国内総生産は飛躍的に増加し，2050
年度ではベース・ケースと比べておよそ1.5倍と
なる1,023.8兆円に達する。また，税収が増加し，
これによって一般政府の長期債務（対GDP比）
は170%前後で安定する。
　社会保障給付は経済成長によってベース・ケー
スよりも給付額は増える（2030年度で4.5%）が，
一方，社会保障負担額はそれ以上に増加し，2030
年度ではベース・ケースに比べ25.8%も増加する。
その結果，厚生年金積立金も赤字に転落すること
なく増え続けることになる。

表3-2　シミュレーション・ケース2

2020 2030 2050

税収 97,302 115,488 125,171

　乖離率（％） 5.2％ 15.3％ 14.6％

消費税収 31,650 55,979 59,479

　乖離幅（％ポイント） 47.2％ 139.3％ 137.4％

中央政府財政赤字（対GDP比） −5.9％ −2.1％ 0.8％

　乖離幅（％ポイント） 1.8％ 4.9％ 8.5％

一般政府長期債務（対GDP比） 234.2％ 248.1％ 214.9％

　乖離幅（％ポイント） −12.8％ −53.6％ −216.6％

表3-3　シミュレーション・ケース3

2020 2030 2050

実質国内総生産 869,621 962,328 1,023,778

　乖離率（％） 32.1％ 39.6％ 51.8％

名目国内総生産 814,878 992,972 1,283,199

　乖離率（％） 32.3％ 40.0％ 52.7％

一般政府長期債務（対GDP比） 166.0％ 163.3％ 168.3％

　乖離幅（％ポイント） −81.1％ −138.4％ −263.2％

社会保障給付 134,027 151,348 176,218

　乖離率（％） 0.6％ 4.5％ 6.7％

社会保障負担 76,085 88,290 94,738

　乖離率（％） 19.6％ 25.8％ 27.6％

厚生年金積立金 127,307 201,763 297,316

　乖離率（％） 35.3％ 149.3％ −439.8％

国民医療費 51,969 60,674 71,696

　乖離率（％） 10.8％ 13.2％ 17.6％
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　このように，経済成長の促進はあらゆる意味で
財政・社会保障制度に好影響を与えることは明ら
かである。そのためには，技術進歩を促進させる
ための努力を継続する必要がある。
（4） シミュレーション・ケース4
　ベース・ケースでは国立社会保障・人口問題研
究所の「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」
の出生中位・死亡中位ケースを取り上げた。この
結果によると2050年の総人口が9,708万人，また
65歳以上人口が3,798万人で，65歳以上人口比率
は38.8%となる。しかし，合計特殊出生率の仮定
を長期的に1.35になるとする中位仮定から1.12と
引き下げ，また平均寿命が伸長し死亡率が低下す
るとした出生低位・死亡低位ケースでは，2050年
の総人口は9,317万人に減少し，また65歳以上人
口は3,890万人で，65歳以上人口比率は41.8%とな
る。このようにさらに，少子高齢化がさらに進行

するという前提で試算した結果をまとめたものが
表3-4である。
　実質国内総生産に及ぼす効果は2030年代までは
軽微であるが，それ以降大きく影響し，2050年度
の国内総生産はベース・ケースと比較して15.6%
も減少する。また，その結果税収も低下し，中央
政府の財政赤字を悪化させるとともに，長期債務
を99.8%ポイント増やすという結果になっている。
少子高齢化の影響は長期的に現れることから，
ベース・ケースと比較した財政悪化等も2030年代
以降から本格化する。
　社会保障給付をみると2030年度ではベース・
ケースに比較して2.3%増加となるものの，2050年
度には65歳以上人口を含めた総人口の減少により
給付額は減少する。しかし，経済成長の鈍化に伴
い社会保障負担額は2050年度でベース・ケースに
比べ17.5%も減少することから，社会保障財政全

表3-4　シミュレーション・ケース4

2020 2030 2050

実質国内総生産 659,129 689,583 569,193

　乖離率（％） 0.1％ 0.0％ −15.6％

名目国内総生産 616,805 709,590 706,784

　乖離率（％） 0.1％ 0.0％ −15.9％

税収 92,605 100,013 89,268

　乖離率（％） 0.1％ −0.2％ −18.3％

中央政府財政赤字（対GDP比） −7.8％ −7.2％ −10.5％

　乖離幅（％ポイント） −0.1％ −0.2％ −2.8％

一般政府長期債務（対GDP比） 247.4％ 303.8％ 531.3％

　乖離幅（％ポイント） 0.4％ 2.2％ 99.8％

社会保障給付 135,153 148,147 157,227

　乖離率（％） 1.4％ 2.3％ −4.8％

内，年金 61,231 64,563 67,200

　乖離率（％） 2.1％ 3.4％ −3.3％

内，医療 38,571 44,283 45,589

　乖離率（％） 0.6％ 1.0％ −8.6％

社会保障負担 63,703 70,197 61,266

　乖離率（％） 0.1％ 0.0％ −17.5％

厚生年金積立金 90,652 67,243 −176,736

　乖離率（％） −3.7％ −16.9％ 102.0％

国民医療費 47,158 54,129 55,722

　乖離率（％） 0.6％ 1.0％ −8.6％
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体は悪化することになる。そのため厚生年金積立
金 も2040年 度 に 赤 字 に 転 落 し，2050年 度 で は
176.7兆円もの累積赤字になると試算された。

おわりに

　本稿は，マクロ計量経済モデルを用いて2050年
度までの社会保障財政等を展望したものである。
試算結果によれば経済成長の鈍化と少子高齢化の
さらなる進展が社会保障財政を悪化させるという
ものであるが，もちろん，現実には財政等の悪化
が現実となるまでにその対応策が実施されるはず
であって，必ずしもこうした悲観的な結果が現実
になるわけではない。しかし，将来展望は，何も
策を講じなければ大変なことになるのであるか
ら，適切な政策を実施しなければならない，といっ
た動機を与えるものととらえることができよう。
　その意味では，シミュレーションを通じていく
つかの政策的なインプリケーションが得られた。
ここでは，以下の4点だけを述べておきたい。第
一に，デフレが継続することは経済成長のみなら
ず財政・社会保障に大きな影響を与える。年金制
度にあってはマクロ経済スライドの発動をデフレ
下でも行えるような方策を講じる必要がある。第
二は，社会保障制度を含む財政事情の改善には歳
出削減や消費税率のさらなる引上げなどの痛みが
必要となる。国の破産，社会保障制度の崩壊とい
う最悪のシナリオを避けるための政策が否応なし
に求められているということである。第三は，経
済成長の促進が多くの問題を解決してくれる可能
性を持つというものである。成長戦略等の実質的
かつ着実な実行が，上で述べた痛みを和らげてく
れる。第四は，少子高齢化の影響を少しでも緩和
していくべきということがある。そのために少子
化対策等の必要性は今後も変わらないものとなろ
う。
　マクロ計量経済モデルを用いた展望に対する批
判・課題は承知しつつも，将来展望を行うことの
必要性は今後も変わらないと考えられる。できる
ことであれば，次世代にもこうした研究を引き継
いでいければと考える。

注
1）こうした試みの先駆的事例として稲田他（1992），

加藤・稲田（1995），八代他（1997），増淵他（2001），
長谷川他（2004）などがある。これ以降のモデル
は，こうした先行研究から多くの示唆を得ている。

2）これらの統計間の概念の違いについては「平成
22 年度　社会保障費用統計」の巻末もしくは，
国立社会保障・人口問題研究所（2011）の「社会
保障費統計に関する研究会報告書」を参考にされ
たい。

3）以下の数値は，基金等への負担などを除いて集
計を行っているため，付表9や10の合計値とは異
なっている。

4）2010年度の国民医療費から，一般診療医療費を
医科診療医療費と療養費等に分割して公表してい
る。なお，以下の展望では一般診療医療費をベー
スに試算を行っている。

5）この点に関しては加藤（2011）の冒頭で詳細に
議論している。

6）大林（2010）など参照。
7）現在のSNAは2005年基準のものが公表されてい

るが，これは1994年以降のものであり，長期展望
を行うに際して，過去の時系列データのサンプル
数を確保する上から，1980年以降のデータが揃っ
ている2000年基準を採用した。なお，その場合の
データの最終時点は2009年度になる。

8）ファイナル・テストの期間も同様に考え，
1987~2009年度とした。

9）1990年代までのサンプルで推定を行うと，利子
率，GDPデフレータともに比較的良好な結果が得
られるのに対し，2000年以降のサンプルを加える
とコントロールできない結果となる。

10）内閣府「経済財政の中期試算」（2012年8月31日
公表）によれば2020年度までの成長率は慎重シナ
リオで1.2~1.3%，成長シナリオで2.2~2.3%であっ
た。慎重シナリオの結果は，本稿の推定値と大差
ない。

11）モデルには年金制度におけるマクロ経済スライ
ドが組み込まれているが，GDPデフレータ上昇率
を1%とし，さらにCPI上昇率が同様に抑えられる
ため，年金給付額の増加が大きく抑制されること
になる。

12）厚生労働省（2012）の値は，「一体改革」によ
る新たな制度改革を含めない場合の値である。

13）加藤（2001）では2030年度に224.6兆円まで膨ら
むと推計していた。

14）財政の持続可能性に関してはさまざまな定義が
あるが，ここでは現行の債務対GDP比が維持され
る場合を想定している。
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2060年の高齢者像－INAHSIMによる推計

府　川　哲　夫

Ⅰ　はじめに

　人口の高齢化が進展し，高齢人口が増えるなか
で，人生の最後にかかる費用に対して関心が高
まっている。日本人の平均寿命は1980年代前半に
世界一となり，その後も死亡率の低下は概ね順調
に続き，2010年は男79.6年，女86.4年と1960年と
比べて男で14年，女で16年伸びた。「日本の将来
推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所，
2012年1月）の中位推計によると，2050年には男
女とも現在よりさらに4年程伸びて，それぞれ
83.6年，90.3年になると推定され，深刻な人口高
齢化の大きな要因となっている。
　社会保障・税一体改革による消費税の引き上げ
決定を受けて，社会保障改革の具体論が大きな課
題となり，日本における今後の高齢者像がますま
す重要になっている。本稿はダイナミック・マイ
クロ・シミュレーションモデルの1つである「世
帯情報解析モデル」INAHSIMを用いて，今後50
年間の高齢者像を描写し，応用例の1つとして医
療・介護費推計を行った。今回のINAHSIM 2012
推計は基本的に2009推計（府川，2010）の手法を
踏襲している。
　本稿の構成は以下のとおりである。第2節で
INAHSIM 2012推計の概要と基本的な推計結果を
述べ，第3節で高齢者に焦点を当てて各種シミュ
レーション結果を述べる。応用例の1つとして医
療・介護費推計を示す。第4節で第3節の結果を議
論し，今後の課題を述べる。

Ⅱ　INAHSIM 2012推計

　1　2012年推計の特徴
　INAHSIM 2009推計では高齢者の移動先に施設
を追加し，初期値もINAHSIMを用いて作成し，
推計期間は2005 〜 2050年であった。INAHSIM 
2012推計は基本的に2009推計を踏襲しているが，
INAHSIM 2012推計の特徴をまとめると次のとお
りである。
・初期値作成は3ステップで行い，2010年の実績

に合うよう補正した。
・基礎率を全般的に改善し，実績値のあるものは

全て2010年の実績に入れ替えた。
・65歳以上に自立状態の情報を付加し，65歳以上

の死亡率は自立状態の遷移確率で与えた。
・高齢者の住まい方の1形態として施設が入って

いる。
・推計期間は2010 〜 2060年である。
・シミュレーション・ケースを増やして，ケース

間の結果の差を検討して各要因の影響を評価し
た。

なお，INAHSIMモデルの概要は稲垣（2007）や
府川（2010）に述べられている。

　2　初期値の作成
　初期値の作成はINAHSIMモデルを用いて次の3
ステップで行った。
Step1：20 〜 39歳の独身男女それぞれ6000人（2010
年の20 〜 39歳の年齢分布に従う）をINAHSIMに
入力して200年間シミュレーションを実施し，最
終状態を保存する。初期値作成のための基礎率は
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シミュレーション本体の基礎率に比べて出生率，
死亡率，結婚率は高めにし，世帯合併に関する率
（結婚時同居率，高齢者合併率）も高く設定した。
一方，20 〜 39歳の独身人口からの出発であるこ
とから，単身化率は著しく低くした。
Step2：Step1に引き続き出生率と結婚率を年次変
化させながら60年間シミュレーションを実施し
た。このStep2の目的は団塊の世代の形成である。
Step3：Step2で団塊の世代はほぼ形成されたが，
2010年の実績値と比べると人口の年齢構成では年
少者及び高齢者が過剰であり，世帯構造別分布で
は「その他の世帯」が過剰であり，65歳以上の者
の住まい方では「夫婦のみ世帯」や「無配偶の子
と同居」が過少であった。このためStep3で所要
の補正を行い，2010年の実績に合うよう修正した1）。
　その結果，初期値の総人口は44.0万人，世帯数
は18.0万世帯となった。初期値の人口構成及び世
帯構成と2010年の実績値との比較を表1に示した。

　3　基礎率
　INAHSIMに投入する基礎率は，処理の順に結
婚，出生，死亡，離婚，高齢者の子との同居及び
施設への移動，単身化に関するものである。高齢
者の子との同居及び施設への移動以外の世帯合併

は，それぞれ結婚，死亡，離婚の際にあわせて処
理している。世帯合併に関する基礎率を2）に示す。
　65歳以上の自立状態については次の5分類とし
た。
　　 0：健康で完全に自立（障害なし）
　　 1：軽度の障害はあるが，自宅で自立した
　　 生活ができる（軽度障害）
　　 2：要介護度4,5以外の要介護度認定を受けた
　　 （軽中度要介護）
　　 3：要介護度4又は5（重度要介護）
　　 4：死
レベル2と3が介護保険の要介護認定者で，レベル
3が要介護度4以上に対応する。自立状態の年間遷
移確率は府川（2003）の結果を用いた3）。各自立
状態から「4」への1年間の遷移の合計がその年齢
階級における1年間の死亡数に相当し，今回の推
計ではシミュレーション期間中の死亡率の年次変
化は「死亡への遷移確率の変化」として与えた。
　シミュレーション期間中の基礎率については，
出生率をはじめ多くは標準値を50年間変化させず
に用いたが，死亡率は次第に低下（2060年の平均
寿命は男84年，女90年），結婚率・離婚率はゆる
やかに増加すると仮定した。なお，出生率はTFR 
= 1.4を基本としたが，出生率の影響を評価するた

表1　2010年の初期値作成
（単位：％）

Step1 Step2 Step3 実績
人口の年齢構成
　　0−14 31.8 14.1 13.2 13.1
　　15−64 58.1 62.3 63.8 63.8
　　65+ 10.1 23.4 23.0 23.0
世帯構造
　　単独世帯（1P） 14.1 33.5 32.9 32.4
　　夫婦のみ世帯（Co） 11.5 17.5 19.8 19.8
　　夫婦と子の世帯（CC） 53.2 27.0 28.0 27.9
　　ひとり親と子の世帯（SC） 3.3 5.9 6.4 8.7
　　3世代世帯（3G） 11.6 8.5 8.4 7.1
　　その他世帯（Oth） 6.3 7.7 4.5 4.1
65歳以上の者の住まい方
　　単独世帯（1P） 10.4 17.1 17.2 16.9
　　夫婦のみ世帯 38.6 33.3 37.0 37.2
　　子夫婦と同居 35.2 22.0 20.2 17.5
　　無配偶の子と同居 8.0 17.0 17.3 24.8
　　その他 6.0 7.9 5.3 3.7
　　施設入所 1.8 2.7 3.0 −

注：実績値は国勢調査及び国民生活基礎調査結果。
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め1.3や1.7のケースも想定した。
　高齢者が施設に入る条件は次の2通りを設定し
た。
標準ケース（Standard：Sと略す）
・単身の場合：自立状態2なら子と同居，同居出
　　　　　　　来ない場合は施設に入る。自立状
　　　　　　　態3なら常に施設に入る。
・夫婦の場合：自立状態の組合せで次のように設
　　　　　　　定

独立ケース（Independent：Iと略す）
・単身の場合：自立状態2なら子と同居，同居出
　　　　　　　来ない場合は年に0.2の確率で施
　　　　　　　設に入る。自立状態3なら常に施
　　　　　　　設に入る。
・夫婦の場合（カッコ内の数字は夫婦の自立状態
　　　　　　の組合せ）：
（1,2）：子と同居，同居出来ない場合はレベル2
　　　　の人だけ年に0.2の確率で施設に入る。
（0,3）：レベル3の人だけ年に0.2の確率で施設に
　　　　入る。
（1,3） or （2,3）：レベル3の人だけ常に施設に入る。
（2,2）：2人とも年に0.2の確率で施設に入る。

（3,3）：2人とも常に施設に入る。
標準ケース・独立ケースのいずれも，施設入所者
数は実際に施設に入所できる・できないに関わら
ずに決められていることに注意を要する。

　4　基本的な推計結果：総人口
　表2は人口及び世帯に関する基本的な推計結果
（S & TFR=1.4，以下同様）を示したものである。
シミュレーション結果の表示では2010年の総人口
1億2,806万人，総世帯5,184万世帯に合わせた倍率
をかけて示した。総人口は2010年以降減少し続け
るが，65歳以上人口のピークは2040年，75歳以上
人口のピークは2050年頃と見込まれる。その結果，
65歳以上人口の総人口に占める割合（高齢化率）
は2060年まで上昇を続ける見通しである。また，
75歳以上人口の割合は2040年代には20%を超える
とみられる。
　図1は将来の総人口及び65歳以上人口割合を国
立社会保障・人口問題研究所の2012年1月推計と
の対比を図示したものである。さらにこの図には，
INAHSIM 12a，12b，12cとしてそれぞれTFR = 1.3，
1.4，1.7と仮定した結果も示されている。TFR = 1.7
を仮定すると，2060年の総人口は1億人を超え，
高齢化率も33%程にとどまる。

　5　高齢者に関する推計結果（S & TFR=1.4）
　2010年国民生活基礎調査によると，65歳以上の
者の16.9%が単独世帯，37.2%が夫婦のみ世帯，
17.5%が子夫婦と同居，24.8%が無配偶の子と同居，
3.6%がその他の世帯に住んでいた（表3）。今回の

0 1 2 3
0 * * * b
1 * * a b
2 * a + +
3 b b + +

*：2人とも施設には入らない
a：子と同居，同居出来ない
場合はレベル2の人だけ
施設に入る。

b：レベル3の人だけ常に施設
に入る

+：2人とも常に施設に入る

表2　将来の人口と世帯数：S & TFR=1.4

（単位：100万）

年
人口 世帯数

人数（100万人） 年齢構成（％） 計
65歳以上の
いる世帯総数 65歳以上 75歳以上 0−14 15−64 65+ （再）75+

2000 126.9 22.0 9.0 14.6 68.1 17.4 7.1 46.8 15.6
2010 128.1 29.2 14.1 13.1 63.8 23.0 11.0 51.8 20.7
2020 124.4 35.6 18.2 12.4 59.0 28.6 14.7 51.0 23.6
2030 116.9 35.8 21.8 11.2 58.2 30.6 18.6 48.5 23.9
2040 107.7 37.7 20.9 10.8 54.2 35.0 19.4 45.5 24.5
2050 97.9 36.8 22.8 10.6 51.9 37.6 23.3 41.7 24.0
2060 88.3 34.0 22.6 10.0 51.5 38.5 25.6 37.5 21.9

注）：点線より上は国勢調査の実績値
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シミュレーション結果によると，単独世帯の割合
は2020年には28%に増加し，これを男女別にみる
と男の22%に対して，女は32%と男より10%ポイン
ト程高い値である（表3）。年齢階級別に単独世帯
の割合をみると，男は年齢による変化が比較的少
ないが，女は80歳以降急速に減少し，95歳以上で
は女より男の方が単独世帯の割合が高い。子と同
居する割合は男女とも75歳以降年齢とともに上昇
するが，同居率は年次とともに低下している（図
2）。施設に移る人の割合は男女とも65歳以上に比

べて75歳以上ではるかに高くなっている。
　表4は65歳以上人口の自立状態分布の年次推移
を性別に示したものである。2010年の値は介護保
険の要介護認定者数の65歳以上人口に対する割合
である。2010年におけるレベル2の割合は8.7%（男
6.0%，女10.7%），レベル3の割合は3.5%（男2.2%，
女4.5%）であったが，人口の高齢化にともなって
自立度の低い人は着実に増加し，2060年には65歳
以上の5人に1人以上がレベル2又はレベル3の状態
になる。

図1　総人口及び高齢化率

表3　65歳以上の住まい方：S&TFR=1.4
（単位：％）

年
男女計 男 女

単身 夫婦 子と同居 施設 単身 夫婦 子と同居 単身 夫婦 子と同居
a b c d a b c d a b c d

2007 15.7 36.7 9.6 10.0 16.9 7.2 9.7 46.1 11.5 3.5 22.7 2.7 20.4 29.3 8.1 15.1 12.3 10.7
2010 16.9 37.2 8.4 9.1 17.4 7.4 10.9 46.4 10.0 3.1 23.0 2.8 21.5 30.0 7.1 13.8 13.1 10.9
2020 20.8 32.1 6.7 11.0 12.8 6.6 3.9 18.2 38.0 7.7 5.7 16.1 3.6 22.8 27.4 5.9 15.1 10.1 9.0
2030 22.1 28.1 6.1 11.4 12.5 7.9 5.3 20.7 33.8 7.2 6.0 15.8 4.3 23.2 23.7 5.3 15.6 9.9 10.7
2040 22.9 26.6 5.3 9.9 13.1 8.1 6.3 21.9 31.5 6.2 5.4 16.6 4.3 23.8 22.8 4.6 13.5 10.4 11.0
2050 25.1 24.7 5.2 9.1 13.1 8.1 7.4 24.3 28.7 6.1 5.0 16.7 4.4 25.7 21.6 4.5 12.3 10.3 11.0
2060 25.7 20.9 5.2 9.5 12.7 8.5 9.5 25.8 24.1 6.0 5.5 16.4 4.8 25.5 18.4 4.6 12.6 9.8 11.3

注）1）	 a：子夫婦と同居，配偶者あり	 ｂ：子夫婦と同居，配偶者なし
	 c：無配偶子と同居，配偶者あり	 ｄ：無配偶子と同居，配偶者なし

2）2007年と2010年は国民生活基礎調査の結果である（施設入居者は調査対象外）。
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図2　高齢者の性・年齢階級別子との同居率

表4　65歳以上の自立状態分布：S & TFR=1.4
（単位： ％）

年
計 男 女

自立状態 自立状態 自立状態
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

2010 87.8 8.7 3.5 91.8 6.0 2.2 84.8 10.7 4.5
2020 71.6 14.6 9.4 4.5 69.1 19.3 8.3 3.3 73.5 10.9 10.2 5.4
2030 67.5 15.5 11.2 5.8 65.2 20.9 9.8 4.1 69.3 11.4 12.3 7.1
2040 67.3 14.9 11.2 6.6 65.6 20.3 9.5 4.6 68.6 10.7 12.5 8.2
2050 65.4 15.7 11.7 7.1 62.9 21.3 10.8 5.0 67.4 11.3 12.5 8.9
2060 61.3 16.2 13.6 8.9 58.6 22.4 12.6 6.4 63.4 11.4 14.3 10.9

注1）自立状態については本文参照。
注2）2010年は国民生活基礎調査の結果である。

　親子兄弟チェインを使って子の年齢階級・兄弟
数別に親の人数分布をとることができる4）。図3
は2020年，2040年及び2060年における「子の兄弟
数を考慮した親の相対人数」のグラフである。
55-59歳をみると親の相対人数は2020年の0.40人

（父 0.14人，母 0.26人）から2060年には0.57人（父
0.21人，母0.36人）と増加している。子の年齢が
中年以降になれば親の相対人数は親の介護負担を
示す1つの指標とみられる。親の人数を数える際
に親の自立状態を考慮に入れる（例えば，軽中度
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要介護の場合は1.5倍，重度要介護の場合は2倍）
と，親の相対人数はさらに増加する。
　表5は65歳以上の個人について，2019年から
2020年の1年間の世帯状況の変遷を示したもので
ある。単独世帯の移行先は「子と同居」世帯か施
設が多い。また，夫婦のみ世帯に住んでいる人は
1年間におよそ95%が夫婦のみ世帯のままである
が，配偶者の死亡による単独世帯への移行が多い
ほか，「子（単身）と同居」世帯との間で双方向
の移行が多い。

Ⅲ　高齢者に関する各種シミュレーション

　1　シミュレーション・ケース
　高齢者が施設に入る際の標準ケース（S）では
TFR=1.3, 1.4, 1.7の3ケースを設定した。高齢者が
施設に入る際の独立ケース（I）ではTFR=1.4のみ
を行い，標準ケースの結果と比較した。この他，
S & TFR=1.4に関して次のようなケースを設定し
た。

図3　子世代の年齢階級別親の相対人数：S & TFR＝1.4

表5　65歳以上の世帯状況の1年間の遷移：S & TFR=1.4, 2019年→2020年
65歳以上人口（33,823→35,162）（単位：千人）

世帯状況 人数（2019年） 人数　（2020年） 死亡
単身 夫婦 a b c d その他 施設

計 33,823 7,009 10,861 2,311 3,890 4,079 2,300 1,995 1,378 1,339
単身 7,113 6,607 3 15 216 6 98 9 159 143
夫婦 11,160 271 10,544 120 25 81 13 15 91 261
有配偶/有 a 2,264 1 0 2,135 101 13 1 13 0 106
有配偶/無 b 3,578 0 0 0 3,527 0 27 24 0 303
無配偶/有 c 4,363 8 208 39 1 3,973 97 37 0 110
無配偶/無 d 2,156 68 1 0 16 1 2,061 10 0 136
その他 2,060 55 105 2 3 6 3 1,887 0 82
施設 1,128 0 0 0 0 0 0 0 1,128 198
65歳到達 387 578 73 10 465 68 209 0 −
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・死亡率一定:2010年の死亡率を固定する（これ
以外の全てのケースで死亡率は緩やかな低下を
見込んでいる）。

・結婚率:結婚率を1.2倍にする。
・同居率低・高:世帯合併に関する基礎率を0.5倍

（低）及び1.5倍（高）にする。
・遷移確率:65歳以上の自立状態の遷移確率表の

中で，80歳以上について同じ自立状態に留まる
確率を2%上げる。

　2　シミュレーション結果
　表6はシミュレーション・ケースごとの2030年
及び2060年における主な項目に関する比較表であ
る。標準ケースでの出生率の違いは総人口や高齢
化率の他に，親の相対人数にも影響を与えている。
独立ケースと標準ケースの比較では，当然のこと
ながら65歳以上の施設入所率に大きな違いがあ
る。
　死亡率の低下を見込まないと高齢化の度合いが
下がるだけでなく，65歳以上の施設入所率，重度

表6　シミュレーション・ケースごとのサマリー表

年
Standard case I & S & TFR=1.4

TFR TFR 死亡率
一定 結婚率 同居率 遷移確率

1.3 1.4 1.7 1.4 低 高
2030 65歳以上の割合 30.6 30.6 29.4 30.6 29.8 30.8 30.5 30.6 30.6

65歳以上の同居率 37.9 37.9 37.9 37.8 37.5 34.5 32.4 40.9 36.5
65歳以上の施設入所率（％） 5.5 5.3 5.4 3.3 5.0 5.5 5.6 5.1 4.9
65歳以上でレベル3の人の割合 5.9 5.8 5.7 5.8 5.1 5.8 5.7 5.7 4.9
60−64歳の人の親の相対人数 0.306 0.304 0.301 0.297 0.278 0.301 0.302 0.301 0.302

2060 65歳以上の割合 38.6 38.5 33.4 38.1 34.5 39.2 38.1 38.2 38.5
65歳以上の同居率 36.2 35.9 38.6 36.0 35.6 31.8 32.0 39.3 34.4
65歳以上の施設入所率（％） 9.5 9.5 9.2 6.2 7.2 9.9 9.8 9.1 8.7
65歳以上でレベル3の人の割合 9.1 8.9 9.3 9.0 6.0 9.1 9.0 8.9 7.7
60−64歳の人の親の相対人数 0.419 0.415 0.407 0.417 0.309 0.423 0.417 0.417 0.423

図4　年齢階級別人口1人当たり医療費＋介護費：2010年度

資料：厚生労働省　2010年度国民医療費及び2010年度介護給付費実態調査
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要介護（レベル3）の高齢者の割合，親の相対人
数のいずれにも大きな影響のあることがわかる。
結婚率の上昇は65歳以上の同居率を下げ，2060年
の親の相対人数を大きくしている。
　世帯合併率の変化は，65歳以上の同居率と施設
入所率に影響を与えている（他の指標はほとんど
変わらない）。80歳以上について同じ自立状態に
留まる確率を少し上げると，65歳以上の同居率・
施設入所率・重度要介護（レベル3）の割合のい
ずれも低下し，親の相対人数に関しては結婚率の
上昇と似たような効果をもたらしている。

　3　医療・介護費推計
　INAHSIM 2012の推計結果を応用して，将来の
医療費・介護費を推計してみよう。日本の国民医
療費は2010年度で37.4兆円（GDPの7.8%）にのぼ
り，このうち65歳以上の医療費は20.7兆円で，国
民医療費の55%を占めている。日本の介護費は
2010年度で7.56兆円，このうち65歳以上の介護費
は7.36兆円である。図4は人口1人当たり医療費及
び介護費（ただし，65歳未満の介護費は無視）を
示したものである。65歳以上の介護費は65歳以上
医療費のおよそ1/3であるが，この図から90歳以
上の超高齢層では医療費よりも介護費の方が大き
いことがわかる。

　ここでの医療費・介護費の推計は以下のように
行った。2010年度の国民医療費における年齢階級
別人口1人当たり医療費に，INAHSIM 2012から

得られる将来の年齢階級別人口を掛けて将来の医
療費を推計した。従って，将来の医療費は2010年
度価格で，今後の技術進歩などの要素は一切考慮
されていない。一方，介護費（65歳未満の介護費
は無視，以下同じ）については2通りのケースを
想定した。ケース1は2010年度の年齢階級別人口1
人当たり介護費に，INAHSIM 2012から得られる
将来の年齢階級別人口を掛けて将来の介護費を推
計した。ケース2は介護費が自立状態レベル2と3
の人からのみ発生すると仮定し，さらにレベル2
の人の1人当たり介護費はレベル3の人の1人当た
り介護費の1/3と仮定して，2010年度の年齢階級・
自 立 レ ベ ル 別1人 当 た り 介 護 費 を 試 算 し，
INAHSIM 2012から得られる将来の年齢階級・自
立レベル別人口を掛けて将来の介護費を推計し
た。将来の介護費も2010年度価格で，今後の介護
報酬の変化などの要素は一切考慮されていない。
　表7は推計結果（2010年度価格）を給付費の将
来推計（厚生労働省，2012;経済成長などが見込
まれている）と対比して示したものである。医療
費は技術進歩や物価上昇などによって今後の増加
が見込まれるが，仮に人口要因だけを考慮すると
2030年以降はむしろ低下し，2060年の医療費は
2010年の水準より低くなる。これに対して，介護
費はいずれのケースでも増加を続け，2060年には
2010年の2倍以上の規模になることが避けられな
い。その結果，将来の医療費+介護費は2040年ま
ではその規模が拡大し，それ以降縮小するという
結果になった。

表7　医療費・介護費の将来推計
（単位：兆円）

年度 医療費 介護費 計 給付費の将来推計 a
ケース1 ケース2 ケース1 ケース2 年度 医療 介護

2010 37.4 7.6 45.0
2012 35.1 8.4
2015 39.5 10.5

2020 40.7 10.5 10.6 51.2 51.3 2020 46.9 14.9
2025 54.0 19.8

2030 41.5 13.0 13.4 54.5 54.9
2040 40.4 14.5 15.2 54.9 55.6
2050 38.7 14.7 16.1 53.4 54.8
2060 36.5 16.2 17.9 52.7 54.4

a　厚生労働省（2012）
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Ⅳ　考察と今後の課題

　1　マイクロ・シミュレーションモデルによる
　　世帯推計
　INAHSIM 2012推計は基本的に2009推計を踏襲
し，初期値も基礎率も2010年の実績をベースにし
て，2010年〜 2060年の50年間のシミュレーショ
ンを行った。シミュレーション期間中の出生率を
TFR=1.4と仮定すると，2060年の高齢化率は38.5%
となったが，出生率の仮定を変えることによって
2060年の高齢化率はかなりの幅で変動した（図1）。
高齢者の住まい方に関する出力や高齢者の住まい
方と自立状態のクロス表は介護サービスにおける
重要な情報を提供すると考えられる。高齢者の住
まい方の1年間の遷移表は動的な情報の典型例で
ある。
　子に対する親の相対人数は子の年齢が中年以降
になれば老親の介護負担を示す指標となり，そこ
に親の自立状態を加味すれば指標の現実性が増加
する。また，高齢人口1人ひとりについて兄弟数
や子・孫の数をみることによって，孤独な老人の
割合などに関する情報も得られる。
　高齢者に焦点を当てた各種シミュレーションで
は概して興味深い結果が得られたが，65歳以上の
同居率・施設入所率・重度要介護（レベル3）の
割合や親の相対人数はいろいろな要素の影響を受
けていることが明らかになった。

　2　医療・介護費の将来
　INAHSIM 2012の推計結果の応用例として，簡
単な医療費・介護費の将来推計を行った。その結
果，超高齢層では医療費よりも介護費の方が大き
いことは2010年度の実績データから分かっていた
が，今後の人口高齢化によって医療費よりもむし
ろ介護費の伸びを心配しなければならないことが
明らかになった。
　高齢化が最も進んでいる割には日本の医療費
（対GDP比）はこれまでのところ低い水準に留
まっているが，医療の技術進歩やより良い医療を
求める国民の期待によって常に増加圧力にさらさ

れている。一方，65歳以上の介護費は多くの先進
諸国でGDPの3%前後に収れんする可能性がある。
日本の介護費は2010年度でGDPの1.6%であるか
ら，今後介護費が倍増するため，その費用負担が
ますます大きな課題となる。介護サービスを提供
する施設としては病院のコストが最も高く，コス
ト及び提供されるサービスの質の両面で介護施設
の拡充が求められている。また，施設サービスと
在宅サービスのバランスも，負担増の抑制と介護
サービスの質の調和を図るうえで重要な論点であ
る（府川，2010）。医療では高額な出費から患者
を守ることが一般的な原則になっているが，介護
ではコストのかかる介護施設への受入れは要介護
度の重い人に限る措置がとられることが一般的で
ある（OECD, 1999）。

　3　INAHSIM:今後の課題
　INAHSIM（2012推計）の基礎率では世帯合併
率（特に高齢者の世帯合併率）等でまだ十分な実
績値が得られていない。ファミリー・ライフサイ
クルを考える上では世帯合併に関する諸率は重要
であり，今後いろいろな角度からの検討が必要で
ある。高齢者の自立状態に関する遷移確率につい
ては，今回は注3に示す数値を使用したが，今後
自立状態に関する遷移確率の精度が向上すれば，
多くの有益な情報が得られるようになると期待さ
れる。
　より正確な基礎率一式が得られれば，マイクロ・
シミュレーションでしか得られない個人・世帯に
関する情報をINAHSIMから引き出すことができ
る。保健・医療・福祉サービスを総合的・効率的
に提供していくシステムを考える必要性に迫られ
ている日本では，マイクロ・シミュレーションモ
デルから得られる個人・世帯に関する各種の情報
及びシミュレーション分析による各種政策影響評
価は，今後ますます重要になると考えられる。

注
1）初期値作成のStep3では次の順序で補正を行っ

た。
・ 「その他の世帯」で両親が共にいる65歳未満の

者の配偶者を削除
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・ 「その他の世帯」を一定の率で削除
・ 年少者を一定の率で削除
・ 35~44歳の単身者を一定の率で削除
・ 65歳以上の単身者を一定の率で削除
・ 65歳未満の単身者を一定の率で親の世帯（単身
　又は夫婦のみ）と合併

　ダイナミック・マイクロ・シミュレーションモデ
ルでは初期値の入手が大きな障害となることが多
いが，ここで用いているINAHSIMモデルでは初
期値もINAHSIMモデルを用いて作成しているた
め，初期値を実績値に合わせる補正に苦労する反
面，モデル利用の一般性・汎用性は高まっている
と考えられる。

2）世帯合併に関する基礎率
・結婚時の親との同居確率:0.40901（夫方同居），
　0.17647（妻方同居-兄弟なし），0.02373（妻方同
　居-兄弟あり）
・ 死別後の親元の世帯への復帰確率:0.3
・ 離婚後の親元の世帯への復帰確率:0.43（男），0.35
　（女）

・ 高齢者の子との同居確率:標準値は以下のとおり
　（夫婦の場合は平均年齢）

3）65歳以上の自立状態についての1年間の遷移確
率は次の数値を用いた。

年　齢
65 70 75 80 85 90 95 100

単身　男 0.015 0.026 0.045 0.077 0.134 0.207 0.207 0.207

　　　女 0.015 0.023 0.036 0.056 0.086 0.123 0.123 0.123

夫婦　　 0.0 0.002 0.003 0.004 0.007 0.01 0.03 0.05

高齢者の自立状態によって標準値を次のように修正する。

自立状態
0 1 2 3

単　身 ×0.8 ×1.0 ×1.5 常に1.0

夫　婦 ×0.5 ×0.5 ×0.7 ×1.0

高齢者の自立状態遷移確率

年齢
男 女

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

65−69

0 0.960 0.025 0.005 0.002 0.008 0.976 0.016 0.004 0.000 0.004
1 0.961 0.004 0.002 0.033 0.974 0.007 0.004 0.015
2 0.930 0.004 0.066 0.963 0.007 0.030
3 0.868 0.132 0.940 0.060

70−74

0 0.947 0.028 0.009 0.003 0.013 0.970 0.017 0.006 0.001 0.006
1 0.941 0.010 0.004 0.044 0.965 0.010 0.005 0.021
2 0.000 0.910 0.014 0.076 0.952 0.012 0.036
3 0.848 0.152 0.928 0.072

75−79

0 0.923 0.034 0.017 0.005 0.020 0.958 0.016 0.013 0.003 0.011
1 0.918 0.015 0.007 0.061 0.931 0.025 0.013 0.032
2 0.878 0.021 0.101 0.919 0.029 0.053
3 0.798 0.202 0.894 0.106

80−84

0 0.880 0.043 0.035 0.008 0.035 0.935 0.018 0.025 0.002 0.019
1 0.871 0.030 0.012 0.087 0.816 0.130 0.006 0.048
2 0.822 0.040 0.139 0.837 0.087 0.077
3 0.723 0.277 0.847 0.153

85−89

0 0.822 0.048 0.054 0.018 0.059 0.867 0.029 0.065 0.004 0.035
1 0.810 0.060 0.013 0.117 0.782 0.130 0.018 0.070
2 0.756 0.068 0.176 0.788 0.107 0.104
3 0.648 0.352 0.791 0.209

90+

0 0.738 0.046 0.058 0.050 0.109 0.789 0.043 0.066 0.033 0.069
1 0.778 0.035 0.024 0.163 0.756 0.092 0.048 0.104
2 0.707 0.075 0.217 0.745 0.117 0.139
3 0.565 0.435 0.723 0.277
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4）INAHSIMは世帯，世帯員（個人），夫婦（配偶
関係）の3つの情報単位（セグメント）があり，
その中で親子や兄弟の関係はセグメントナンバー
をポインターとして使用して表現されている。こ
れを親子兄弟チェインと呼んでいる。子の兄弟数
を考慮した親の相対人数の計算方法は府川（2010）
を参照。
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要　旨

　公的年金制度をはじめとするわが国の社会保障
制度は，ほとんどの男女が結婚し，離婚はまれで
あり，夫は正社員，妻は専業主婦という戦後の典
型的な家族をモデルとし，男女の就業環境の格差
の存在を想定した上で，そのようなモデルに対し
てうまく機能するように設計されている。した
がって，専業主婦や寡婦に対しては手厚い給付が
支給されるが，未婚女性や離別女性に対しては十
分な配慮がなされていない。しかしながら，1970
年代後半以降，生涯未婚率の上昇や離婚率の上昇
など，結婚・離婚行動の大きな変化によって，未
婚女性や離別女性の増加が著しい。一方，男女の
就業環境の格差は，徐々に改善しているものの，
依然として解消していない。ところが，この結婚・
離婚行動の変化は，当時の若い世代に対して起き
たものであり，現時点の高齢者には，まだその変
化が及んでいない。そのため，足元では，現行の
公的年金制度は非常にうまく機能しており，高齢
者の貧困率もそれほど高くない。そのため，公的
年金制度への関心は高いが，超高齢社会における
制度の持続可能性の関する論点が中心であり，家
族モデルの変容への対応あるいは年金給付の十分
性に関する議論は深まっていない。本稿では，ダ
イナミック・マイクロシミュレーションモデル
INAHSIMを用いて，高齢者の貧困率の将来見通
しを示すとともに，結婚・離婚行動の変化が，将
来の高齢者の貧困率の上昇にどの程度寄与するか
を定量的に評価する。その結果，家族モデルの変

容は，高齢女性の貧困率には大きな影響を及ぼす
が，高齢男性にはほとんど影響しないことが明ら
かとなった。

Ⅰ　はじめに

　わが国では，少子高齢化が急速に進行しており，
人口減少社会の中での超高齢社会の到来が予測さ
れている。国立社会保障・人口問題研究所が公表
した「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」
（金子他2012）によると，2060年までの50年間に，
総人口は1億2806万人から8674万人まで32.3%減
少，高齢化率1）は，23.0%から39.9%へと16.9ポイ
ント上昇すると予測されている。すでに，2005年
には世界で最も高齢化率の高い国となっており，
数少ない人口減少国の一つでもある。
　国民皆保険・皆年金は，多くの人々が有り難み
を実感している社会保障制度であるが，こうした
人口予測の下では，社会保障制度の持続可能性に
ついて大きな懸念が存在している。2012年末には，
社会保障制度改革国民会議が設置され，将来世代
に確実に引き継いでいくための社会保障制度改革
について，議論が開始されたところである。世代
間公平の確保や持続可能性の観点から，従来聖域
とされていた社会弱者への給付も含めて，社会保
障給付等の削減が真剣に検討されている。一方，
子育てへの支援を求める若い父母や働くことに不
安を訴える若者，今後の年金や医療・介護給付な
どへの心配など，社会保障給付の十分性を懸念す
る意見も多い。
　社会保障制度の持続可能性と十分性は，コイン

高齢者の同居家族の変容と貧困率の将来見通し
―結婚・離婚行動変化の影響評価―

稲　垣　誠　一
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の表裏の関係にあり，両立することは容易ではな
い。十分な給付を行うためには負担を増やす必要
があり，一方，負担が増えると持続可能性に問題
が生じてくる。公的年金制度では，2004年改正に
おいてマクロ経済スライドが導入された結果，持
続可能性に対する懸念は小さくなったが，マクロ
経済スライドによる実質的な給付の引下げが防貧
機能を損ねていないかの検証が十分に行われてい
るとは言い難い。年金水準の十分性の指標として
用いられる所得代替率は，現役世代の平均的な手
取り賃金に対する制度上の年金額水準の比であ
り，少なくとも半数の者はその水準を下回ってい
る。さらに，生活扶助基準のような絶対的な貧困
ラインを下回る者がどれくらい見込まれるかと
いった観点からの給付の十分性の検証も行われて
いない。
　そこで，本稿では，同居家族の所得を考慮した
上で，生活扶助基準未満の世帯の世帯員である高
齢者の比率（貧困率）の将来見通しについて，ダ
イナミック・マイクロシミュレーションモデルで
あるINAHSIM2）を用いて推計を行い，その上昇
の要因分析を行った。第2節では，モデルの概要

について述べ，第3節では，婚姻件数や離婚件数
の将来見通しを示した上で，高齢者の同居家族，
世帯の所得分布及び貧困率の将来見通しなど基本
的なシミュレーション結果を示した。第4節では，
1970年代後半以降における結婚・離婚行動の大き
な変化が，将来における高齢者の貧困率上昇の主
要な要因であることを定量的に示すとともに，現
行の公的年金制度の問題点を明らかにした。

Ⅱ　モデルの概要

2.1.シミュレーション・サイクル
　INAHSIM3）は，日本社会のダイナミック・マ
イクロシミュレーションモデルであり，1980年代
に世帯の将来推計を目的としたモデルとして初め
て開発された。その後，就業状態や介護状態，所
得や社会保険料などの属性が追加され，それに合
わせて，さまざまなライフイベントや公的年金制
度の仕組みが追加され，最新バージョンである
INAHSIM Ver3.7では，本格的な政策シミュレー
ションが可能なモデルとなっている。このモデル
のシミュレーション・サイクルは，図1に示すと

図1　INAHSIMのシミュレーション・サイクル
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おりであり，各イベントは，この順序で年1回発
生するものとしている。モデルに組み込まれてい
るライフイベントは，人口動態（結婚，出生，死
亡，離婚，国際人口移動）とそれに伴う世帯移動，
介護状態の遷移，就業状態の遷移，稼働所得の決
定，公的年金の新規裁定・年金額改定，若年者の
離家，老親と子との同居，施設入所及び税・社会
保険料の算定である。各年度末の静態統計は毎年
のサイクルの終了後に，イベントの発生等に関す
る動態統計は各イベントモジュール内で，その他
のコーホート別の統計などはシミュレーションの
終了後に集計する仕組みとなっている。

2.2.所得分布への影響が大きいライフイベント
　これらのライフイベントの生起を決定する遷移
確率4）は，あらかじめ想定されたものであり，い
くつかのイベントについては，想定される将来の
トレンドを織り込んでいる。ベースラインとなる
シナリオは，基本的に最近の行動が将来にわたっ
て変化しないとしているが，初婚率については
2015年までの変動を，死亡率については2055年ま
での低下を見込んでいる。付録AとBにこれらの
遷移確率を要約した。
　高齢者の所得水準の推計に大きな影響を及ぼす
イベントは，老親と子との同居，稼働所得の決定
及び公的年金の新規裁定及び年金額改定である。
　まず，高齢者と子との同居は，両親が高齢になっ
た時に別居している子が老親と同居するというイ
ベントである。これは，わが国における伝統的な
規範である子が老親を扶養するという私的扶養の
有無を決定する重要なイベントである。
　第二には，稼働所得の推定である。稼働所得は，
性別・年齢階級別・就業状態別に対数正規分布す
るものと仮定している。個々人の稼働所得は，z
スコアに基づいて（1）式によって与えられる。z
スコアは，所得を得る能力を表すとみなすことが
でき，この値は，出生時に正規乱数に基づいてラ
ンダム5）に決定される。初期値人口のzスコアは，
性別・年齢階級・就業状態別に，2004年の稼働所
得に基づいて推定した。
　稼働所得=exp（平均+標準偏差×zスコア）…（1）

　第三は，公的年金の新規裁定と年金額の改定で
ある。基礎年金の支給開始年齢は65歳，報酬比例
年金の支給開始年齢は，法令により，性別・出生
年度別に定められた年齢（60 〜 65歳）である。
繰上げ受給や繰下げ受給は考慮していない。年金
額は，個々人のパーセンタイルランクと性別・35
歳時の年金加入区分別の新規裁定年金額分布に基
づいて推定される。パーセンタイルランクはzス
コアと同値なものである。現行制度の下での新規
裁定年金額の分布は，ねんきん定期便の加入履歴
等に関するインターネット調査（稲垣2012a）を
用いて推定した6）。
　公的年金の年金額改定システムは，
　⒜　新規裁定の年金額は，賃金上昇率によって
　　　改定
　⒝　年金受給者の年金額は，消費者物価上昇率
　　　によって改定
　⒞　マクロ経済スライドによる実質的な年金額
　　　の引下げ
となっており，賃金上昇率及び消費者物価上昇率
並びにマクロ経済スライドによる実質的な年金額
の引下げ率は，平成21年財政検証（厚生労働省年
金局数理課2010）における標準的経済前提と同一
のものを用いている。具体的には，消費者物価上
昇率は1.0%，賃金上昇率は2.5%，マクロ経済スラ
イドによる引下げ率は，毎年1%程度で，基礎年
金については2038年度まで，厚生年金については
2019年度まで実施されるとしている。

2.3.初期値人口
　初期値人口は，厚生労働省が実施している国民
生活基礎調査の個票データ7）を用いて作成した。
この調査は，3年に1回，大規模なサンプルで実施
されている。2004年の調査では，標本数は25,091
世帯，72,487人であった。この調査では，同一世
帯内の親族関係8），各世帯員の配偶関係，就業状
態，介護状態，稼働所得，年金受給額やその他の
社会経済属性が調査されている。初期値人口は，
一般世帯49,307世帯，世帯員数126,570人であるが，
これらはこのミクロデータから，重複を許した確
率比例抽出9）によって作成している。国民生活基
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礎調査の調査対象となっていない施設世帯の居住
者は，1,212人を別に作成し，初期値人口に加え
ている。最終的に，初期値人口は127,782人であり，
日本の総人口の1000分の1となっている。

Ⅲ　高齢者の同居家族と貧困率の将来見通し

3.1.婚姻と離婚の将来見通し
　「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」は，
母親の年齢別出生率，性別年齢別死亡率及び国際
人口移動について仮定を設け，将来の人口規模及
び男女・年齢構成の推移について，コーホート要
因法によって推計を行ったものある。したがって，
将来の婚姻件数や離婚件数については，推計が行
われていない。ただし，将来の出生率を仮定する
前提として，出生コーホート別の平均初婚年齢，
生涯未婚率，夫婦の完結出生児数，離死別・再婚
の出生率に対する効果を想定していることから，
結婚や離婚に関する見通しは，出生率の仮定に暗
黙のうちに含まれている。
　出生中位の仮定では，女性の平均初婚年齢につ
いては，1960年出生コーホートの25.7歳から，

2010年出生コーホートの28.2歳へと晩婚化が進行
し， ま た， 生 涯 未 婚 率 に つ い て は，9.4%か ら
20.1%へと上昇するものと見込んでいる。夫婦の
完結出生児数は，1958 〜 62年出生コーホートの
2.07人から，1995年出生コーホートの1.74人まで
低下すると見込んでいる。離死別・再婚の効果
10）は，離婚の増加を反映して，1960年出生コーホー
トの0.962から1995年出生コーホートの0.938まで
低下すると見込んでいる。このような結婚や出産
に関する行動の変化によって，合計特殊出生率が
今後上昇に転ずることはなく，2010年の1.39から
2060年には1.35とおおむね横ばいの状況が続くも
のと仮定している。
　これに対して，INAHSIMでは，性別・初再婚別・
年齢別・婚姻率11），妻の年齢別・離婚率12），出生
順位別・母の年齢別・有配偶出生率を仮定して，
人口の将来推計を行っていることから，出生数や
死亡数のほかに婚姻件数や離婚件数の将来見通し
も同時に推計される。INAHSIMの推計によると，
2010年出生コーホートの平均初婚年齢は28.1歳，
生涯未婚率は17.9%，完結出生児数は1.78人，2060
年の合計特殊出生率は1.38であり，「日本の将来

図2　人口動態件数の推移と将来見通し

（出所）2010年までは人口動態統計，それ以降はシミュレーション結果
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推計人口（平成24年1月推計）」の仮定とおおむね
整合的である。
　図2は，出生数，死亡数，婚姻件数及び離婚件
数について，1947年から2010年までの実績値と
2100年までの将来見通しを示したものである。
　わが国では，非嫡出子の割合が極めて低く，年
齢別有配偶出生率が安定的に推移していることか
ら，婚姻件数と出生数は一，二年のタイムラグで
極めて高い相関を示している。したがって，ベビー
ブーム期の少し前に婚姻件数がピークを迎えてい
る。1970年代前半の婚姻件数は100万件を超えて
おり，この婚姻ラッシュが第2次ベビーブームを
形成した。この頃は，まだ離婚件数が婚姻件数の
1割程度にとどまっていたことから，婚姻件数の2
倍近い出生数が記録されている。
　1970年代後半からは，結婚適齢期の人口の減少
と晩婚化の進行によって，婚姻件数は減少し，
1980年後半には70万件程度とこの10年間に3割減
少した。その後は，年間70万件台を維持している
が，一方，離婚が増加しているため，これらの婚
姻がすべて出生につながっているわけではない。
1980年の出生数は婚姻件数の2.04倍であったが，
2010年は1.53倍と大きく低下している。これは，
離婚の増加13）と晩婚化による出生力の低下によ
るものと考えられる。
　婚姻件数に大きな影響をもたらす初婚率は，
1970年代以降大きく変化している。20歳代後半の
女性の未婚者に対する初婚率の推移14）をみると，
1970年 に25.3%で あ っ た も の が，1980年22.1%，
1990年16.7%，2000年11.8%，2005年9.9%と 急 速 に

低下・晩婚化が進行した。しかしながら，2010年
は10.0%であり，2005年以降晩婚化の進行はほぼ
止まったように思われるが，低水準で推移してい
る。なお，20歳代前半の女性の初婚行動のトレン
ドも20歳代後半と同様である。
　本シミュレーションでは，2015年以降の初婚行
動が将来にわたって変化しないと想定しているこ
とから，婚姻件数は結婚適齢期の男女のトレンド
とパラレルに推移すると見込まれる。したがって，
婚姻件数は今後徐々に減少し，2045年には49.7万
件と50万件を下回り，2100年には28.2万件になる
と見込まれる。
　離婚件数は，1970年頃までは少なく，10万件に
満たない件数で安定的に推移していたが，その後
は増加傾向が顕著になり，2000年代前半には30万
件近い離婚があった。その後，若干減少したが，
2010年は25.1万件であった。離婚件数と婚姻件数
の比の推移をみると，1970年代頃までは10%を下
回っていたが，その後この比が急速に上昇し，
1982年には21.0%と2割を超え，1998年には31.0%
と3割を超え，2003年には38.3%まで上昇した。そ
の後若干低下したが，2010年では35.9%であった。
　2010年以降は，2005年の離婚行動が将来にわ
たって変化しないと想定していることから，離婚
件数も婚姻件数と同様に減少することになる。離
婚件数は，2027年には19.9万件と20万件を下回り，
2100年には9.0万件となるものと見込まれる。
　このような1970年代後半以降における結婚や離
婚に関する行動変化は，その後の家族や世帯の形
成，とりわけ高齢者の配偶関係や同居家族に大き

表1　性別・配偶関係別・高齢者数の構成割合

年次
男性 女性

未婚 有配偶 死別 離別 未婚 有配偶 死別 離別
1970 0.9％ 76.0％ 21.8％ 1.3％ 1.2％ 31.4％ 65.7％ 1.8％
1990 1.1％ 83.6％ 13.8％ 1.5％ 2.3％ 40.5％ 54.2％ 3.0％
2010 3.7％ 81.8％ 10.8％ 3.7％ 4.0％ 49.6％ 41.7％ 4.7％
2030 13.4％ 68.0％ 11.8％ 6.8％ 6.6％ 44.7％ 39.3％ 9.3％
2050 23.7％ 59.0％ 9.7％ 7.6％ 15.4％ 40.3％ 32.4％ 11.9％
2100 26.4％ 56.6％ 8.8％ 8.2％ 17.6％ 37.3％ 32.4％ 12.7％

（出所）2010年までは国勢調査、それ以降はシミュレーション結果
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な影響を与えることが推測される。しかしながら，
結婚・離婚行動の変化は，主として当時の若年層
に対して起きた現象であることから，現時点では，
高齢者に対する影響はほとんどみられず，今後
徐々にその影響が表れていくものと考えられる。
　表1は，性別・配偶関係別・高齢者の構成割合
について，1970年から2010年までの実績値と2100
年までの将来見通しを示したものである。1970年
では，ほとんどの高齢者が有配偶または死別であ
り，未婚・離別の高齢者は，男性が2.2%，女性が
3.0%に過ぎず，極めて例外的なものであった。
2010年においても，男性は7.4%，女性は8.7%であ
り，依然として例外的な存在である。しかしなが
ら，今後はこの割合は急速に上昇し，2050年には，
男性が31.3%，女性が27.3%と，もはや例外的な存
在ではなくなるものと見込まれる。

3.2.高齢者の同居家族
　図3は，高齢者の同居家族について，1986年か
ら2010年までの実績値と2100年までの将来見通し

を示したものである。ここでは，国民生活基礎調
査の定義に従い，高齢者の同居家族の形態により，
単独世帯，夫婦のみの世帯，子ども夫婦と同居，
配偶者のいない子と同居，その他の一般世帯，施
設入所者15）に区分したものである。
　わが国では，かつて，公的年金などの社会保障
制度が十分に発達していなかったことから，高齢
者は子どもと同居し，老後の面倒を見てもらうこ
とが一般的なライフスタイルであった。そのため，
子どもと同居している高齢者が圧倒的な多数を占
めており，1986年においても，高齢者の64.3%が
子どもと同居していた。さらに，同居している子
どもは，結婚していることが一般的であり，配偶
者のいない子と同居している高齢者16）はそれほ
ど多くなかった。子ども夫婦との同居は46.7%，
配偶者のいない子との同居は17.6%であり，子ど
もと同居している高齢者の7割強は子ども夫婦と
同居していた。
　しかしながら，核家族化の進行や年金制度を中
心とした社会保障制度の充実などによって，子ど

図3　家族形態別・高齢者数構成割合の推移と将来見通し

（出所）2010年までは国民生活基礎調査，その後はシミュレーション結果
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も夫婦と同居している高齢者は徐々に減少し，
2010年までには17.5%と30ポイント近く低下した。
一般に，子どもが親元を離れるのは，結婚して独
立するケースが最も多い。社会保障制度の充実に
よって，経済的に親と同居する必要性が薄くなっ
たことや価値観の変化によって，新婚夫婦の大半
が独立した世帯を持つことを選択している。その
結果，子ども夫婦と同居している高齢者は劇的に
減少することとなった。
　一方，配偶者のいない子と同居している高齢者
は，2010年では24.8%と1986年と比べて7.2ポイン
ト上昇しており，子ども夫婦と同居している高齢
者の比率の低下と比べて対照的である。これは，
晩婚化・非婚化によって，子どもが親元を離れる
きっかけを失い，両親が高齢になるまで同居を続
けるケースが多いからである。また，結婚しない
子どもには，安定的な就業先が確保できず，収入
が不安定な者も多く，両親と同居しないと生活が
維持できないというケースも多い。いわゆるパラ
サイト・シングルである。このような家族形態は，
子どもが老親の面倒を見るのではなく，老親が子
どもを経済的に支えるという状況であり，将来に
問題や不安を抱えたままの家族であろう。これは，
高齢者に対する社会保障などが充実される一方，
若年の雇用が十分に確保されていない現状を反映
しているものと考えられる。
　2010年以降，子ども夫婦と同居している高齢者
の比率はさらに低下し，2020年までには最も少な
い家族形態になるものと見込まれる。さらにその
後も比率は引き続き低下し，2050年には9.4%と1
割を下回る水準まで低下する。かつて，1980年頃
までは，高齢者の過半を占めていた典型的な同居
家族の形態であったことが想像できないような家
族の変容が起こることになる。一方，配偶者のい
ない子との同居の比率が2030年頃までは上昇する
と見込まれることから，子どもと同居している高
齢者の比率がそれほど大きく低下するわけではな
い。しかしながら，この家族形態は，子どもが親
から独立できないために結果として生じるもので
あり，子どもが老親に依存しているケースも多い
ことから，順送りの世代間扶養という社会の仕組

みには合致していない。このような家族形態の比
率の上昇が，将来の日本社会の不安定要因になる
ことが懸念される。
　子どもと同居している高齢者の比率が低下する
一方，子どもと同居していない一人暮らしや夫婦
のみの世帯の高齢者の比率は大きく上昇してい
る。1986年から2010年にかけて，一人暮らしの高
齢者は10.1%から16.9%へと6.8ポイント，夫婦のみ
の世帯の高齢者は，22.0%から37.2%へと15.2ポイ
ント上昇しており，とりわけ夫婦のみの世帯の高
齢者の比率の上昇が著しい。これは，子どもが結
婚して親元を離れた結果であるが，2010年時点で
は老夫婦がいずれも健在であるケースが多く，現
時点では一人暮らしの高齢者の比率がそれほど高
まっているわけではない。
　しかしながら，今後はその状況が一変する。高
齢者夫婦のみの世帯において，夫が亡くなり，妻
だけが残されるケースが増加するからである。そ
の状況がシミュレーション結果にはっきりと表れ
ている。2030年頃までに急速に夫婦のみの世帯の
高齢者の比率が低下する一方，一人暮らしの高齢
者の比率が上昇し，2040年頃にはその比率が逆転
すると見込まれる。その後，さらに一人暮らしの
比率が高まるとともに，施設入所者の比率17）も
増加する。施設入所者には配偶者のいない高齢者
が多く，実質的な一人暮らしの高齢者が相当な
ペースで増えることを意味している。21世紀後半
には，一人暮らしの高齢者が3割，施設入所者は1
割になると見込まれる。近年，一人暮らし高齢者
の問題がクローズアップされているが，2010年で
は16.9%と21世紀後半の半分の水準にしか過ぎな
い。今後，高齢者数が増加するとともに，一人暮
らしの割合も上昇することから，この一人暮らし
高齢者の医療・介護や貧困などの問題は，将来，
深刻な問題に発展する恐れがあることに，十分に
留意する必要がある。
　両親と同居している配偶者のいない子がすべて
パラサイト・シングルというわけではないが，順
送りの世代間扶養という社会の仕組みに合致しな
い存在であることは前述のとおりである。それで
は，この老親と同居していた配偶者のいない子は，
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両親の死後どうなるのであろうか。
　これらの子は，結婚せず，結果的に両親から独
立しない人たちである。非正規雇用などにより収
入が安定せず，経済的に両親に頼らざるを得ない
者も多い。金子他（2012）は，生涯未婚率が今後
さらに上昇し，将来世代では，女性の未婚率18）

は20.1%まで上昇すると見込んでいる。さらに離
婚後，経済的な理由などから親元に戻るケース19）

もかなり多く，経済的に両親に依存せざるを得な
い者もかなりの比率の上ると考えられる。
　2030年頃にピークを迎える高齢者と配偶者のい
ない子との同居は，老親の死亡によって解消され
ることになる。その結果，この子どもは一人暮ら
しとなるが，両親が死亡するころには本人が高齢
者となるため，一人暮らし高齢者となる。さらに，
これらの者は，老後の備えとしての蓄えも期待で
きず，公的年金も基礎年金のみというケースが少
なくないと考えられる。さらに，その基礎年金も，
納付猶予や免除などの適用を受けていたり，未納
になっていたりすれば，その分減額されることに
なる。将来の貧困高齢者の予備軍である。
　昨今の高齢者の一人暮らし（施設世帯を含む）
は，夫を亡くした寡婦がその半数を占めているが，

21世紀後半には，未婚の一人暮らしの高齢者が多
くを占めると見込まれる。シミュレーション結果
によれば，一人暮らしの高齢者の未婚者比率は
2010年では14.3%であるが，2100年には46.7%に上
昇し，死別者の割合は60.4%から31.6%に半減する
と見込まれる。

3.3.世帯の所得分布と所得格差
　図4は，世帯の所得分布について，平均所得が
ピークであった1994年，直近の実績値である2009
年，高齢化の深刻化が増す2030年及び最終的な状
況である2100年の所得分布を比較したものであ
る。このグラフは，100万円刻みで構成割合を算
定し，折れ線グラフの形で表示したものである。
1994年では，分布のピークが300万円台であった
が，2009年では200万円台に，2030年では100万円
台に，2100年には100万円未満が分布のピークに
なると見込まれる。200万円未満の低所得の世帯
の比率が大幅に上昇する一方，1000万円以上の高
所得の世帯の比率はそれほど低下しないと見込ま
れる。
　このように，低所得層の比率が増加する一方，
中高所得層の比率が低下していくが，とりわけ中

図4　世帯の所得分布の推移と将来見通し
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所得層の比率の低下が著しい。かつて我が国では，
1億総中流時代と言われたが，2030年頃までには，
この中流層が非常に薄くなるものと見込まれる。
高所得層の比率も若干低下することから，二極分
化が進行するというよりは，中所得層が低所得層
に移行していくと考えた方がよい。
　それでは，低所得世帯は，今後どれくらい増加
するであろうか。ここでは，世帯所得が最低生活
費未満である世帯を低所得世帯と定義する。ただ
し，モデルの制約上，世帯所得は，世帯員全員の
稼働所得に年金収入を加えたものとし，最低生活
費は，平成24年度における2級地-1の生活扶助基
準額のうち，第1類費（個人的経費）に第2類費（世
帯共通的経費）を加えたものとし，冬季加算は含
めていない。子どもを養育している世帯や母子世
帯の加算額等も含めていない。これは，本モデル
に児童手当等の社会保障給付金が含まれていない
ことと整合性を取るためである。また，この最低
生活費は，賃金上昇率に応じて上昇するものとし
た。生活扶助基準額は，世帯人員や年齢など個々
の世帯の状況によって異なり，本シミュレーショ
ンの低所得世帯の基準は，月額で，標準3人世帯（33
歳，29歳，4歳）145,770円，高齢単身世帯（68歳）
72,370円，高齢者夫婦世帯（68歳，65歳）109,440
円，母子世帯（30歳，4歳，2歳）128,140円となっ
ている。
　厚生労働省社会・援護局保護課（2010）は，平
成19年国民生活基礎調査を基礎として，生活扶助
基準未満の低所得世帯数を推計している。この推
計結果によると，フローの所得が生活扶助基準未
満である世帯は597万世帯であり，総世帯数4802
万世帯に対して12.4%であった。さらに，資産を
考慮した場合には229万世帯（4.8%）であった。
なお，生活保護の適用に当たっては，収入と保有
する資産だけでなく，親族からの扶養，稼働能力
の有無によって判定されるため，実際の被保護世
帯数はこれよりも少なく，108万世帯であった。
　このように，低所得世帯と実際に生活に困窮し
て生活保護を受給している世帯との間には大きな
乖離があり，低所得世帯が必ずしも貧困であると
は限らない。本モデルでは，資産の推計が組み込

まれていないため，この低所得世帯の比率を貧困
の一つの指標と考えるが，一般に，所得の低い世
帯は貯蓄も少ない傾向があることから，これを貧
困のトレンドと考えても大きな問題はないであろ
う。
　本シミュレーションによると，この低所得世帯
の比率20）は今後上昇し，2009年に12.6%であった
ものが，2030年には16.1%，2050年には19.0%と上
昇し，その後は19%台で推移するものと見込まれ
る。これは，高齢者世帯21）の増加と公的年金額
の実質的な削減が大きな要因である。高齢者世帯
における低所得世帯の比率は，2009年の15.3%か
ら2050年には28.6%まで上昇すると見込まれる。
全世帯の低所得世帯の比率との差をみると，2009
年が2.8ポイントであったことに対して，2050年
では9.6ポイントと大きく拡がっており，高齢者
世帯において貧困化が大きく進行していくことを
示している。

3.4.高齢者の貧困率
　前節では，低所得世帯数の比率の将来見通しを
みたが，人数ベースではどうなるであろうか。本
稿では，この低所得世帯の世帯員を「貧困」とし，
その人口に対する比率を貧困率と定義する。低所
得世帯には単独世帯が多いことから，人数ベース
の貧困率は，低所得世帯数の比率よりも低くなる。
図 5は，高齢者の貧困率の将来見通しを性別に比
較したものである。また，併せて，高齢者以外の
者の貧困率の将来見通しも示した。
　高齢者の貧困率は，2009年の9.4%から2040年頃
まで急速に上昇して17.8%となり，その後の上昇
は緩やかとなるが，2060年までには19.8%と2割近
くまで到達すると見込まれる。これに対して，高
齢者以外の者の貧困率は，2009年では8.7%と高齢
者の貧困率と大きな差はないが，その後の上昇は
緩やかであり，2060年においても11.1%にとどま
ると見込まれる。すなわち，わが国では，今後貧
困率は上昇していくが，そのほとんどが高齢者で
あることを示している。これは，マクロ経済スラ
イドなどによって，高齢者の年金水準が現役世代
に対して相対的に大きく引き下げられること，一
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人暮らしの高齢者が増加することがその要因とし
て考えられる。
　さらに，高齢者の貧困率を男女別にみると，と
りわけ高齢女性の貧困率は高く，その上昇も著し
い。これは，女性の方が男性よりも年金水準が低
いことや長生きであることから，一人暮らしの期
間が長いことがその理由の一つと考えられる。
2009年では，男性6.2%，女性11.8%と，男女差5.6
ポイントにとどまっているが，2060年には男性
13.5%，女性24.7%となり，その差は10ポイント以
上に拡大する。
　この男女の貧困率の格差は，男女の賃金格差の
存在する中での結婚・離婚行動の変化を，現行の
公的年金制度が想定していないことが，もう一つ
の理由として考えられる。戦後構築された現行の
公的年金制度は，高度成長期に発展したこともあ
り，戦後の家族モデルを念頭にその仕組みが構築
されているからである。すなわち，男女の役割分
担として，男性が正社員として働き，女性は専業
主婦として夫を支えることが基本にあり，公的年
金制度もその家族モデルの下でうまく機能する仕
組み22）となっている。専業主婦を対象とした第3
号被保険者制度，寡婦には遺族年金が支給される

ことから，ほとんどの男女が結婚し，離婚23）が
少ない戦後家族モデルの下では，ほとんどの高齢
者の老後生活が保障される仕組みとなっている。
　第3.1節で示したように，結婚・離婚行動が大
きく変化したのは1980年以降であり，その世代は
まだ高齢者になっていない。そのため，現時点ま
では，この公的年金制度がうまく機能しており，
高齢者の貧困率は，高齢女性についても現役世代
と比べてそれほど高くはない。しかしながら，今
後は，これらの新世代が高齢者となることから，
現行制度の下では，高齢女性を中心に貧困率が急
上昇することが見込まれる。一般に，未婚と離別
の女性の年金は低く，遺族年金が支給される死別
の女性の年金は相対的に高い。2010年では，65歳
以上の高齢女性の未婚・離別の割合は8.7%にとど
ま っ て い る が，2030年 に は15.9%，2050年 に は
27.3%に上昇すると見込まれ，さらに，これらの
高齢女性は単身世帯になるリスクが特に高いこと
から，貧困率の上昇に大きく寄与することとなる。
　さらに，マクロ経済スライド等によって，現役
世代との比較で年金水準が大きく引き下げられる
ことが，貧困率の上昇に拍車をかけることになる。
高齢女性の配偶関係の変化や一人暮らしリスクの

図5　性別・高齢者の貧困率の将来見通し
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上昇は，これからが本番であり，戦後家族モデル
を想定した公的年金制度の下では，高齢者の貧困
化は避けられないと考えられる。

Ⅳ　結婚・離婚行動の変化の貧困率への影響の評価

　戦後家族モデルでは，ほとんどの男女が結婚し，
離婚は少なく，男性が正社員として働き，女性は
専業主婦として夫を支えるというものであった。
このモデルが，結婚・離婚行動の変化によって
1980年代から急速に崩れ，その結果として，高齢
女性の貧困率が急激に上昇することがシミュレー
ションによって明らかとなった。そこで，仮に結
婚・離婚行動が1980年前の状況に回帰したら，高
齢者の貧困率にどの程度の影響があるかについて
シミュレーションを実施し，これらの行動変化が
高齢者の貧困率に及ぼす影響の評価を試みた。具
体的には，2015年から，初婚率については1.4倍
に上昇，離婚率については0.3倍に低下すると想
定して，高齢者の貧困率の将来見通しの比較を
行っている。なお，この場合，2010年出生コーホー
ト女性の平均初婚年齢は26.9歳，生涯未婚率は
9.0%，夫婦の完結出生児数は1.88人となる。また，

2100年の合計特殊出生率は1.65まで上昇する。
　図 6は，結婚・離婚行動が変化しないケース
（ベースライン），離婚行動のみ変化するケース
（ケース1），結婚・離婚行動ともに変化するケー
ス（ケース2）の3つを比較したものである。2015
年から結婚・離婚行動が変化するとしているため，
当分の間は高齢者の貧困率にはほとんど影響しな
い。また，これらの行動変化は，高齢女性の貧困
率に大きな影響があるが，高齢男性の貧困率には
ほとんど影響しない。2100年における高齢女性の
貧困率を比較すると，ベースラインでは27.0%で
あるが，ケース1では24.4%，ケース2では20.6%と
見込まれる。すなわち，高齢女性の貧困率は，離
婚行動の変化によって2.6ポイント，結婚行動の
変化によって3.8ポイント貧困率が影響を受ける
ことになる。
　このように，現行の公的年金制度は，戦後の家
族モデルを念頭に制度が仕組まれていることか
ら，結婚・離婚行動がかつての行動に回帰すると
仮定すると，超長期的にはかなりうまく機能する
こととなる。しかしながら，今後2040年くらいま
でに高齢者となる女性については，すでに行動変
化が起きており，その影響を除去するものではな

図6　結婚・離婚行動が変化したときの貧困率の将来見通し
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いことから，当分の間は貧困率の上昇は避けられ
ないことに留意が必要である。

Ⅴ　おわりに

　わが国では，今後高齢者の貧困率が大きく上昇
していくと見込まれるが，その大きな要因の一つ
に高齢女性の未婚・離別者の比率の著しい上昇が
あることが明らかとなった。現在の公的年金制度
は，戦後家族モデルを念頭に構築されているため，
有配偶・死別の女性には手厚い給付が行われるが，
未婚・離別の女性に対しては男性と同等の仕組み
になっている。男女雇用機会均等法により，法的
には様々な差別は解消されたが，実態として女性
の賃金は低く，非正規雇用も多くなっているため，
未婚・離別の女性の老後の年金額も低い水準にな
らざるを得ない。こうした状況下で，離婚率が上
昇し，女性の生涯未婚率も大きく上昇すると見込
まれる。その結果，現時点ではまだ顕在化してい
ないが，近い将来，一人暮らしリスクの高い，低
年金の未婚・離別の高齢女性の大幅な増加が見込
まれるからである。
　今後，女性の雇用対策を進め，仮にうまくいっ
たとしても，高齢者の年金給付に効果が現れるの
は二，三十年後である。女性の結婚・離婚行動が
かつての状況に戻ることも考えにくいが，仮に
戻ったとしても，その効果が現れるのはやはり二，
三十年後である。女性の結婚・離婚行動やあるべ
き家族モデルについては，様々な意見があるが，
女性の雇用環境のさらなる改善については，異論
は少ないであろう。ただし，女性の雇用環境の改
善が図られたとしても，当分の間は，高齢者の貧
困率の上昇が避けられないことに十分に留意する
必要がある。さらに，基礎年金にも適用されるマ
クロ経済スライド等も，マイナスの影響が大きい24）

と考えられる。
　ダイナミック・マイクロシミュレーションモデ
ルは，このような家族の変容や所得分布などを個
票レベルでシミュレーションすることが可能なモ
デルであり，公的年金の十分性などを評価する
ツールとして極めて有用である。現行モデルは改

良すべき点も多いが，公的年金制度の十分性に懸
念があることは，十分に示すことができたと考え
ている。
　足元までの状況をみると，現行の公的年金制度
が非常にうまく機能していることは確かである。
これは，現在の高齢者のほとんどが戦後家族モデ
ルにあてはまるからであり，この前提条件が成り
立たなくなった場合には，うまく機能する保証が
ないことをシミュレーション結果は示している。
近い将来，高齢者の家族の変容と貧困化に直面す
ることは避けられないであろう。本稿で示した問
題は，公的年金制度改革のみで対応できるもので
はなく，ライフスタイルや家族の多様化を念頭に，
生活保護制度なども含めた税・社会保障制度全体
の体系の再構築が必要であると考える。たとえば，
高齢者に対するナショナルミニマムの仕組みを導
入すること25）によって，すべての高齢者に対す
る貧困リスクを軽減した上で，有配偶あるいは死
別の女性に過度に配慮した公的年金の仕組みを見
直すことも一法ではないだろうか。
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注
1）本稿では，65歳以上を高齢者としている。高齢

化率は，高齢者人口が総人口に占める割合である。
2） 世 帯 情 報 解 析 モ デ ル（Integrated Analytical 

Model for Household Simulation）
3）モデルの詳細については，稲垣（2007），稲垣・

金子（2008），稲垣（2010）などを参照のこと
4）たとえば，出生率は母の年齢別・出生順位別・

有配偶出生率を用いており，年齢別出生率（この
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要約指標は合計特殊出生率）を用いてはいない。
ただし，有配偶出生率を用いていることから，婚
姻率が低下すると出生率もそれに連動して低下す
る構造となっている。

5）親子のzスコアの相関を想定して，両親のzスコ
アから子のzスコアを決定する方法もあるが，
Ver3.7ではランダムに決定している。

6）新規裁定年金額の分布を外生的に与えているこ
とから，現役時代の就業履歴が正確には反映され
ないことに留意が必要である。ただし，35歳時の
年金加入区分ごとの年金額分布を用いているた
め，限定的ではあるが，若年者の就業状態の変化
が年金額に反映される。初期値データにおける就
業履歴の推定方法を含め，今後の課題である。

7）本稿で用いた国民生活基礎調査の個票は，平成
24年11月2日付厚生労働省発統1102第2号により，
その利用が認められたものである。

8）別世帯の世帯員の間の親族関係（親子関係）は，
別居している子どもの数などの情報を用いて補完
している。

9）国民生活基礎調査における地域ごとの抽出率や
属性ごとの回収率の違いを考慮し，性別・年齢階
級別・人口や世帯主の年齢階級別・世帯人員別・
世帯構造別世帯数が，2005年国勢調査結果と一致
するよう，確率比例抽出を行っている。

10）離死別・再婚効果とは，離死別や再婚による出
生力の低下の度合いを示す係数である。わが国で
は，非嫡出子の割合が極めて低いことから，離婚
が増加するとこの係数は低下する。

11）男性の就業状態が不安定な場合は，相対的に初
婚率を低く見込んでいる。

12）親権が必要な子どもがいる場合は，相対的に離
婚率を低く見込んでいる。

13）人口動態統計調査（厚生労働省）によると，
2010年では，離婚の35%は結婚後5年以内に発生し
ており，離婚の増加は出生数に大きく影響すると
考えられる。

14）2012年版人口統計資料集（国立社会保障・人口
問題研究所2012）

15）国民生活基礎調査では，施設入所者が調査対象
外となっているため，2010年までの実績値では，
施設入所者を除外している。2010年における施設
入所者の割合は，5.5%と推計される。（INAHSIM
により，筆者推計）

16）子ども夫婦と配偶者のいない子の両方と同居し
ている高齢者は，子ども夫婦と同居に分類される。

17）施設入所者は，性別・年齢別・配偶者の有無別・
施設入所者の比率が，2005年の水準で一定と想定
している。したがって，老人ホームなどの社会施
設については，高齢者の増加に応じてその供給が
増えるものと見込んでいることになる。

18）男性は再婚の比率が高いため，生涯未婚率は女

性よりも高くなる。本シミュレーションでは，
2010年出生コーホートの男性の生涯未婚率は
28.3%，女性の未婚率は17.9%と推計される。

19）本シミュレーションでは，男性は生活上の理由
から，女性は経済的な理由から，一定割合の離別
者が離婚後に親元に戻るとし，その確率を，それ
ぞれ，43%，35%と想定している。

20）本シミュレーションと厚生労働省の推計値の定
義は若干異なっており，貧困率の値は必ずしも一
致しない。ただし，2006年では，本シミュレーショ
ン12.6%，厚生労働省の推計値12.4%であり，0.2ポ
イントの差にとどまっている。

21）高齢者世帯とは，65歳以上の者のみで構成され
ている世帯か，それに18歳未満の者が加わった世
帯をいう。

22）所得代替率の基準となるモデル年金も，夫が第
2号被保険者，妻が第3号被保険者を想定している。
依然として，戦後家族モデルが基本となっている
ことの証左でもある。

23）離婚時に厚生年金給付を夫と分割する仕組みが
2007年度から導入されたが，離婚する夫婦の婚姻
期間は短いことが一般的であり，婚姻期間に対応
する給付のみが分割されることから，離別女性の
年金額の改善効果は小さい。なお，本シミュレー
ションでは，この仕組みを織り込んでいない。

24）たとえば，稲垣（2012b）は，マクロ経済スラ
イド等の貧困率の影響を定量的に評価している。

25）たとえば，小笠原・渡辺（2012）も同様の指摘
をしている。
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付録A：人口動態事象

イベント 遷移確率の内容 要約指標または確率
（2005, 2030, 2050及び2100年） 基礎統計

結　婚

性別・初再婚別・年齢別・就業状態別
結婚確率

粗婚姻率（人口千対）：
5.8, 5.1, 4.7, 4.8

2005年
人口動態統計

結婚時の両親との同居確率 新郎の両親との同居：0.2
神父の両親との同居：0.05

2001年
国民生活基礎調査

出　生 母親の年齢別・出生順位別・有配偶出
生率

合計特殊出生率：
1.34, 1.37, 1.39, 1.37

2005年
人口動態統計

死　亡 性別・年齢別・死亡率
平均寿命：
男： 78.53, 81.88, 83.37, 83.37
女： 85.49, 88.66, 90.07, 90.07

日本の将来推計人口（注1）

離　婚

妻の年齢別・親権の必要な子の有無別・
離婚確率

粗離婚率（人口千対）
1.92, 1.63, 1.52, 1.54

2005年
人口動態統計

離婚時において、両親の世帯に戻る確
率 夫：0.43；　妻：0.35 2001年

国民生活基礎調査

性別・親権を有する確率 夫：0.2； 妻：0.8 2005年
人口動態統計

国際人口移動 性別・年齢別・外国人の移民件数（ネッ
ト）

人口千人当たりの移民件数：
0.30, 0.44, 0.54, 1.28 日本の将来推計人口（注1）

（注1）国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成18年12月推計）』

付録B：人口動態事象以外のライフイベント
イベント 遷移確率の内容 推計方法・備考 主な基礎統計

介護状態の遷移 性別・年齢別・要介護度の遷移確率 性別・年齢別・要介護度の構成割合
が変化しないように遷移確率を推定

2010年介護給付費実態調査（厚
生労働省）

就業状態の遷移 性別・年齢別・配偶関係別・就業状
態の遷移確率

女性に関しては、第1子の出産、両
親との同居の有無、結婚の有無によ
りコントロール

平成21年財政検証結果（厚生労
働省年金局数理課2010）

稼働所得の決定 性別・年齢別・就業状態別・稼働所
得分布

所得分布が対数正規分布に従うとし
てパラメータを推定 2004年国民生活基礎調査

公的年金の新規裁定 性別・35歳時の年金加入種別別・新
規裁定年金額の分布

ねんきん定期便の加入履歴等に関す
るインターネット調査に基づいて推
定

稲垣 （2012a）

若年者の離家 性別・年齢別・就業状態別・離家（親
元に戻る）確率

両親と同居している未婚者の未婚者
総数に対する割合が変化しないよう
に推定

2001年
国民生活基礎調査

老親と親との同居 老親の性別・配偶者の有無別・年齢
別・事の同居確率

子と同居している高齢者の高齢者総
数に対する割合が変化しないように
推定

2001年
国民生活基礎調査

施設入所 性別・年齢別・配偶者の有無別・施
設への入所確率

施設に入所している高齢者の高齢者
総数に対する割合が変化しないよう
に推定

2005年国勢調査
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社会保障改革に関する集中検討会議の医療・介護財政の試算の利用法

山　本　克　也

I　はじめに

　医療および介護費用の試算にはこれまでにもい
くつもの蓄積があり，厚生（労働）省（以下，厚
労省）が伝統的に行ってきたもの，保険数理的な
手法を用いたもの（小椋・入船　1990等），マク
ロ計量モデルによるもの（上田・堀内・森田　
2010等）が挙げられる。本来，医療および介護費
用を導く際に検討されるべき医療・介護需要と医
療・介護供給は同時決定の関係にあり，需要と供
給の同時方程式を推定するという方法が経済学的
には望ましいものと考えられる。しかし，例えば
マクロ計量モデルによる試算では“制度”が捨象さ
れてしまうことが多く，制度改正という込み入っ
た議論の前提としては使い勝手が悪い可能性があ
る。また，保険数理的手法を用いれば，制度の記
述は詳細にできるが，上述の経済学の要請は満た
さないものとなる（大林　2010）。
　後述するが，厚労省の医療・介護費用の推計方
法の改善にはめざましいものがあり，この試算結
果の利用方法の例示として本稿は企図されてい
る。よって，本稿では平成24年3月「社会保障に
係る費用の将来試算の改定」（以下，平成24年3月
試算）の医療・介護費用に関する試算結果を利用
し，平均的な高齢者の夫婦世帯の家計（①世帯主
の年齢が65 〜 69歳の現役時代に共働きであった
世帯と②片働きであった世帯，③世帯主の年齢が
75 〜 79歳の現役時代に共働きであった世帯と④
片働きであった世帯（遺族世帯，単身者について
は参考推計）が，2010 〜 2025年の医療・介護費

用含めた消費支出を賄えるのか否かの検討を実施
する。世代としては1960年生まれ以前が対象とな
る。上記の年齢階級の選択は，前期高齢者と後期
高齢者の代表点という意味である。また，2025年
という年は団塊の世代が後期高齢者になる年であ
り，医療・介護分野では，この年を目指して地域
包括ケアの個別具体的な計画（在宅医療の推進等
の施策）を開始している。
　本稿の構成は，IIでこれまでの厚労省の試算か
ら最新の平成24年3月試算までの推計の方法を俯
瞰し，IIIで試算の利用として上述の高齢者世帯の
家計を推計し（方法と結果），IVで結果に対する
考察を実施し，Vでまとめを記す。

Ⅱ　医療・介護費用の試算方法

　平成20年の社会保障国民会議に提出された医療
及び介護の費用試算の方法は，これまで用いられ
てきた方法とは大きく異なっていた。これは，こ
れまでの伝統的な方法に対する批判に応えたもの
であり，

①1人あたり医療費の伸び率の算定期間は医療費
の分析を深めることでできる限り最近の期間と
する

②見直しの都度将来見通しの名目額が小さくなる
ことについては，経済規模との対比を示すなど
ていねいに説明する

③国際比較の観点から経済規模との対比で示す場
合，間接税が考慮されていないNI比ではなく
GDP比で示す
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④医療費の自然増の中には技術進歩などによる部
分が含まれていることを示す

といったことが実践された。これは，“革命”とも
いうべき，試算方法の改善であった。
　その一方で，過去の試算の方法を見ていくと，
およそ3つのタイプに大別できる（図1）。それは，
平成12年までの試算，平成14年から18年までの試
算，そして，平成20年以降の試算に区別できる。
平成12年までの試算方法は，医療については，“平
成10年度実績を足下とし，最近の1人当たり医療
費の伸び（3%程度　平成2 〜 11年度実績平均）
を前提に，人口変動（人口高齢化及び人口増減）
の影響を考慮して医療費を伸ばして試算する”と
いう方法をとっている。また，介護については，

“各市町村における介護保険事業計画及び平成12
年度予算に基づき，賃金上昇率（年率2.5%）を勘
案して試算”とあるように，足下の数値を一つの
パラメータだけで伸ばしていくという方法をとっ
ている（介護については，やや複雑であり，平成
20年以降の試算方法の萌芽が見て取れる）。平成
14年の試算からは，“医療については平成14年度
予算を足下とし，1人当たり医療費の伸び（一般
医療費2.1%，高齢者医療費3.2%　平成7 〜 11年度
実績平均）を前提に，人口変動（人口高齢化及び
人口増減）及び平成14年の医療制度改革の影響を
考慮して医療費を伸ばして試算する”という方法
をとった。要は，医療費を一般（=若年層）と高
齢者層に分けて試算するという方法をとってい
た。介護については“人口や経済の伸び率を勘案

図1　厚労省の医療費試算の変遷

注）介護も金的に同様である
出所）筆者作成
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して試算”とだけ記されていた。
　このような試算の方法は，いくつかの批判を受
けることになったが，恐らく，その批判の中でも
最も適切だったのは，高齢者医療費が3.2%で伸び
ていくという仮定に対するものであった。3.2%の
増加率といえば，およそ20年あまりで2倍になる
という増加率である。これは，平成の始まった頃
であれば信憑性のある数値であった1）が，平成14
年にもなって“高齢者人口比率の増加を大幅に上
回る医療費の増加”ということはあり得ないこと
であった。
　そういった批判に対応し，平成20年からの試算
の方法は大きく変わっていった。その基調を作っ
たのが「社会保障国民会議における検討に資する
ために行う医療・介護費用のシミュレーション（以
下，国民会議試算）」である。国民会議試算では，
①現在のサービス提供体制を前提として，単純に

基本需要試算に対応する提供量をいったん計算
し，これをシミュレーションA（現状投影シナ
リオ）とする。

②このシミュレーションAに対して，サービス提
供体制について選択と集中等による改革を図る
ことを想定し，これをシミュレーションB（改
革シナリオ）とした。改革シナリオについては，
前提となるシナリオに応じて複数のシナリオを
示す（それぞれB1，B2，B3）。

という方法をとっている。すなわち，医療費を細
部のパーツに分け（急性期医療，長期療養等），
それぞれの需要量を試算し，また，それぞれのサー
ビス提供者に対する給与等を計算して総医療費を
試算する。
　こうした方法は，わずか数年でさらに進化し，
現在の試算は，平成23年6月に公開された社会保
障改革に関する集中検討会議第11回資料「 社会
保障に係る費用の将来試算:医療・介護に係る長
期推計」（以下，集中検討会議試算）が基本になっ
ている2）。この試算では，現在の性・年齢階級別
のサービス利用状況をそのまま将来に投影した
ケース（現状投影シナリオ）におけるサービスご
との利用者数や単価等を作成し，これに一定の改
革シナリオに基づきサービス利用状況や単価等を

変化させたケース（改革シナリオ）を作成し，費
用総額を求めるという方法をとった（経済前提等
を踏まえて設定した伸び率を乗じて試算）。また，
改革シナリオは，一般病床について，急性期と亜
急性期・回復期等とに機能分化，医療資源を集中
投入し，亜急性期や回復期のリハビリテーション
などについては状態像に応じた適切な設備・人員
配置されるものとして試算を実施している。さら
に，居住系サービス，在宅医療・介護サービスの
充実などを織り込んだものとしている（主に一般
病床の機能分化の進展度について，2通りのシナ
リオを設定し，これをパターン1，パターン2と称
している）。そして，本稿で使用する「社会保障
に係る費用の将来試算の改定（以下，平成24年3
月試算）」は，高齢者医療制度改革会議のために
出された平成23年6月「社会保障に係る費用の将
来試算」をベースとし，新しい人口試算及び経済
の見通しが示されたことを踏まえ，将来試算の改
定を行ったものである。これは，併せて，新しい
試算に基づいた社会保険各制度（年金，医療，介
護）における1人当たり保険料（率）の見通しに
ついても試算を行っている。
　平成24年3月試算と以前の試算との差異は，

①人口前提:集中検討会議試算:「日本の将来試算
人口（平成18年12月試算）」出生高位（死亡中
位試算） →平成24年3月試算:「日本の将来試算
人口（平成24年1月試算）」出生中位（死亡中位
試算）。

②経済前提:集中検討会議試算:内閣府「経済財政
の中長期試算（平成23年1月）」慎重シナリオに
準拠して設定　→平成24年3月試算:内閣府「経
済財政の中長期試算（平成24年1月）」慎重シナ
リオに準拠して設定。

③試算の足下値は，平成24年度予算案をベースと
している。

となっている。
　厚労省の医療・介護費用の試算に関して，問題
点はそれほど多くはないが，まず，試算の期間が
短いことが挙げられる。年金と同様に100年もの
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期間を試算する必要はないものと思われるが，も
う少し長期の試算であった方が，政策的にも有効
であろう。そして何より重要なのは，被保険者に
関する試算のプロセスが公開されていないことで
ある。表1に平成24年3月試算の結果（現状投影ケー
ス）を掲げたが，こうした保険料（率）の結果が
出ているということは，被保険者に関する試算プ
ロセスがあるということを示しているものと考え
られる。この部分も公開した方が，利便性は高ま
るものと思われよう。とくに，昨今の非正規雇用
者の増大は，健康保険や介護保険財政に大きな影
響を与える可能性があるものであるから，こうし
たシミュレーションにも耐えられるように被保険
者の試算プロセスの公開は，是非，なされるべき
である。

Ⅲ　試算の利用例―医療・介護費用が高齢者家
　　計に与える影響―

　上述のように，平成24年4月試算では医療・介
護費用の総体だけではなく，各家計が直面する保
険料負担についての数値も出している（表1）。こ
れも画期的なことであり，一定の幅を持って見る
必要があるにしても，将来の，特に高齢者世帯の
家計がどうなるのかといった疑問に答える手段を
与えられたことに等しい。ここでは，2025年の医
療・介護の保険料負担が高齢者家計に与える影響
を考察する。「賃金構造基本調査（以下，賃金セ
ンサス）」のデータから年金額を試算し，この結
果と表1の各種保険料の試算結果，そして全国消
費実態調査のデータとを合わせることで高齢者家
計の構造を類推，家計に対する2025年の医療・介
護費用のインパクトを考察する。
　本稿の試算では，夫婦世帯，男女別単身世帯，
遺族世帯（女性）といった世帯を，世帯主の年齢
が65 〜 69歳，75 〜 79歳の2種類の年齢階層に分
けて試算する。収入としては年金のみを試算し，
年金以外の勤労所得や財産所得等は対年金の比率
で算出する。国民生活基礎調査（以下，基礎調査）
の平成23年版を見ると，高齢者世帯（65歳以上の
者のみで構成するか，又はこれに18歳未満の未婚

の者が加わった世帯をいう）の収入の67.5%が公
的年金・恩給で稼働所得は17.4%，残りの年金以
外の社会保障給付金，仕送り・企業年金・個人年
金・その他の所得は，合わせて6.2%である。この
比率を利用する（なお，財産所得分の8.9%は税制
が複雑になるので考慮しないものとし，高齢者の
所得のうちで100%−8.9%=91.1%を議論の対象とす
る）。そして，非消費支出としては税（所得税，
住民税），国民健康保険（国保），後期高齢者医療
制度や介護保険の保険料を試算する。以下に各部
分の試算の方法を記す。

1　年金額の試算方法3）

　基本的に，厚労省年金局の「平成21年財政検証」
の方法を採用し，基本となる人口推計を国立社会
保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平
成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位を用いた。
他に変更を加えた手順は，

①賃金センサスの「きまって支給する現金給与
額」，「年間賞与その他特別給与額」を時系列で
追い，賃金の再評価を実施して賃金プロファイ
ルを描いて生涯の平均給与を導き（5歳階級デー
タなので，間は線型補間），年金の裁定に用いる。
なお，経済的仮定には，厚労省の医療・介護費
用の試算と同じ内閣府の2012年1月の「経済財
政の中長期試算」を用い，賃金センサスの結果
を伸ばして賃金の系列を求める。1999年までは，
賃金の再評価も実施し，2023年までマクロ経済
スライドを実施する。

②支給開始年齢の引き上げスケジュールを反映す
る。ちなみに2025年には定額部分は男女共に65
歳，報酬比例部分は男性で65歳支給，女性で63
歳支給ということになっている。

③年金給付の裁定用に，全労働期間の平均賃金を
計算する（厳密には，「標準報酬月額」の計算
方法は，毎年，4月・5月・6月の3 ヶ月に支払
われた報酬の平均値となる。この「標準報酬月
額」は，その年の9月〜翌年8月まで有効となる）。

④厚生年金保険の加入期間は437 ヶ月（2010年，
男性平均）と308 ヶ月（2010年，女性平均）と
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する。
⑤報酬比例部分の計算は，在職中に支給された給

料と平成15年4月以降に支給されたボーナスと
の合計額を使って算出する。

⑥試算は各歳で実施しているが，医療・介護費用
の議論の関係上，65 〜 74歳と75歳以上で結果
の表記は行う。なお，夫婦の年齢差はないもの
と仮定する。なお，価格はすべて2009年に統一
する。

⑦夫婦世帯の場合，夫婦の年齢は同じである。

というものである。なお，本稿では平均標準報酬
額と生涯平均給与は同一のものを利用している。
　現実には，年金を受給している夫婦に子供がパ
ラサイトするというケースもありうるが，ここで
は上述したように単純に夫婦のみの世帯を考え
る。夫婦のパターンは現役期間の夫婦の働き方を

考慮して，

1.片働き（夫が厚生年金受給者，妻は3号）
2.共働き（夫婦で厚生年金受給者）

とする。年金給付額の基本的な動きは単身世帯と
同様で，2010年から2020年までは低下傾向にある
が，マクロ経済スライドが2023年に終了するので，
2025年からは増加に転じている（実際には，マク
ロ経済スライドが実施されたことはないのである
が，モデルの設定上，物価上昇が生じていてマク
ロ経済スライドが働いていることになる）。表2に
挙げたが，2025年の65 〜 69歳世帯では，片働き
世帯で約23万円，共働き世帯で約28万円の受給額
であり，75歳以上世帯では，片働き世帯で24万円，
共働き世帯で29万円となっている。

表1　平成24年3月試算の結果（現状投影ケース）

制度 平成24年度
2012

平成27年度
2015

平成32年度
2020

平成37年度
2025

年金

国民年金 月額14,980円 月額16,380円（平成16
年度価格（注2））

月額16,900円（平成16
年度価格（注2））

月額16,900円（平成16
年度価格（注2））

厚生年金 保険料率16.412％（～
8月）16.766％（9月～）

保険料率17.474％（～
8月）17.828％（9月～） 保険料率18.3％ 保険料率18.3％

医療
国民健康保険（2012年度賃金換算） 月額7,600円 月額8,000円程度 月額8,600円程度 月額9,200円程度
協会けんぽ 保険料率10.0％ 保険料率10.6％程度 保険料率10.7％程度 保険料率10.9％程度
組合健保 保険料率8.5％ 保険料率9.1％程度 保険料率9.1％程度 保険料率9.3％程度
後期高齢者医療（2012年度賃金換算） 月額5,400円 月額5,700円程度 月額6,100円程度 月額6,400円程度

介護
第1号被保険者（2012年度賃金換算） 月額5,000円 月額5,300円程度 月額6,000円程度 月額6,800円程度
第2号被保険者
（国民健康保険、2012年度賃金換算） 月額2,300円 月額2,600円程度 月額2,900円程度 月額3,300円程度

第2号被保険者（協会けんぽ） 保険料率1.55％ 保険料率1.7％程度 保険料率2.0％程度 保険料率2.6％程度
第2号被保険者（組合健保） 保険料率1.3％ 保険料率1.4％程度 保険料率1.6％程度 保険料率2.1％程度

前提：人口「日本の将来試算人口（平成24年1月試算）」出生中位・死亡中位　経済「経済財政の中長期試算（平成24年1月）」慎重シナ
リオ
注1：この数値は2011年6月「社会保障に係る費用の将来試算」を元として、人口及び経済の前提の変化等による修正を加えた上で、所

要保険料財源の総額などから算出したものであり、特に医療・介護については、
①これが実際の将来の個人の保険料（率）水準を表したものではないこと（各保険者によっても将来の保険料（率）は異なる）
②前提等により値が変わること　などに留意し、一定程度の幅をもって見ることが必要。
注2：平成25年度以降の国民年金保険料は、平成16年度価格水準で示された月額であり、実際の保険料額は物価及び賃金の変動を反映し

て決定することとされている。
注3：「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。（ただし、「Ⅱ　医療介護

等　②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対策」」および「Ⅲ
　年金」の効果は、反映していない）

注4：厚生年金、協会けんぽおよび組合健保の保険料率は、本人分と事業主負担分との合計である。
注5：平成24（2012）年度の介護第1号被保険者の保険料額は第5期平均見込み値である。
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2　税（所得税，住民税）および社会保険料の試
算方法と可処分所得の算出

　現実の高齢者家計を見た場合，課税対象となる
のは

課税対象=公的年金等に係る雑所得の金額+その
他の所得−各種所得控除

であるが，仮定の通り，その他の所得は年金に対
する比率で処理を行う。また，控除は基礎控除（所
得税38万円，住民税33万円）の他に，片働き世帯
には配偶者控除（所得税は38万円，70歳以上は48
万円，住民税は33万円，70歳以上は38万円），共
働き世帯には配偶者特別控除が適用される。公的
年金等に係る雑所得の金額には，1）国民年金法，
厚生年金保険法，公務員等の共済組合法などの規
定による年金，2）過去の勤務により会社などか
ら支払われる年金，3）外国の法令に基づく保険
又は共済に関する制度で　1）に掲げる法律の規
定による社会保険又は共済制度に類するものの3
つである。公的年金等に係る雑所得の金額は，

公的年金等に係る雑所得の金額=公的年金等の収
入金額の合計額×割合−控除額

で算出され，割合および控除額は公的年金等の収
入金額の合計額によって決まっている。2012年1
月 現 在， 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 の 合 計 額 が
1,200,000円までの場合，所得金額はゼロ（すなわ
ち，無税），1,200,001円から3,299,999円までの割
合は100%で控除額が1,200,000円である。以下，
公的年金等の収入金額の合計額が3,300,000円から
4,099,999円までなら割合は75%で控除額が375,000
円，4,100,000円から7,699,999円までなら割合は
85%で控除額が785,000円，7,700,000円以上なら割
合は95%で控除額は1,555,000円となる。
　例えば65歳以上の者で「公的年金等の収入金額
の合計額」が350万円の場合には，公的年金等に
係る雑所得の金額は

3,500,000円×75%−375,000円=2,250,000円

となる。また，この場合のその他の所得（稼働所
得，財産所得，年金以外の社会保障給付金，仕送
り・企業年金・個人年金・その他の所得）は,

3,5000,000円÷67.5×23.6≒1,223,704円

となる。
　ここで，上述した65 〜 69歳階級と75 〜 79歳の
稼働所得の17.4%分について，これを年齢に関わ
らずに当てはめて良いのかという点には疑問が残
る。「労働力調査　平成23年版」を見ると，65 〜
69歳では46.2%，70 〜 74歳では30.1%男性が就労
しているが，75歳以上になると13.5%に低下する。
また，独立行政法人労働政策研究・研修機構
（JILPT）の「高齢者の雇用・採用に関する調査
　平成22年」を見る限り，大幅な賃金カット等に
よる待遇の悪化は見られないようではあるが，65
歳を過ぎた場合の雇用継続に関しては，未だ検討
もされていないというのが現実のようである。そ
う考えると，65 〜 69歳階級と75 〜 79歳では稼働
所得の割合が異なって然るべきである。ただし，
手掛かりとなる基礎調査では，サンプル数の関係
から高齢者世帯（65歳以上の者のみで構成するか，
又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯）
として一括に数値が計上されている。そこで，簡
便 な 方 法 と し て65 〜 69歳 階 級 は 稼 働 所 得 が
26.6%，75 〜 79歳では稼働所得がゼロとして計算
を試みる。すなわち，75 〜 79歳の世帯のその他
の所得は，

3,5000,000円÷67.5×6.2≒321,481円

となる（実際，稼働所得の内訳を見ると，雇用者
所得が約8割を占めているので，就労しなくなる
75歳以上では稼働所得をゼロとしても問題は少な
い）。
　次に各種控除であるが，住民税に関しては，所
得割部分は2007年9月から都道府県民税4%，市区
町村民税6%であり，均等割部分は都道府県民税
年額一律1,000円，市区町村民税年額一律3,000円
となっている。ただし，その他の控除（例えば寄
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付控除等）や地方税のうちの固定資産税は考慮し
ない（もともと，財産所得は考慮していない）。
社会保険料控除として，国保保険料や後期高齢者
医療保険の保険料も控除される。国保保険料や後
期高齢者医療制度の均等割については軽減を考慮
した上で，表1を利用している。また，後期高齢
者医療保険料の所得割部分については，公的年金
等に係る雑所得の金額から基礎控除を差し引いた
金額に所得割率を乗じたものが所得割の保険料の
金額になる。実際には，所得割にも軽減があり，
今回の夫婦世帯の試算年金額では5割軽減になる。
その他，高齢者に密接な医療費控除の金額は，国
民医療費のデータから1人当たり年齢階級別の医
療費データを利用して計算している4）。
　例えば基本ケースの2025年の片働き世帯の65
〜 74歳の世帯の場合，夫の年金収入は（妻分は
非課税）

226,334円×12≒2,716,008円

であり，公的年金等に係る雑所得の金額は

2,655,490円×1−1,200,000円=1,455,492円

となる。この場合のその他の収入は

2,716,008円÷67.5×26.6≒909,360円

となる。所得控除は基礎控除，配偶者控除と社会
保険料控除，医療費控除であるから，課税総所得
は517,000円（千円未満の端数切捨て）となる。
ここから，地方税が51,700円と計算できる。所得
税の場合は控除が10万円だけ高いので，課税総所
得が41,7147円となり，所得税は20,857円と計算で
きる。一般に，実所得マイナス非消費支出が可処
分所得と定義されるが，本試算では所得の大きな
部分を占める年金所得を推計しているので，本稿
では試算から求められる可処分所得のことを推計
年金可処分所得と呼ぶことにする。よって推計年
金可処分所得は，上の方法で算出した非消費支出
を利用して，184,102円と求められる（共働き世
帯の場合，夫婦が共に課税対象となるが，今回の
試算では妻の受給分は課税対象額に達していない
ために無税となり，住民税の均等割，国保又は後
期高齢者医療保険の保険料，介護保険の保険料の
みが課税分となる）。残りの部分は，すべて表2に
示している。
　また，表2の年間収入とは，

年間収入=年金受給額（月額）×12+その他の収入
（月額）×12
として計算して表示したものである。

　なお，表掲はしていないが，参考として単身世
帯の試算を試みている。単身世帯といっても年金

表2　試算結果（夫婦世帯）（2009年価格）

年金給付額（月額）
2010 2015 2020 2025

片働き 共働き 片働き 共働き 片働き 共働き 片働き 共働き
65 ～ 69歳 ￥235,024 ￥291,823 ￥232,070 ￥288,161 ￥229,174 ￥284,541 ￥226,334 ￥280,961
75 ～ 79歳 ￥245,522 ￥310,078 ￥240,681 ￥303,157 ￥242,127 ￥300,634 ￥234,768 ￥291,499

推計可処分所得（月額）
2010 2015 2020 2025

片働き 共働き 片働き 共働き 片働き 共働き 片働き 共働き
65 ～ 69歳 ￥199,807 ￥254,313 ￥195,354 ￥249,368 ￥189,626 ￥242,586 ￥184,102 ￥230,828
75 ～ 79歳 ￥200,388 ￥250,437 ￥180,871 ￥243,602 ￥199,357 ￥244,247 ￥192,032 ￥234,967

推計年間収入
2010 2015 2020 2025

片働き 共働き 片働き 共働き 片働き 共働き 片働き 共働き
65 ～ 69歳 ￥3,764,562 ￥4,674,356 ￥3,717,244 ￥4,615,702 ￥3,670,855 ￥4,557,721 ￥3,625,368 ￥4,500,377
75 ～ 79歳 ￥3,216,884 ￥4,062,711 ￥3,153,462 ￥3,972,027 ￥3,172,397 ￥3,938,969 ￥3,075,976 ￥3,819,287

出所）筆者試算
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の裁定時には夫婦であった者が死別によって遺族
年金を受け取る場合と，裁定時にも単身である場
合が考えられる。遺族年金の場合（多くは妻が受
給するので，妻の遺族世帯を想定する），

①夫分として老齢厚生年金の報酬比例部分の75%
と妻自身の老齢基礎年金を受け取る。

②妻自身の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けと
る。

③妻自身の老齢厚生年金の1/2，夫分として遺族
厚生年金の2/3，そして自らの老齢基礎年金を
受け取る。

という方法がある。一般的には選択肢①を取った
方が年金受給額はもっとも高くなり，結果として
家計の可処分所得も高くなる。本稿の試算では，
選択肢③を取るにはもう少し女性の年金受給額が
上昇する必要がある（今後の賃金の動向に依存す
る）。また，夫の死後，稼働所得はなくなるもの
とする。遺族年金には所得税（および相続税）が
課されないため，試算での非消費支出は社会保険
料のみとなる。試算では，片働き世帯も共働き世
帯も夫の年金額は同じなので，結局，遺族年金の
値も同じになる。単身世帯の可処分所得は，非消
費支出として所得税，地方税（固定資産税を除く），
そして社会保険料1人分で構成される。試算の方
法は夫婦世帯の場合と同様であるが，配偶者控除
等がないことが違いである。

Ⅳ　医療・介護費用の家計に対するインパクト

　それでは，医療・介護費用の各家計に対する影
響を考察しよう。ただし，舟岡（2001）が“国民
生活基礎調査においては所得票が福祉事務所経由
で調査されることもあって，高齢者単独世帯を多
く含む高齢者低所得世帯の回収率は良好で，結果
として低所得世帯は所得分布に過大なウエイトを
持つこととなる”と指摘するように，国民生活基
礎調査ではベンチマーク指標として十分なのかと
いう疑問が残る（金額が小さくなる傾向にあると
言われている）。そこで，全国消費実態調査の値

も検討に加えよう。なお，基礎調査では夫婦世帯
に関しては可処分所得をベンチマークに，単身世
帯については平均収入を使用している。また，全
国消費実態調査に関しては，消費支出をベンチ
マークとしている。消費支出を可処分所得が上回
れば，赤字化しないというロジックを用いる。

1　国民生活基礎調査を用いた検討
　図2には夫婦世帯の推計年間収入（以下，すべ
て数値は月額）と推計年金可処分所得の散布図を
描いた。■のドットにある’15:共:65 〜 69歳とは
2015年の共働き65 〜 69世帯の値を示す（以下，
同様）。さらに，ベンチマークとして▲のドットに，
基礎調査（平成21年版）の高齢者世帯の平均所得
金額と平均可処分所得の値を示した。年金額は経
年的に低下していくので収入も低下し，それに応
じて可処分所得も低下するので，基本的に左下が
りの動きを示す。いま，▲のドットから横軸に平
行な直線を引くと，この直線より上方の共働きを
示す●や×は，平成21年水準の可処分所得よりも
大きな値を示すことになる。言い換えれば，2009
年水準の生活水準を維持できる可能性が大きいこ
とを示す（物価の変動には年金のスライド制が対
応する）。しかし，片働きを示す■や◆は，直線
よりも下方にあるので，2009年水準の生活水準を
維持できる可能性が小さいことになる（ただし，
財産所得を無視しているので，これを考慮すれば
維持できる可能性もある）。
　次に単身世帯の評価であるが，基礎調査では金
額表示で表されているデータは少ない。加えて，
年齢階級別の単身世帯のデータで得られるのは平
均所得だけである（恐らく，サンプル数の問題）。
そこで，ベンチマークに基礎調査の単身世帯の男
女別年齢階級別の平均所得金額（年収）を取り，
2010から2025年で試算した男性の男性:65〜69歳，
女性:65 〜 69歳，男性:75 〜 79歳，女性:75 〜 79
歳の推計年間収入を表示したグラフを図3に描い
た（ベンチマークの年齢階級が荒いのも，サンプ
ル数の問題と思われる）。図3を見ると，男性の65
〜 69歳の推計年間収入はベンチ-マークである基
礎調査の値（男性60 〜 69歳の平均収入）を越え
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図2　推計年間収入と推計年金可処分所得の散布図

図3　単身世帯の推計年間収入

出所）筆者推計

出所）筆者推計
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ていて，また，男性の75 〜 79歳の推計年間収入も，
ベンチマークの男性70 〜 79歳の平均収入を越え
ている。しかし，女性はいずれもベンチマークを
越えることはない（こちらも，財産所得を無視し
ているので70 〜 79歳水準の平均収入を越える可
能性はあるが，60 〜 69歳の平均収入を越えるこ
とは難しそうである）。遺族に関しては，女性70
〜 79歳の平均収入を越えるが，女性60 〜 69歳の
平均収入を越えることはない。

2　全国消費実態調査を用いた検討
　次に，「全国消費実態調査　平成21年版（以下，
全消）」を用いた検討を実施する。図4には夫婦世
帯，図5には単身世帯を描いた。縦軸に推計年金
可処分所得（月額），横軸に保険料の合算値（保
険料合算値とは国民健康保険の保険料:65〜69歳，
又は後期高齢者医療制度保険料:75 〜 79歳と介護
保険の保険料の合計値のことである）をとってい
る。当然，横軸に示した保険料の合算値が増加す
ると，縦軸の推計年金可処分所得は低下するとい
う方向に動いていく（基本的に右下がりの傾向を
持つ）。さらに，図4では“65歳以上の夫婦のみの
世帯1”，“65歳以上の夫婦のみの世帯2”，“65歳以
上の夫婦のみの世帯3”，として直線を示した。こ
の直線は，全消の“高齢者夫婦・夫婦高齢者世帯,
有業者の有無, 年間収入階級別1世帯当たり1か月
間の支出”から得た消費支出の水準を示している。
“65歳以上の夫婦のみの世帯1”では，夫婦高齢者
世帯（65歳以上の夫婦のみの世帯）で年間収入が
200 〜 300万円の世帯の消費支出額，“65歳以上の
夫婦のみの世帯2”では年間収入が300 〜 400万円
の世帯の消費支出額，“65歳以上の夫婦のみの世
帯3”では年間収入が400 〜 500万円の世帯の消費
支出額を表している。これを，表2に示した推計
年間収入と世帯類型を考慮に入れて比較すべき直
線を選択する。例えば，2010年の片働きの65 〜
69歳世帯であれば，年間収入は376万円あまり，
推計年金可処分所得（月額）は約20万円である。
推計年間収入（ただし，全消では高齢者世帯の年
金額の所得に占める割合は示されていない）が
300 〜 400万円なので，比較すべき直線は“65歳以

上の夫婦のみの世帯2”が示す直線となる。片働き
65 〜 69歳世帯を示す+のドットが“65歳以上の夫
婦のみの世帯2”の直線より上にあれば，

消費支出　︿　推計年金可処分所得

となって，この消費支出（平成21年水準）を賄え
ることになる。しかし，直線の下に+のドットが
来るのならば，

消費支出　﹀　推計年金可処分所得

となって，フローの所得だけでは赤字になってし
まうことを示す。基本的に，2015年以降の共働き
世帯だけが　消費支出　<　推計年金可処分所得
　という状況になっている（ただし，財産所得を
無視しているので，これを考慮すれば維持できる
可能性もある）。

　一方，図5でも各ドットは基本的に経年的に右
下がりの傾向を持っている。同様に“単身世帯:男
性（65 〜 69歳）”，“単身世帯:男性（75 〜歳）”，
“単身世帯:女性（65 〜 69歳）”，“単身世帯:女性（75
〜歳）”として図5上に直線を示している。これも，
全消21の“60歳以上の男女, 年齢階級, 年間収入の
種類別1世帯当たり年間収入”からの消費支出の水
準を描いたものである（単身世帯に関して，サン
プル数の関係から年間収入階級別にはデータを取
ることは出来ない）。消費の水準が最も高いのが
単身の男性の65 〜 69歳であるが，図を見ると□
のドットが“単身世帯:男性（65 〜 69歳）”の直線
の上方に位置している。これは，

　消費支出　︿　推計年金可処分所得

の状況である。また，単身世帯の男性と遺族世帯
に関しては，消費支出を示す直線よりもドットが
概ね上方に位置しており，消費支出を可処分所得
が上回る状況になっている。しかし，遺族世帯の
推計年金可処分所得では単身女性の消費支出水準
を大きく下回る結果となっている。単身世帯:女
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図4　夫婦世帯推計年金可処分所得と保険料合算値の散布図

図5　単身世帯の推計年金可処分所得と保険料合算値の散布図

出所）筆者推計

注）各ドットは右から2010，2015，2020，2025である。
出所）筆者推計
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性（65 〜 69歳）であると，5万円ほど推計年金可
処分所得を下回ることになる（財産所得を無視し
ているということだけでは説明がつかない）。

　以上のように，基礎調査と全消をベンチマーク
として検討した結果，片働き世帯は基礎調査との
比較でも全消との比較でも，可処分所得上の問題
があることが分かった。さらに，基礎調査では十
分な可処分所得を得られるとしていた共働きの65
〜 69歳世帯が，全消との比較では否定されると
いう結果となった。また，収入レベルでも，可処
分所得のレベルでも低いという結果になったのは
単身の女性であった。このことは，これまで多く
の指摘があった結果に共通する（有森　2007）。
一方，遺族世帯に関しては，収入で見ると低いと
いう結果（基礎調査との比較）になったが，可処
分所得レベルではかなりの程度の水準にあること
が分かった（全消との比較）。税制上の“優遇措置”
の効果である。

Ⅴ　おわりに

　厚労省の医療・介護費用の試算は，その方法に
ついても，その試算期間の短さを除いて最善のも
のであると言える。平成24年3月の医療・介護費
用の試算結果から見る限り，年金世代の共働き世
帯と単身世帯の男性，そして遺族世帯に関しては，
年金給付が十分であるので2025年以降も生活が困
窮する可能性は低い（例えば，2010年に80歳以上
の世代は資産も潤沢である）。ただし，片働きの
世帯と単身の女性の世帯は憂慮される。特に，単
身女性の年金給付額はかなりの程度低くなる（低
かった賃金プロファイルが影響）ので，フローの
所得だけでは生活が困難になる。彼女達は，貯蓄
等を取り崩す必要があるし，生計費を補填する施
策が必要かもしれない（山本　2012）。また，今後，
遺族年金（多くは女性が受給する）との公平性の
問題が生ずる可能性もある。
　また，今後の検討を要するのは，推計年金可処
分所得の計算では非消費支出のところで各種保険
料についての2025年までの変化分を考慮している

が，消費支出については2009年水準のまま，つま
り，2009年水準の医療・介護の自己負担の動向が
継続するものとしている点である。2025年という
極近い将来は，団塊の世代前後の人口が最も多い
年齢階層が後期高齢者になる時であり，このまま
行くと医療・介護費用の増大が予想され，ひいて
は医療・介護費の自己負担が引き上げられて消費
支出が増大に転じるという可能性がある。そして，
その場合は耐久消費財を長く使用するといった具
合に，各世帯は家計の構造を変化させるであろう。
しかし，その一方で年金受給額が十分でない場合，
医療・介護費の自己負担を引き上げるという改革
の選択肢自体が閉ざされてしまう可能性がある。
　さらに，今回の試算については，未だ正規雇用
が多かった世代であると考えられる（年金額が比
較的高いのは，正規雇用として賃金を得ていたも
のと思われる）。1960年より後に生まれた世代に
ついては，今回の試算からは漏れている。この世
代に関して憂慮されるのは非正規雇用者の増大
と，正規雇用者であっても年金受給額が低くなる
可能性をはらんでいることである。その一つの原
因は，長引く不況による賃金の低迷にある。基本
的に，年金給付は賃金の関数であり，賃金が低下
すれば年金も低下する。この点は他日を期したい。

謝辞
　本稿は，平成21 〜 23年度に国立社会保障・人
口問題研究所で実施された「社会保障計量分析モ
デル開発事業」の成果の一部である。本特集の取
りまとめと同事業の委員でもあった大林守氏（専
修大学教授）には，特に記して感謝申し上げる（所
外・所内の同事業の委員にも感謝申し上げる）。
また，計算に際しては早稲田大学大学院経済学研
究科の劉闖氏のお世話になった。もちろん，本稿
に残された誤りは筆者のみの責任である。また，
本稿は筆者の個人的見解であり，所属する機関と
は何ら関係が無いことをお断りしておく。

注
1）厚生白書平成3年版に“平成2年10月1日現在,65歳

以上の高齢者の人口は1,489万5千人であり,総人口
の12%を占めている。「日本の将来試算人口（平成
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3年6月暫定試算）」の中位試算によれば,昭和22年
から24年に生まれたいわゆる団塊の世代すべてが
65歳を超える平成26年に,高齢者数は3,000万人を
突破し,その人口比率も現在の約2倍の23%に達す
るなど,今後急速な高齢化が進むことが予想され
ている。”という既述がある。

2）http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
hokabunya/shakaihoshou/kaikaku.html　 ア ク セ
ス（平成24年12月25日）

3）当然，資産に対する配慮がないという批判はあ
ろうが，1）各種統計データに信用できる資産の
項目がないことや（鈴木　2008），2）これからの
高齢者には資産形成のタイミングが少なかったこ
と（金融広報中央委員会（2012）によると，30
〜 50歳代でも30％程度の世帯が貯蓄ゼロである
という）を鑑み，今回はフローの所得のみを考察
の対象とした。この点は，今後の課題でもある。

4）国保や後期高齢者医療制度の保険料には旧但し
書き所得，すなわち，賦課基準額1＝公的年金等
に係る雑所得＋所得控除後の給与所得−33万円を
用い，所得税や住民税には，賦課基準額2＝公的
年金等に係る雑所得＋所得控除後の給与所得−社
会保険料控除−その他控除（生命保険料控除等）
を用いる。
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都道府県別医療費の長期推計

中　田　大　悟

I　はじめに

　少子化と長寿化の進展により，わが国の人口構
造はより一層高齢化していくが，それは今後二段
階のフェーズを経て進行すこととなる。最初の
フェーズは現在進行中の団塊世代のリタイアに伴
う高齢化であり，第二のフェーズは2040年頃から
始まる団塊ジュニア世代のリタイアに伴う高齢化
である。将来人口推計は，経済予測などの他の社
会科学の将来推計と異なり，現時点での人口構造
と出生行動が数十年先までも規定しているため非
常に安定的であることを考慮すれば，程度の差こ
そあれ，今後の人口構造の高齢化は不可避である
といえる。
　来る超高齢化社会に備えるため，わが国の社会
保障制度もさまざま対応を取ってきている。例え
ば公的年金制度では，保険料の引き上げスケ
ジュールと上限を明確化するとともに，賦課方式
を補完する積立金を一層積み上げて，その運用益
と取り崩しを活用し，併せて給付水準も一定の
ルールに基づいて削減する（マクロ経済スライド）
することで，おおむね一世紀の制度の頑健性を保
持しようとする改正が2004年に行われた。これに
より，少なくとも年金財政そのものの持続可能性
は強化されることになった。
　それに対して，概ね純粋な賦課方式を採用して
いる医療・介護保険制度では，漸進的な改正を繰
り返して実施し，様々な改善が見られるものの，
いまだ課題は山積している。今後進展する高齢化
が不可避である以上，来る高齢化社会においても

医療制度をいかにして持続可能なものにしていく
か，長期的な視野にたった議論を行う必要がある。
ただし，政府による公式の医療費・介護費推計は，
どれも2025年までが推計期間として設定されてお
り，それ以降のものに関しては存在していない。
　たしかに長期にわたる医療費推計を行うにはい
くつもの留保条件がある。まず，医療経済学にお
けるNewhouse（1977）以降の一連の研究で明ら
かになってきたように，これまでの医療費の伸び
に最大の影響を与えているのは技術革新であり，
将来における技術革新の姿が不透明である以上，
必要以上に長期間の推計を行っても自ずと限界が
ある。また，医療費はサービス供給サイドの構造に
強く規定される。そのため，医療機関や医師の配置
や病床数などの構造が大きく変化するほど遠くの
将来の医療費予測はその精度に疑問符がつく1）。
　しかしながら，わが国の人口構造が中長期にわ
たって高齢化することは避けようのない事態であ
るから，一定の仮定のもとに，医療・介護制度の
長期的な姿を見通して，議論のメルクマールを得
る必要はある。そこで，本稿では，わが国の長期
的な医療費に関して，政府の公式推計と平仄を合
わせる形で，将来見通しを推計する。
　そして，医療費の推計を行う際に留意しなけれ
ばならないのは，全国単一保険者の年金保険とは
違い，医療・介護保険は企業・職域別保険者と地
域保険者の併存で運営されているという点である2）。
そしてさらに，国・厚生労働省はこれらの各保険
者の都道府県単位での再編を促進する方針を示し
てきている。2008年から創設された後期高齢者医
療制度が都道府県単位に設立された広域連合が運
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営主体となっているのはその典型であるが，市町
村国保に関しても，規模が小さすぎて財政基盤の
脆弱な保険者も存在する現状を改善するために，
現在1720の保険者を，保険財政共同安定化事業の
拡大を先鞭として，都道府県単位で再編・統合す
る方針を打ち出している3）。また，かっては政管
健保として全国単一の単位で運営されていた中小
企業被用者の保険も，2008年に，公法人「全国健
康保険協会」が管掌する全国健康保険協会管掌健
康保険（協会けんぽ）に改組された。それまでの
政管健保は，単一の保険者として全国一律の保険
料率を維持してきたが，現在は，同協会の各都道
府県支部が，各地域の給付実績を反映した都道府
県別保険料率を設定し，運営している。そして，
これまで盤石な財政基盤に支えられてきた健保組
合についても，近年，規模の小ささと経済不振を
受けて困窮する組合が続出してきた。そこで，
2006年以降，これらの小規模・脆弱な健保組合に
関しても，企業・業種を超えて都道府県内で統合
し，地域型健康保険組合を設立することが認めら
れるようになっている。
　このように，わが国の医療保険制度は，今後よ
り地域型医療保険の色彩が濃くなっていくと思わ
れる。特に，一定の規模を確保できる都道府県単
位への再編が，より進んでいくことだろう。この
時，国全体の医療費を推計することは，政府の財
政負担やマクロ経済への影響を考える場合には有
用であるが，医療保険制度そのものの安定性を考
える場合には，その意味が限定的なものになるこ
とが理解できよう。そこで本稿では，将来の長期
の医療・介護費の推計を，国全体で行うだけでは
なく，都道府県別に推計することを主目的に据え
る。都道府県別の推計を行うことで，将来のわが
国の医療制度の設計とファイナンスの在り方に関
する議論に資するものになると考えるからである4）。
　本稿の構成は以下のとおりである。次の第二節
で推計に用いたデータと推計方法について解説す
る。第三節では推計結果を示すとともに，そこか
ら得られる含意について議論する。第四節は結語
とする。

Ⅱ　推計方法

1　基本フレームワーク
　推計の基本的なフレームワークは，2012年に内
閣官房に設置された「社会保障改革に関する集中
検討会議」において公表された『医療・介護に係
る長期推計』に準じている。同シミュレーション
は，これまでの厚生労働省の公式推計であるとこ
ろの『社会保障の給付と負担の見通し』や2008年
の社会保障国民会議における『医療・介護費用の
シミュレーション』と同様の手法で，将来の医療
費を推計したものである。これは，基本的には，

施設別・性別・年齢階級別の医療利用者数（のべ
日数）
　×施設・病床種類別一日あたり単価
　×単価の伸び率

で毎年の医療・介護費を推計するものである。
　利用者数は，現状の施設別・病床種類別・年齢
階級別の医療サービス利用者数が同年齢階級人口
に占める割合を利用者数発生確率とみなして，こ
の確率を各年の各歳階級別人口に乗じることで一
日あたりの医療・介護サービスの利用者数を求め
る。これに，現状の平均在院日数等の施設・サー
ビス別の利用状況を乗じることで，各年の延べ患
者・利用者数とする。
　施設・病床種類別の単価は，現状の施設・病床
種類別の医療費を利用者のべ日数で除して一日当
たり単価とする。そして，これに経済成長率，賃
金上昇率等を加味した単価の伸び率をかけること
で，将来の医療サービス費用単価の推計値とする。
　ただし，『医療・介護に係る長期推計』が2025
年までの数時点の将来推計を行っているのに対し
て，本推計では，2065年までの5年毎の通時的な
長期推計を行う。推計に用いるソフトフェアにつ
いては，公表されている『医療・介護に係る長期
推計』のバックアッププログラムが汎用性を重視
してマイクロソフト社の表計算ソフトを使用して
いるのに対して，本稿では，都道府県別の推計を
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行うことから，表計算ソフトの仕様では作業が煩
雑になるため，一般的な行列演算ソフトを使用し
た。

2　人口・利用者推計
（1） 都道府県別人口の延長推計
　将来人口として用いるのは，社人研の平成18年
12月推計である。同推計には既に平成24年1月推
計という最新版が存在するが，旧版の推計を採用
するのは以下の理由による。
　社人研の将来人口推計には，国全体の性・年齢
別人口を推計する『日本の将来推計人口』を基礎
として，いくつかのバリエーションが存在する。
具体的には，都道府県別もしくは市区町村別の将
来推計人口，世帯数などである。これらの推計と
基推計である全国版推計とは，その集計値におい
て整合性が保たれるように設計されている。
　しかしながら，本稿執筆時点において平成24年
1月推計と平仄が合うものとして公表されている
のは『日本の世帯数の将来推計（全国推計）』（平
成25年1月推計）のみである。本稿が分析の対象
としているのは都道府県別の医療費推計であるの
で，都道府県別の将来人口推計が必要であるが，
現時点では都道府県別の推計値は，平成18年12月
推計と整合性が取られた『日本の都道府県別将来
推計人口』（平成19年5月推計）が利用可能な最新
推計である。よって，全国推計としては平成18年
12月推計，都道府県版としては平成19年5月推計
を用いることとする。ただし，平成18年12月推計
と平成24年1月推計では，その定量的結論に大き
な結論の差異は存在しないので，用いる将来人口
推計の違いが結論に与える影響は軽微なものと推
察される。
　ただし，国全体の推計と比して，この都道府県
推計には利用に際して幾分不自由な点がある。ま
ず第一に，国全体の推計が，参考推計までを含め
ると2105年までの毎年各歳別年齢を公表している
のに対し，都道府県別人口推計では2035年までの
5年ごとの5歳階級別人口しか公表されていない。
そこで，本稿の推計では，推計時点を毎年ではな
く，5年ごと（2105年まで）の推計とし，2035年

以降の都道府県別推計人口に関しては，公表され
ている仮定値表をもとに独自に延長推計を行うこ
ととした。
　具体的には，公表されている都道府県別の5歳
階級別生残率と移動率を用いて，翌年の都道府県
別5歳階級人口を計測するとともに，0 〜 4歳児に
関しては，同じく公表されている都道府県別の年
齢階級別出生率と出産可能年齢女性人口を乗じる
ことで単年の出生児数を求め，その出生児数の都
道府県比率を基推計である全国版推計の同階級に
乗じることで求めた。ただし，上記の方法では，
各都道府県推計を年齢別に集計したものと全国版
推計の間で若干の誤差が生じるため，それに関し
ては誤差率を全国地率に乗じることで補正を行っ
た。したがって，全国版推計と都道府県の独自延
長推計の合計数では整合性が保たれている。
　また，都道府県別人口推計では，85歳以上人口
が一階級としてまとめられてしまっているが，医
療・介護費用推計では85歳以上も100歳以上階級
までの5歳ごとに分割する必要がある。これに関
しては，全国版推計の人口比率を乗じて案分する
ものとした。
　さて，このようにして推計された都道府県別将
来人口推計から得られる高齢化の将来像は次のよ
うものであることがわかる。先に述べたように日
本全体の高齢化は団塊世代と団塊ジュニア世代の
引退により二段階で加速進展し，これは各都道府
県においても定性的に同じことであるが，その程
度をみると各都道府県において相当異なる。特に，
各都道府県人口に占める高齢者の割合で見た場合
の人口構造高齢化水準は，2035年頃まで緩やかに
収束すると見込まれている。このような高齢化水
準の収束現象が生じる原因は，現在高齢化水準が
高くない東京などの都市部の出生率が低く，加え
てこれらの地域に都道府県間の成人，老年階級の
移動率がプラスで高い地域が多いという点が影響
している。

（2） 各制度加入者数の推計
　本稿では，医療費における全国推計，都道府県
別推計だけではなく，各保険制度別の医療費推計
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も行う。ただし，ここで取り扱う保険制度は，国
民健康保険（市町村），協会けんぽ，後期高齢者
医療制度の都道府県別医療費と全国計で推計され
た健保組合である。データ等の制約から，国民健
康保険組合，共済組合，船員保険は推計の対象外
とした。
　各制度における被保険者数，加入者数の推計に
ついては，直近の各都道府県，性別，制度別，年
齢階級別の被保険者数，被扶養者数と同時点での
各都道府県別，性別，年齢階級別人口の比をもっ
て，各制度における加入率とみなし，その比率を
将来時点人口に乗ずることで将来被保険者数推
計，将来加入者数推計とした。ただし，その際，
各都道府県別，性別人口からは，平成22年被保護
者全国一斉調査（厚生労働省）を用いて，生活保
護人員を減じたものを用いている。
　具体的には，協会けんぽ，健保組合については，
平成22年度健康保険・船員保険被保険者実態調査
の各都道府県別，年齢階級別，性別被保険者数，
被扶養者数を用いており，国民健康保険の各都道
府県別被保険者数については平成22年度国民健康
保険実態調査（保険者票編）の都道府県別，年齢
階級別被保険者数を，前述の協会けんぽ，健保組
合の被保険者数，被扶養者数を各都道府県別，性
別人口から差し引いた場合の各都道府県男女比を
乗じて，直近の各都道府県，性別，制度別，年齢
階級別の被保険者数，被扶養者数とみなしている。

（3） 患者数の推計
　患者数の推計については，まず国全体の患者数
を推計したものと，それと同様の手法で各都道府
県毎に推計したものを別に推計し，後者の推計値
が前者の全国推計値と一致するように一定比率の
調整項を乗じて修正するという方法をとった。こ
のような方法をとったのは，国・厚生労働省の推
計と同様の手法をとった場合のマクロでの推計と
都道府県別の推計の間で平仄を合わせられるから
というだけでなく，患者調査（厚生労働省）等の
公表統計資料において，全国集計の統計表の方が
年齢階級別などの細かい情報が多いのに対して，
都道府県別集計の場合は年齢等の項目については

集計されて公表されている場合が多いからであ
る。その為，都道府県別推計を積み上げる形で患
者数を推計した場合，不用意な誤差が生じかねな
い。これを避けるために，本稿では都道府県別推
計を全国集計に合わせて調整する方法を採用し
た。
　全国計の患者数に関しては，『医療・介護に係
る長期推計』とほぼ同様の手法をとった。まず，
入院患者に関しては，『平成22年度患者調査』（厚
生労働省）の病床種類・病院診療所別・性年齢階
級別の推定患者数を用いて，その同時点での対人
口比をもって患者発生確率とし，この発生確率が
通時的に維持されるものと仮定して将来の入院患
者数の推計とした。外来患者に関しても，同じく
『平成20年度患者調査』（厚生労働省）における
病院診療所別・性年齢階級別推定患者数を利用し
て外来患者数推計とした5）。
　ただし，これらの患者数は1日あたりの患者数
であるため，これを年間の延べ日数に引き延ばす
ため，『平成22年度医療費の動向-MEDIAS -』（厚
生労働省）にある受診延べ日数を乗じ，年間の患
者数として利用する。この際，『医療・介護に係
る長期推計』においては，病床の種類別を考慮せ
ず，均等に延べ日数を算出しているが，本稿が対
象とする都道府県別の推計においては，各都道府
県における病床構造の差異が医療費に与える影響
を無視することはできないので，上記のMEDIAS
から算出される延べ日数を病床別に案分する際
に，『平成23年度患者調査』（厚生労働省）から得
られる都道府県別，病床種類別の平均在院日数を
利用して割り振ることとしている。
　以上はマクロでの患者数の推計であるが，続い
て，これを都道府県に案分するために都道府県別
のデータを利用する。上記で推計した1日当たり
の患者数を，同じく『平成23年度患者調査』（厚
生労働省）に所収されている入院外来別・性年齢
階級別・都道府県別の推計患者数（患者住所地）
の情報を用いて案分する。だたし，この都道府県
別推計患者数は，入院・外来および性年齢階級の
集計表であり，全国表に記載されていた病床別・
病院診療所別の情報が存在していない。これに関
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しては，おなじく患者調査に記載されている都道
府県別・病院診療所別推計患者数を用いて案分し
た。
　また，入院患者を都道府県別の延べ日数とする
ために，『平成23年度患者調査』（厚生労働省）に
所収されている都道府県別・病院診療所別・年齢
階級別の推計平均在院日数を用いて，マクロの受
診延べ日数を比例的に案分することとした。以上
のように推計された患者数に単価を乗じること
で，年々の医療費が算出される。
　ただし，上記の推計は『医療・介護に係る長期
推計』における，「現状投影シナリオ」にあたる
方法を踏襲していることに注意する必要がある。
『医療・介護に係る長期推計』は，将来のあるべ
き医療・介護サービス体制の選択と集中の結果と
して生ずるであろう医療・介護費と必要マンパ
ワーの推定を目的のひとつに据えており，「現状
投影シナリオ」は現行の提供体制を前提条件とし
た需要サイドの行動が今後も変化しないと想定し
た場合の議論のメルクマールとして推計されてい
る。しかし，本稿の分析は，医療資源の適切な再
配分が与える影響についてではなく，あくまで将
来の地域間の高齢化の進展の差異が，各地域・制
度における医療費格差にどのような影響を与えう
るか，という点にあるため，『医療・介護に係る
長期推計』の「現状投影シナリオ」の方法を採用
した。

3　単価，伸び率，および経済想定の設定
（1） 医療単価の設定
　医療費の単価に関しては，都道府県別に推計す
るのではなく，全国均一の単価を用いることとし
た。具体的には，これも『医療・介護に係る長期
推計』に倣い，MEDIASおよび『平成22年度社会
医療診療行為別調査』（厚生労働省）に記載され
ている一日当たりの点数表を用いて，入院外来別・
病床種別・病院診療所別の一日単価を推計してい
る。

（2） 単価の伸び率，および経済想定の設定
　医療費単価の伸び率が将来推計の結果に最大の

影響を及ぼすファクターであるが，これについて
も，原則として『医療・介護に係る長期推計』に
おける伸び率の設定方法に従うこととした。具体
的には，『医療・介護に係る長期推計』のシミュレー
ションにおける「単価の伸び率ケース①」に準じ
たもの用いた。これは，Getzenらの研究成果を
受けて，1人当たりの医療費の伸び率が過去5年程
度の経済成長率によって規定されると想定した
ケースであり，

1.9% + 1/3×経済成長率

という関係式に従って決まるものと想定するもの
である。上式の第一項目の1.9%は，医療技術の高
度化等を織り込んだものであり，過去の医療費の
伸び率や診療報酬の改定率から集中検討会議で設
定されたものである。
　ただし，『医療・介護に係る長期推計』では，
上記に第三項目として，在院日数の短縮化や後発
医薬品の割合上昇の効果を想定しており，0.1%ポ
イントを上式から減ずる処理をしている。『医療・
介護に係る長期推計』のように，2025年までの比
較的短期な視野を重視した推計であれば，効率化
の効果を定常的に仮定しても問題は無いが，本稿
のようにより長期の推計を実施する場合，極限ま
で在院日数を削減するように見えてしまうなど，
いくぶん不自然さが残る。したがって，ここでは
この項を落とし，純粋に医療の高度化を反映した
第一項と経済成長との相関関係を反映した第二項
だけで，医療費単価の伸びを説明することとする。
　この設定に従って，医療費および介護費の単価
の伸び率が決定されていくわけであるが，ここで
必要となるのが，賃金上昇率と物価上昇率，そし
て経済成長率である。これらに関しても，『医療・
介護に係る長期推計』で用いられている仮定値を
そのまま採用することとする。具体的には，短期
的な経済前提として，「経済財政の中期的試算（平
成23年1月）」の慎重シナリオにしたがうものとし，
長期的には，名目経済成長率1.7%，名目賃金上昇
率2.5%，物価上昇率1.2%で経済が進展していくも
のと仮定して推計を行う。
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Ⅲ　医療費の推計結果

1　マクロ推計結果
 （1） 制度別加入者推計
　以上の推計方法に基づいて推計した結果を以下
に示すが，まず，都道府県別ではなく，国全体の
マクロの医療費を示す。
　図1は，2015年から2060年までの各医療保険別
の加入者数の推移を示したものである。2060年ま
でを推計期間しているのは，前述の通り，わが国
の高齢化水準が最高潮に達すると目されるのがこ
の年代であるからである。さて，これをみると，
少子化を反映して被用者保険や国民健康保険の加
入者が一貫して減少してるのに反して，後期高齢
者医療制度の加入者が増大し続けていくのが判
る。また，その増大には，団塊世代と団塊ジュニ
ア世代の高齢化に伴うふたつのピークがあるのが
判る。
　後期高齢者医療制度以外の保険制度に着目する
と，協会けんぽと健保組合で減少の程度がことな
ることが目につく。これは，相対的に協会健保の
加入者が多い地方の人口が，健保組合の加入者が

多い都市部の人口に比べて，より早く減少してい
くことを反映した結果である。このような構造の
変化は，地域別の推計を積み上げていくことでし
か確認できない点である。
　国民健康保険については，その加入者の多くが，
75歳未満の中高齢世代が占めることから，後後期
高齢者が増加する時点で，逆に被保険者の減少が
加速するといった，後期高齢者医療制度側の変動
が反転したような現象が生じている。

（2） 医療費推計
　次に将来医療費の動向を確認する。図2には，
総医療費と制度別医療費の将来推移を示している
が，医療費そのものは名目値で推計されているた
め，その相対的規模を把握しにくい。そこで，こ
こでは国民経済に対する医療の規模として医療費
を捉えるために対GDP比を単位して示している。
　図2からは，現在国際的にみても少ない部類に
属するわが国の医療費が，今後，現状の医療需要・
供給行動に変化が生じなかったとしたならば，対
GDP比でみた医療費が現在の欧州諸国並みの水
準にまで上昇する可能性があることが読み取れ
る。また，被用者保険や国民健康保険の医療費は

図1　制度別加入者数の将来推計



429Spring ’13 都道府県別医療費の長期推計

対GDP比でみた場合は今後ほぼ一定比率で推移
するのに対して，後期高齢者制度の医療費が非常
に高い伸びを示し，これがマクロ全体での医療費
の増大を牽引している様子が見て取れる。
　総医療費の増大の説明要因として，高齢者医療

費は今後ますます重要性を増していく。図3には，
名目の総医療費と後期高齢者医療費を図示してい
るが，両者の比でみると，現在，総医療費の34%
程度を占めている高齢者医療費は，今後，2060年
代には60%弱にまでその比率を増していくことが

図2　制度別医療費の対GDP比率

図3　総医療費と後期高齢者医療費
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わかる。
　ただし，総医療費に占める高齢者医療費が増大
することは，おそらく必然的な将来像と思われる
が，これを以って，高齢者医療費の削減が必要で
ある，との短絡的な結論を導くべきではない。上
記の分析から得られる含意は，今後，高齢者医療
に関するニーズが急速に高まっていくであろう，
ということである。消費者（患者）サイドでその
ような潜在的需要が増大するのであれば，経済全
体の厚生の観点から，どのようにして効率的に高
齢者医療を提供してこれに応えていくか，という
点が提供システムとファイナンスの両面から議論
されるべきである。

（3） 都道府県別推計結果
　それでは，都道府県別の医療がどのような推移
を描くか見てみよう。表1から表3は，国民健康保
険，被用者保険，後期高齢者医療制度の全国計と
各都道府県における財政状況を推計した結果であ
る。ただし，すべての都道府県に関して結果を掲
載することは紙面の制約からできないので，ここ
では6都道府県を抜粋して掲載している。どの推
計においても，将来想定される給付費を前提に，
現行の財政構造を前提にして，保険財政の均衡達
成のためにはどれだけの保険料収入が必要か，推
計している。
　表1は国民健康保険の将来財政推計である。国
民健康保険財政の推計においては，平成22年度国
民健康保険事業年報結果を基に，法定公庫負担だ
けでなく，各市町村が独自に一般会計から投入し
ている法定外繰入などの規模が，対医療費ベース
で現行規模が今後も維持されると仮定して推計し
ている。
　表2は健保組合と協会けんぽに関する将来財政
推計である。健保組合に関しては，全国計での推
計のみ行っている。また，協会けんぽの推計にお
いて，協会けんぽの各都道府県支部が被保険者に
課す保険料率に関しては，全国健康保険協会が
ウェブ上で公開している「都道府県単位保険料率
算定用バックデータ」を利用して算出している。
現行の制度では，協会けんぽの保険料率のうち，

およそ半分については全国の加入者による加入者
割で割り振られるが，残りのおよそ半分について
は各都道府県支部毎の加入者の年齢構成や所得分
布を反映させて差異をつけるものとなっている。
ここでは，現行の保険料負担構造が今後も継続さ
れるものとして，保険料負担の推計を行った。
　表3には後期高齢者医療制度の将来財政推計を
示している。ここでは，平成22年度後期高齢者医
療制度被保険者実態調査を用いて，各都道府県に
おける保険料の均等割の軽減対象者数を利用し
て，法定の公庫負担以外の税負担を別途試算して
いる。さらに，後期高齢者医療制度の主要財源の
ひとつである他の保険制度からの支援金（後期高
齢者交付金）については，つぎのように算定した。
現在の支援金制度では，被用者保険と国民健康保
険の間では加入者割で支援金を分担し，被用者保
険間においては，三分の一を総報酬割，三分の二
を加入者割として分担しあうことになっている。
前者の総報酬割については，現在足もとの加入者
の平均標準報酬月額の格差比率を将来にもそのま
まあてはめて，分担率を決定させている。
　さて，推計値は名目値で示されているので幾分
解りずらい面もあるが，医療費および保険料負担
の都道府県間格差は徐々に拡大していくことが読
み取れる。注意したいのは，先な述べたように，
本推計で利用している都道府県別の人口推計で
は，都道府県間の高齢化格差はかなりの程度，収
束していく様子を予測していたものであったとい
うことである。しかしながら，各都道府県がこれ
から担うべき1人当たり医療費，保険料を見れば，
格差は逆に緩やかな拡大傾向を示すということに
なるのは興味深い。
　これは，1人当たり病床数や入院日数，医療機
関数など，そもそも各都道府県間に内在する医療
費格差の要因を引きずったままで今後の本格的な
高齢化社会を迎えた場合，例え地域間の高齢化格
差が縮小したとしても，それをドミネイトするほ
どの医療費，保険料負担格差が発生しうる，とい
うことを示している。

（4） 都道府県別にみた保険料負担変化
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表1　各都道府県（抄録）の国民健康保険財政の将来推計
2015 2025 2035 2045 2055 2065

全
国
計

保険料（千億円） ¥32,772 ¥46,424 ¥66,101 ¥81,914 ¥98,702 ¥118,109
加入者一人当たり保険料（万円） ¥8.96 ¥14.39 ¥21.28 ¥28.46 ¥41.40 ¥56.47
公費負担（千億円） ¥63,034 ¥72,552 ¥92,617 ¥116,726 ¥121,823 ¥137,937
前期高齢者交付金（千億円） ¥32,956 ¥37,450 ¥45,627 ¥61,624 ¥63,535 ¥70,872
保険給付費（千億円） ¥109,690 ¥126,136 ¥161,102 ¥203,253 ¥212,024 ¥240,112
後期高齢者支援金（千億円） ¥19,071 ¥30,290 ¥43,243 ¥57,011 ¥72,035 ¥86,806

北
海
道

保険料（千億円） ¥1,391 ¥1,905 ¥2,491 ¥2,857 ¥3,331 ¥3,630
加入者一人当たり保険料（万円） ¥9.41 ¥14.86 ¥21.79 ¥27.93 ¥40.67 ¥54.45
公費負担（千億円） ¥2,527 ¥2,918 ¥3,735 ¥4,733 ¥4,929 ¥5,581
前期高齢者交付金（千億円） ¥1,452 ¥1,690 ¥2,163 ¥3,050 ¥3,185 ¥3,713
保険給付費（千億円） ¥4,598 ¥5,310 ¥6,798 ¥8,615 ¥8,971 ¥10,158
後期高齢者支援金（千億円） ¥771 ¥1,203 ¥1,591 ¥2,027 ¥2,475 ¥2,766

茨
　
城

保険料（千億円） ¥876 ¥1,214 ¥1,607 ¥1,945 ¥2,290 ¥2,617
加入者一人当たり保険料（万円） ¥9.24 ¥14.67 ¥21.39 ¥28.62 ¥41.32 ¥55.79
公費負担（千億円） ¥1,523 ¥1,744 ¥2,239 ¥2,784 ¥2,917 ¥3,311
前期高齢者交付金（千億円） ¥577 ¥660 ¥848 ¥1,154 ¥1,221 ¥1,414
保険給付費（千億円） ¥2,482 ¥2,842 ¥3,649 ¥4,537 ¥4,753 ¥5,395
後期高齢者支援金（千億円） ¥494 ¥777 ¥1,046 ¥1,346 ¥1,675 ¥1,947

東
　
京

保険料（千億円） ¥3,593 ¥5,452 ¥8,542 ¥11,360 ¥13,848 ¥16,992
加入者一人当たり保険料（万円） ¥8.95 ¥14.41 ¥21.63 ¥30.12 ¥43.32 ¥59.21
公費負担（千億円） ¥6,625 ¥7,543 ¥9,585 ¥12,130 ¥12,615 ¥14,288
前期高齢者交付金（千億円） ¥3,014 ¥3,238 ¥3,485 ¥4,374 ¥4,406 ¥4,653
保険給付費（千億円） ¥11,138 ¥12,682 ¥16,116 ¥20,394 ¥21,209 ¥24,022
後期高齢者支援金（千億円） ¥2,093 ¥3,550 ¥5,497 ¥7,471 ¥9,659 ¥11,910

長
　
野

保険料（千億円） ¥482 ¥675 ¥941 ¥1,123 ¥1,323 ¥1,636
加入者一人当たり保険料（万円） ¥8.50 ¥13.67 ¥20.27 ¥26.95 ¥39.14 ¥53.98
公費負担（千億円） ¥905 ¥1,040 ¥1,334 ¥1,684 ¥1,756 ¥1,990
前期高齢者交付金（千億円） ¥418 ¥483 ¥596 ¥827 ¥871 ¥951
保険給付費（千億円） ¥1,510 ¥1,734 ¥2,225 ¥2,809 ¥2,928 ¥3,319
後期高齢者支援金（千億円） ¥296 ¥464 ¥646 ¥825 ¥1,021 ¥1,258

石
　
川

保険料（千億円） ¥279 ¥377 ¥529 ¥636 ¥750 ¥891
加入者一人当たり保険料（万円） ¥9.20 ¥14.76 ¥21.73 ¥28.44 ¥41.38 ¥56.32
公費負担（千億円） ¥525 ¥606 ¥778 ¥980 ¥1,024 ¥1,161
前期高齢者交付金（千億円） ¥317 ¥367 ¥458 ¥624 ¥651 ¥733
保険給付費（千億円） ¥963 ¥1,110 ¥1,426 ¥1,798 ¥1,878 ¥2,128
後期高齢者支援金（千億円） ¥158 ¥240 ¥339 ¥443 ¥548 ¥657

岐
　
阜

保険料（千億円） ¥575 ¥798 ¥1,092 ¥1,323 ¥1,597 ¥1,912
加入者一人当たり保険料（万円） ¥9.66 ¥15.49 ¥22.33 ¥29.51 ¥43.00 ¥58.36
公費負担（千億円） ¥1,060 ¥1,233 ¥1,554 ¥1,945 ¥2,041 ¥2,303
前期高齢者交付金（千億円） ¥514 ¥591 ¥730 ¥994 ¥1,024 ¥1,139
保険給付費（千億円） ¥1,839 ¥2,138 ¥2,696 ¥3,374 ¥3,541 ¥3,994
後期高齢者支援金（千億円） ¥311 ¥484 ¥681 ¥888 ¥1,122 ¥1,360

広
　
島

保険料（千億円） ¥636 ¥860 ¥1,234 ¥1,496 ¥1,775 ¥2,128
加入者一人当たり保険料（万円） ¥8.64 ¥13.77 ¥20.70 ¥26.93 ¥39.36 ¥54.00
公費負担（千億円） ¥1,305 ¥1,481 ¥1,915 ¥2,463 ¥2,548 ¥2,896
前期高齢者交付金（千億円） ¥1,077 ¥1,234 ¥1,546 ¥2,113 ¥2,183 ¥2,456
保険給付費（千億円） ¥2,633 ¥2,989 ¥3,866 ¥4,971 ¥5,144 ¥5,845
後期高齢者支援金（千億円） ¥384 ¥586 ¥830 ¥1,100 ¥1,363 ¥1,635

愛
　
媛

保険料（千億円） ¥324 ¥447 ¥596 ¥666 ¥803 ¥929
加入者一人当たり保険料（万円） ¥8.08 ¥13.08 ¥19.44 ¥24.22 ¥36.11 ¥49.21
公費負担（千億円） ¥783 ¥900 ¥1,165 ¥1,463 ¥1,526 ¥1,733
前期高齢者交付金（千億円） ¥425 ¥494 ¥634 ¥888 ¥921 ¥1,050
保険給付費（千億円） ¥1,323 ¥1,520 ¥1,968 ¥2,473 ¥2,578 ¥2,929
後期高齢者支援金（千億円） ¥209 ¥321 ¥427 ¥544 ¥672 ¥783

福
　
岡

保険料（千億円） ¥1,097 ¥1,624 ¥2,284 ¥2,848 ¥3,614 ¥4,249
加入者一人当たり保険料（万円） ¥7.98 ¥13.17 ¥19.69 ¥25.78 ¥38.60 ¥52.67
公費負担（千億円） ¥2,827 ¥3,240 ¥4,162 ¥5,248 ¥5,467 ¥6,203
前期高齢者交付金（千億円） ¥1,586 ¥1,787 ¥2,225 ¥2,989 ¥3,017 ¥3,412
保険給付費（千億円） ¥4,792 ¥5,494 ¥7,057 ¥8,897 ¥9,269 ¥10,517
後期高齢者支援金（千億円） ¥717 ¥1,158 ¥1,615 ¥2,188 ¥2,829 ¥3,348
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表2　被用者保険財政の将来推計（抄録）
2015 2025 2035 2045 2055 2065

健
保
組
合

全
国
計

保険料（千億円） ¥68,460 ¥87,876 ¥109,214 ¥133,431 ¥157,712 ¥183,228
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.99 ¥33.79 ¥47.04 ¥65.36 ¥88.51 ¥117.03
公費負担（千億円） ¥831 ¥1,067 ¥1,326 ¥1,621 ¥1,916 ¥2,225
保険給付費（千億円） ¥38,117 ¥43,697 ¥51,346 ¥57,361 ¥62,465 ¥69,840
前期高齢者納付金（千億円） ¥13,936 ¥16,058 ¥20,136 ¥28,314 ¥29,666 ¥34,122
後期高齢者支援金（千億円） ¥17,239 ¥29,189 ¥39,058 ¥49,377 ¥67,497 ¥81,491

協
会
け
ん
ぽ

全
国
計

保険料（千億円） ¥74,583 ¥94,794 ¥118,268 ¥141,523 ¥164,499 ¥189,051
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.24 ¥33.32 ¥46.50 ¥64.73 ¥88.34 ¥117.58
公費負担（千億円） ¥19,102 ¥24,257 ¥30,256 ¥36,191 ¥42,032 ¥48,303
保険給付費（千億円） ¥51,097 ¥59,636 ¥71,769 ¥80,232 ¥87,648 ¥98,329
前期高齢者納付金（千億円） ¥14,209 ¥16,040 ¥19,825 ¥27,213 ¥27,594 ¥30,872
後期高齢者支援金（千億円） ¥18,473 ¥30,714 ¥41,109 ¥51,286 ¥69,111 ¥82,655

協
会
け
ん
ぽ

北
海
道

保険料（千億円） ¥3,702 ¥4,575 ¥5,583 ¥6,438 ¥7,233 ¥8,015
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.74 ¥34.60 ¥49.35 ¥69.63 ¥97.12 ¥132.64
公費負担（千億円） ¥1,002 ¥1,283 ¥1,634 ¥1,934 ¥2,261 ¥2,614
保険給付費（千億円） ¥2,517 ¥2,923 ¥3,588 ¥3,984 ¥4,353 ¥4,908
前期高齢者納付金（千億円） ¥684 ¥724 ¥824 ¥1,041 ¥947 ¥932
後期高齢者支援金（千億円） ¥1,197 ¥1,982 ¥2,757 ¥3,458 ¥4,617 ¥5,624

協
会
け
ん
ぽ

茨
　
城

保険料（千億円） ¥1,176 ¥1,454 ¥1,773 ¥2,082 ¥2,367 ¥2,659
加入者一人当たり保険料（万円） ¥22.34 ¥32.00 ¥44.96 ¥62.91 ¥86.32 ¥115.82
公費負担（千億円） ¥276 ¥341 ¥424 ¥505 ¥583 ¥667
保険給付費（千億円） ¥751 ¥867 ¥1,048 ¥1,173 ¥1,277 ¥1,437
前期高齢者納付金（千億円） ¥251 ¥270 ¥321 ¥423 ¥411 ¥437
後期高齢者支援金（千億円） ¥209 ¥360 ¥490 ¥618 ¥868 ¥1,052

協
会
け
ん
ぽ

東
　
京

保険料（千億円） ¥7,876 ¥10,507 ¥13,596 ¥16,712 ¥19,890 ¥23,674
加入者一人当たり保険料（万円） ¥22.53 ¥31.56 ¥43.46 ¥60.07 ¥80.86 ¥106.50
公費負担（千億円） ¥1,890 ¥2,377 ¥2,965 ¥3,576 ¥4,093 ¥4,711
保険給付費（千億円） ¥5,129 ¥5,814 ¥7,138 ¥8,008 ¥8,661 ¥9,804
前期高齢者納付金（千億円） ¥1,509 ¥1,923 ¥2,562 ¥3,722 ¥3,989 ¥4,776
後期高齢者支援金（千億円） ¥1,653 ¥2,690 ¥3,303 ¥3,954 ¥5,301 ¥6,084

協
会
け
ん
ぽ

長
　
野

保険料（千億円） ¥1,261 ¥1,582 ¥1,962 ¥2,330 ¥2,707 ¥3,104
加入者一人当たり保険料（万円） ¥22.55 ¥32.42 ¥45.60 ¥63.73 ¥87.16 ¥116.46
公費負担（千億円） ¥303 ¥384 ¥485 ¥583 ¥682 ¥789
保険給付費（千億円） ¥768 ¥889 ¥1,074 ¥1,202 ¥1,310 ¥1,472
前期高齢者納付金（千億円） ¥269 ¥296 ¥360 ¥485 ¥489 ¥543
後期高齢者支援金（千億円） ¥294 ¥499 ¥695 ¥870 ¥1,191 ¥1,445

協
会
け
ん
ぽ

石
　
川

保険料（千億円） ¥904 ¥1,137 ¥1,415 ¥1,670 ¥1,921 ¥2,189
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.54 ¥34.13 ¥48.00 ¥67.17 ¥92.35 ¥123.98
公費負担（千億円） ¥240 ¥310 ¥392 ¥468 ¥548 ¥635
保険給付費（千億円） ¥616 ¥730 ¥873 ¥975 ¥1,071 ¥1,196
前期高齢者納付金（千億円） ¥170 ¥186 ¥225 ¥300 ¥294 ¥319
後期高齢者支援金（千億円） ¥268 ¥445 ¥622 ¥780 ¥1,038 ¥1,268

協
会
け
ん
ぽ

岐
　
阜

保険料（千億円） ¥1,495 ¥1,889 ¥2,329 ¥2,777 ¥3,212 ¥3,661
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.42 ¥33.60 ¥46.57 ¥64.70 ¥88.16 ¥117.01
公費負担（千億円） ¥393 ¥498 ¥605 ¥719 ¥831 ¥941
保険給付費（千億円） ¥1,128 ¥1,352 ¥1,574 ¥1,759 ¥1,940 ¥2,148
前期高齢者納付金（千億円） ¥295 ¥327 ¥403 ¥551 ¥556 ¥618
後期高齢者支援金（千億円） ¥302 ¥506 ¥677 ¥845 ¥1,148 ¥1,360

協
会
け
ん
ぽ

広
　
島

保険料（千億円） ¥2,155 ¥2,713 ¥3,391 ¥4,018 ¥4,636 ¥5,296
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.58 ¥34.00 ¥47.95 ¥67.11 ¥92.15 ¥123.78
公費負担（千億円） ¥575 ¥734 ¥939 ¥1,125 ¥1,316 ¥1,531
保険給付費（千億円） ¥1,447 ¥1,646 ¥2,021 ¥2,262 ¥2,454 ¥2,778
前期高齢者納付金（千億円） ¥380 ¥422 ¥509 ¥684 ¥675 ¥731
後期高齢者支援金（千億円） ¥696 ¥1,151 ¥1,586 ¥1,989 ¥2,644 ¥3,205

協
会
け
ん
ぽ

愛
　
媛

保険料（千億円） ¥1,083 ¥1,343 ¥1,639 ¥1,912 ¥2,184 ¥2,452
加入者一人当たり保険料（万円） ¥23.93 ¥34.86 ¥49.60 ¥69.89 ¥96.93 ¥131.43
公費負担（千億円） ¥298 ¥382 ¥484 ¥578 ¥681 ¥788
保険給付費（千億円） ¥719 ¥830 ¥1,009 ¥1,121 ¥1,223 ¥1,378
前期高齢者納付金（千億円） ¥217 ¥229 ¥266 ¥343 ¥330 ¥344
後期高齢者支援金（千億円） ¥373 ¥618 ¥849 ¥1,072 ¥1,432 ¥1,733

協
会
け
ん
ぽ

福
　
岡

保険料（千億円） ¥3,925 ¥5,027 ¥6,374 ¥7,689 ¥8,967 ¥10,365
加入者一人当たり保険料（万円） ¥24.13 ¥34.60 ¥48.54 ¥67.37 ¥91.89 ¥122.76
公費負担（千億円） ¥1,100 ¥1,410 ¥1,808 ¥2,170 ¥2,532 ¥2,948
保険給付費（千億円） ¥2,851 ¥3,274 ¥4,014 ¥4,464 ¥4,860 ¥5,496
前期高齢者納付金（千億円） ¥678 ¥780 ¥978 ¥1,370 ¥1,396 ¥1,566
後期高齢者支援金（千億円） ¥1,294 ¥2,132 ¥2,936 ¥3,682 ¥4,848 ¥5,869
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表3　後期高齢者医療制度財政の将来推計
2015 2025 2035 2045 2055 2065

全
国
計

保険料（千億円） ¥7,237 ¥11,301 ¥19,326 ¥26,506 ¥34,233 ¥46,769
加入者一人当たり保険料（万円） ¥6.22 ¥6.87 ¥8.92 ¥11.86 ¥15.23 ¥19.60
公費負担（千億円） ¥48,405 ¥75,778 ¥129,704 ¥178,579 ¥230,605 ¥314,975
後期高齢者交付金（千億円） ¥40,292 ¥63,058 ¥107,918 ¥148,509 ¥191,779 ¥261,953
保険給付費（千億円） ¥95,934 ¥150,137 ¥256,948 ¥353,593 ¥456,616 ¥623,697

北
海
道

保険料（千億円） ¥352 ¥560 ¥963 ¥1,355 ¥1,746 ¥2,383
加入者一人当たり保険料（万円） ¥6.48 ¥7.25 ¥9.72 ¥13.10 ¥17.82 ¥24.40
公費負担（千億円） ¥2,641 ¥4,193 ¥7,217 ¥10,155 ¥13,083 ¥17,857
後期高齢者交付金（千億円） ¥2,168 ¥3,442 ¥5,923 ¥8,335 ¥10,738 ¥14,656
保険給付費（千億円） ¥5,162 ¥8,194 ¥14,103 ¥19,846 ¥25,567 ¥34,896

茨
　
城

保険料（千億円） ¥131 ¥205 ¥350 ¥482 ¥620 ¥850
加入者一人当たり保険料（万円） ¥4.90 ¥5.64 ¥7.08 ¥9.01 ¥12.10 ¥16.25
公費負担（千億円） ¥817 ¥1,282 ¥2,193 ¥3,014 ¥3,881 ¥5,320
後期高齢者交付金（千億円） ¥687 ¥1,077 ¥1,842 ¥2,531 ¥3,260 ¥4,468
保険給付費（千億円） ¥1,635 ¥2,563 ¥4,385 ¥6,027 ¥7,761 ¥10,639

東
　
京

保険料（千億円） ¥837 ¥1,288 ¥2,190 ¥2,942 ¥3,806 ¥5,203
加入者一人当たり保険料（万円） ¥8.46 ¥8.45 ¥10.66 ¥13.95 ¥15.52 ¥17.88
公費負担（千億円） ¥4,428 ¥6,814 ¥11,586 ¥15,565 ¥20,132 ¥27,523
後期高齢者交付金（千億円） ¥3,813 ¥5,867 ¥9,976 ¥13,402 ¥17,334 ¥23,698
保険給付費（千億円） ¥9,078 ¥13,970 ¥23,753 ¥31,909 ¥41,272 ¥56,423

長
　
野

保険料（千億円） ¥119 ¥190 ¥327 ¥460 ¥590 ¥810
加入者一人当たり保険料（万円） ¥4.48 ¥5.83 ¥8.45 ¥11.86 ¥15.66 ¥20.98
公費負担（千億円） ¥739 ¥1,177 ¥2,026 ¥2,848 ¥3,655 ¥5,013
後期高齢者交付金（千億円） ¥622 ¥990 ¥1,704 ¥2,396 ¥3,074 ¥4,217
保険給付費（千億円） ¥1,481 ¥2,358 ¥4,056 ¥5,704 ¥7,319 ¥10,040

石
　
川

保険料（千億円） ¥68 ¥108 ¥187 ¥263 ¥340 ¥463
加入者一人当たり保険料（万円） ¥5.64 ¥7.04 ¥9.13 ¥12.79 ¥17.34 ¥22.72
公費負担（千億円） ¥541 ¥861 ¥1,483 ¥2,095 ¥2,703 ¥3,686
後期高齢者交付金（千億円） ¥441 ¥702 ¥1,209 ¥1,708 ¥2,204 ¥3,005
保険給付費（千億円） ¥1,050 ¥1,672 ¥2,879 ¥4,066 ¥5,247 ¥7,154

岐
　
阜

保険料（千億円） ¥110 ¥172 ¥294 ¥403 ¥518 ¥710
加入者一人当たり保険料（万円） ¥5.41 ¥6.18 ¥8.20 ¥11.15 ¥14.78 ¥19.50
公費負担（千億円） ¥724 ¥1,133 ¥1,935 ¥2,650 ¥3,408 ¥4,670
後期高齢者交付金（千億円） ¥604 ¥945 ¥1,614 ¥2,211 ¥2,843 ¥3,896
保険給付費（千億円） ¥1,439 ¥2,250 ¥3,843 ¥5,264 ¥6,769 ¥9,276

広
　
島

保険料（千億円） ¥174 ¥275 ¥473 ¥661 ¥854 ¥1,166
加入者一人当たり保険料（万円） ¥5.99 ¥7.18 ¥9.33 ¥12.89 ¥17.37 ¥22.58
公費負担（千億円） ¥1,429 ¥2,262 ¥3,891 ¥5,442 ¥7,031 ¥9,594
後期高齢者交付金（千億円） ¥1,161 ¥1,837 ¥3,160 ¥4,419 ¥5,710 ¥7,792
保険給付費（千億円） ¥2,763 ¥4,373 ¥7,523 ¥10,522 ¥13,596 ¥18,552

愛
　
媛

保険料（千億円） ¥81 ¥128 ¥220 ¥307 ¥397 ¥541
加入者一人当たり保険料（万円） ¥4.68 ¥5.90 ¥8.43 ¥11.58 ¥16.27 ¥22.38
公費負担（千億円） ¥767 ¥1,209 ¥2,076 ¥2,894 ¥3,740 ¥5,102
後期高齢者交付金（千億円） ¥614 ¥969 ¥1,663 ¥2,318 ¥2,996 ¥4,087
保険給付費（千億円） ¥1,462 ¥2,306 ¥3,960 ¥5,519 ¥7,132 ¥9,730

福
　
岡

保険料（千億円） ¥333 ¥526 ¥905 ¥1,268 ¥1,641 ¥2,233
加入者一人当たり保険料（万円） ¥7.18 ¥8.26 ¥10.85 ¥14.23 ¥18.88 ¥24.08
公費負担（千億円） ¥2,637 ¥4,165 ¥7,163 ¥10,035 ¥12,990 ¥17,675
後期高齢者交付金（千億円） ¥2,150 ¥3,397 ¥5,842 ¥8,185 ¥10,595 ¥14,416
保険給付費（千億円） ¥5,120 ¥8,088 ¥13,910 ¥19,487 ¥25,227 ¥34,323
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　このような医療費格差，保険料負担格差の進展
は，地域間の経済格差とどのような関係を有して
いるだろうか。図4は，各都道府県における，
2015年から2040年にかけての加入者一人あたり保
険料負担の変化率を縦軸にとり，横軸には2009年
県民経済計算（内閣府）より，各都道府県の1人
あたり県民所得をとって，各医療保険制度別にプ
ロットしたものである。
　これをみてわかるのは，先ず，協会けんぽの保
険料負担に関しては，所得格差とあまり関係なく，
むしろ低所得の都道府県の保険料負担増は抑えら
れている傾向があるが，国民健康保険と後期高齢
者医療制度は，むしろ低所得の都道府県において
保険料負担が増大する可能性があるということで
ある。
　協会けんぽの保険料負担には，加入者割だけで
なく，都道府県間の所得調整，年齢調整も加味さ
れているのに対して，国民健康保険，後期高齢者
医療制度に存在する，公費による負担軽減策や他
の保険制度からの移転は，低所得地域が将来受け
るであろう医療費負担の増大をカバーするには至
らない可能性がある。低所得道府県には，相対的
により高齢化が進展する地域が多いことを鑑みる

と，なんらかの負担の平準化策を追加的に検討す
る必要性があるかもしれない。
　さらには，都道府県単位で保険者基盤が拡充さ
れた場合，各都道府県における保険者が，地域に
おける医療ニーズを十分に充足させつつ，当地の
医療提供体制をより効率的なものに再編させられ
るように促す重要なプレイヤーとして，機能して
いくことで，このような負担格差の変動を抑える
ことが可能となるだろう。

Ⅳ　結語

　本稿では，わが国の医療費の長期推計を行った。
その目的は，人口構造の高齢化がより本格化する
団塊ジュニア世代の引退後も見据えた医療費・介
護費の見通しを得るとともに，推計を国全体のレ
ベルで行うだけでなく，都道府県単位で行うこと
によって，今後，より進展していくであろう都道
府県単位での保険者再編に向けた課題を浮き彫り
にすることであった。
　そこでは，高齢者の医療費が，今後の医療費の
対GDP比率の上昇要因となっているということ
が示されるとともに，都道府県間の医療費格差は，

図4　都道府県・制度別一人あたり保険料の変化率と一人あたり県民所得
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都道府県間の高齢化水準が比較的平準化されてい
くにも関わらず，より拡大していくことが示され
た。
　また，本稿では，国，厚生労働省が方向性を示
している各都道府県単位での保険者再編を意識し
て，将来の都道府県別，保険制度別の医療費，保
険料負担がどのような経路を進むのか，そしてそ
れが地域間の経済格差とどのような関係にある
か，ということに関して若干の考察を加えた。そ
こでは，現行の保険者間の財源調整は，今後の地
域間の高齢化の進展を吸収するには不十分なもの
である可能性が示された。
　今後，社会保障改革国民会議においても，医療
保険の財政基盤の安定化と高齢者医療制度に関す
る改正の在り方について議論が開始されることと
なるが，その際には，年齢，所得水準といった，
各都道府県の保険者が与件として考えるしかない
リスク構造要因に基づく財源調整を行ったうえ
で，各保険者が医療費の適正化に向けた自発的な
動きを起こすインセンティブを内在させた調整方
法を構築することが望ましいことが，本稿の分析
結果からは示唆される。

注
1）医療支出の決定要因と，その国際比較に関する

サ ー ベ イ と し て は，Handobook of Health 
Economicsの 第 一 章 と し て 所 収 さ れ て い る，
Gerdtham and Jonsson（2000）を参照されたい。

2）島崎（2007）によれば，わが国の公的医療保険
制度の特徴のひとつである皆保険制度は，日本社
会に長らく存在してきた，カイシャ（企業）とム
ラ（地域）という二つのコミュニティを基軸とし
て達成・維持されてきたとしている。

3）平成23年度国民健康保険実態調査によれば，加
入者数が5,000人以下の保険者が644存在する。

4）経済学者によるわが国の医療・介護費の長期推

計としては，西村（1997），鈴木（2000），小黒（2006），
岩本・福井（2009）などが存在するが，これらに
共通する特徴として，高齢化の進展の中でも世代
間の負担格差を縮小させることを目的として，な
んらかの形で事前積立方式の導入を提唱している
ことがあげられることが興味深い。それに対して，
本稿は地域間の医療費格差にどのように対処する
べきかを主対象に分析を進める点が異なる。

5）加入者数推計と同様に，現状の保護率を前提に，
生活保護受給者は除して推計している。
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投稿（研究ノート）

Ⅰ　はじめに

　本稿では，総務省「全国消費実態調査」の個票
データから世帯類型別に消費上の等価尺度を推計
し，貧困率等の推計に用いられるOECD尺度と，
生活扶助基準から算出した制度的尺度を比較する
ことで，生活保護制度や相対的貧困率が用いてい
る等価尺度を検証する。
　「世帯規模の経済性」とは，世帯人数が増える
と同じ厚生水準を達成するための世帯員一人当た
りの必要所得額が小さくなることをいう。等価尺
度は，この「世帯規模の経済性」を考慮して，異
なる世帯規模・構成の世帯において同じ厚生水準
の達成に必要な所得を測るために用いられる。
　等価尺度の推計は，以下2点の理由から重要と
なっている。1点目は，望ましい税・社会保障給
付の参考水準を求める際に利用できることであ
る。2点目は，世帯構成要因も考慮に入れた所得
分布，あるいは不平等測度，貧困尺度が計測可能
となることである〔Suruga（1993）〕2）。
　これまでの日本における等価尺度の研究では，
子どもの費用を把握することに主眼が置かれ，夫
婦世帯と夫婦・子ども世帯の厚生水準を比較する
ために，等価尺度が推計されていた。例えば駿河
（1995）では，3つの手法から夫婦・子ども世帯
の等価尺度を推計し，子どもの費用を計測してい
る。また，八木・橘木（1996）では，世帯人数別
の等価尺度が推計されているが，世帯構成は考慮
されていない。そのため，貧困率と被保護率がと
もに高い高齢者世帯やひとり親世帯において，ど

の程度「世帯規模の経済性」があるかは明らかに
なっていない。
　加えて，生活保護制度における生活扶助に関し
ては，「世帯規模の経済性」の調整程度に問題が
指摘されており3），生活扶助基準上と実際の消費
において等価尺度にどの程度違いがあるか実証的
な分析が求められている4）。だが，先行研究では
全ての消費支出項目から等価尺度が推計されてい
るため，住居費や医療費を対象としてない生活扶
助基準のそれと比較することができない。
　そこで本稿では，1989年，1994年，1999年，
2004年の総務省「全国消費実態調査」の個票デー
タから，従来の研究で対象とされてきた夫婦・子
ども世帯以外にも，ひとり親世帯，高齢者世帯の
等価尺度を全消費支出と生活扶助相当の消費支出
から推計する。4時点分のデータを利用すること
で，時代とともに変化していると考えられる消費
構造から，等価尺度がどのように推移していった
のか観察することができる。
　また本稿では，測定した消費上の等価尺度と，
貧困率等を推計する際に用いられるOECD尺度，
生活扶助基準における制度的尺度の3つを比較す
る。これにより，最低生活における「世帯規模の
経済性」の調整程度と，実際の消費における「世
帯規模の経済性」の働き方にどの程度差異がある
か考察する。ただし，制度的尺度との比較におい
ては，最低生活の給付水準そのものを検証してい
るわけではなく，標準3人世帯から第1・2類費を
展開している現在の給付体系について検証してい
ることになる。
　次節では，等価尺度の概要とその推計方法の先

等価尺度の推計と比較
―消費上の尺度・制度的尺度・OECD尺度―1）

渡　辺　久里子
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行研究を概観し，第3節では「全国消費実態調査」
から等価尺度を推計する。第4節では3つの等価尺
度の比較をおこない，最後に結論とする。

Ⅱ　先行研究

　等価尺度とは，世帯によって異なる「世帯規模
の経済性」の程度を調整し，異なる世帯間の厚生
水準を比較するための尺度である。例えば，夫婦
世帯を基準世帯とした場合，単身世帯の等価尺度
が仮に0.60と決定されれば，単身世帯は夫婦世帯
の60%の所得があれば同じ程度の厚生水準にある
とみなされる。
　このように等価尺度は，任意の基準世帯を1.0
とし，それ以外の比較世帯は基準世帯の比として
表され，1つのパラメータに要約して表されるこ
とが多い。経済的ウェルビーイング（economic 
well-being）もしくは「調整済み」所得をW，世
帯可処分所得をD，世帯規模をSとすると，

　　　　　　　 	 （1）

という式になる。等価弾力性eの値がゼロならば，
世帯規模によって所得を調整しないことを意味す
る。また値が1ならば，世帯人員1人当たりの所得
となり，所与の厚生水準を達成するために，たと
えば，3人世帯では1人世帯の3倍の所得が必要で
あるとみなされる。
　Buhmann et al. （1988），Atkinson et al. （1995）
では，等価尺度を統計的尺度（statistical scale），

制 度 的 尺 度（program scale）， 消 費 上 の 尺 度
（consumption scale）， 主 観 的 尺 度（subjective 
scale） の4つ に 区 分 し て い る（ 表1参 照 ）。
Atkinson et al. （1995）では，これら4つの等価尺
度について欧州，アメリカ，オセアニアなどにお
ける50程度の研究から，等価弾力性はおおよそ0.5
に近似できるとして，OECD尺度を提唱した。こ
れが現在，日本を含め諸外国で一般的に用いられ
ている等価尺度である。
　統計的尺度は，ある基準以下で生活している世
帯あるいは個人がどれくらいであるのかを測定す
るためのみに用いられる。日本で公表されている
相対的貧困率はOECD尺度が使われているため，
OECD尺度は日本の統計的尺度としてとらえるこ
とができるであろう。
　制度的尺度は，所得保障制度の給付体系のため
の尺度である。日本の生活保護においては，明確
に「世帯規模の経済性」を推計して給付体系が設
計されてきたわけではないが，生活扶助基準は世
帯規模や世帯類型を考慮した給付体系になってお
り，背後には暗黙の等価尺度（implicit equivalence 
scale）があるといえる5）。
　消費上の尺度と主観的尺度は，統計データの多
変量解析から推計される等価尺度であり，前者は
消費データを，後者は所得水準の評価に関するア
ンケートデータを用いる。
　これら4つの等価尺度の等価弾力性は国によっ
てもさまざまであるが，その平均値は統計的尺度
が最も大きく0.74，制度的尺度の0.55，消費上の
尺度の0.40と続き，主観的尺度が最も小さい0.24

表1　4つの等価尺度

目的別

①統計的尺度（statistical scale） 統計的目的のためのみに開発された尺度。

②制度的尺度（program scale） 社会保障制度の所得保障給付水準・体系を構築することを目的と
した尺度。

推計方法・データ別

③消費上の尺度（consumption scale） 実際の消費支出データから推計された尺度。

④主観的尺度（subjective scale） 所得水準の評価に関するアンケートデータから推計された尺度。

出所：Buhmann et al. （1988），Atkinson et al. （1995）より筆者作成。
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となっている〔Buhmann et al. （1988）〕。
　日本における等価尺度の先行研究では，子ども
の費用を推計することに主眼が置かれていたた
め，基準世帯を夫婦世帯として，子どものいる世帯
の消費上の尺度が推計されることが多かった6）。
　例えば，駿河（1995）は，1984年の総務省「全
国消費実態調査」集計データから需要理論に忠実
な方法の1つであるPrais-Houthakkerモデル7），簡
便的な方法である食費シェア法8），Rothbarthの成
人財法9）の3つの等価尺度推計モデルを用いて，
子どものいる世帯の等価尺度を推計している。そ
の結果，子どもの費用は，Prais-Houthakkerモデ
ルで夫婦の15 〜 30%，食費シェア法ではそれよ
り高く35 〜 40%，成人財法では13 〜 15%と推計
されている。
　また永瀬（2001）では，1995年の総務省「家計
調査」を利用して子どもの年齢別の等価尺度を食
費シェア法から推計している。その結果，子ども
1人の費用は夫婦に対して，6歳以下は13%である
が，7 〜 13歳は30%と最も高く，14 〜 22歳では
少し下がり27%であり，子どもの費用は年齢の上
昇によって山形に増えた後，やや低下することが
示されている。
　子どもの年齢別の等価尺度研究はほかにも大山
（2004）があり，財団法人家計経済研究所の「消
費生活に関するパネル調査」の個票データから，
Rothbarthの成人財法を用いて0 〜 6歳，7 〜 13歳，
14 〜 18歳の年齢別に等価尺度を推計している。
駿河・西本（2001）でも「消費生活に関するパネ
ル調査」を用いて子どもの人数別に推計をしてい
る。
　子ども費用の推計以外の研究としては八木・橘
木（1996）がある。八木・橘木（1996）では，
1984年の総務省「全国消費実態調査」から食費，
住宅費，光熱費，被服費，雑費の消費項目ごとに
世帯人数別の等価尺度を推計し，その推計から得
られた等価尺度を使って，厚生労働省「所得再分
配調査」から不平等度を測定している。
　このようにこれまでの等価尺度の研究は，世帯
人数別の推計はあるものの，夫婦・子ども世帯に
おける等価尺度の推計が主であり，他の世帯類型

に関しては「世帯規模の経済性」がどの程度働く
のか明らかとなっていない。また，生活保護制度
における暗黙的等価尺度や，貧困率の測定に用い
られている等価尺度と，実際の消費データから推
計された等価尺度とを比較した研究もなく，消費
上と制度上においてどの程度「世帯規模の経済性」
に違いがあったか確認することはできない。
　そこで本稿では，単身世帯を基準に夫婦・子ど
も世帯，ひとり親世帯，高齢者世帯を比較世帯と
して，全消費支出と生活扶助相当の消費支出から
消費上の尺度を時系列で推計する。また，推計し
た消費上の尺度，生活扶助基準から算出した制度
的尺度，OECD尺度の3つを比較し，世帯類型の違
いによって実際上と政策上の「世帯規模の経済性」
の評価にどの程度乖離があるか考察をおこなう。

Ⅲ　消費上の尺度
　　―「全国消費実態調査」を用いた推計―

　1　データ―「全国消費実態調査」個票データ―
　本稿では，総務省「全国消費実態調査」の匿名
データの1989年，1994年，1999年，2004年の4時
点を利用する。「全国消費実態調査」の匿名デー
タとは，独立行政法人統計センターによって匿名
化された個票データのことである10）。「全国消費
実態調査」は，公的な消費データのなかでもサン
プルが最も多く，また消費支出から生活扶助では
対象としていない消費項目を除くこともできるこ
とから，推計に使用するデータとして有用である
と考えられる。
　表2は比較世帯別年次別の推計式の記述統計で
ある。それぞれの推計式には，基準である単身世
帯と比較世帯が含まれている11）。

　2　モデル
　本稿では，比較世帯に高齢者世帯も含めるため，
推計モデルには食費シェア法を用いることとす
る。
　食費シェア法の推計式は，Tsakloglou （1991）
から，以下のように定式化し，世帯類型ごとに推
計をする。
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表2　記述統計
夫婦・子ども世帯 ひとり親世帯 高齢者世帯

1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004 1989 1994 1999 2004
食費/消費支出 0.307 0.282 0.271 0.246 0.304 0.282 0.274 0.249 0.302 0.284 0.281 0.263

[0.104] [0.097] [0.097] [0.089] [0.136] [0.123] [0.124] [0.107] [0.133] [0.121] [0.119] [0.112]
食費/生活扶助相当消費支出 0.377 0.358 0.351 0.324 0.378 0.362 0.353 0.332 0.358 0.344 0.339 0.323

[0.117] [0.113] [0.112] [0.103] [0.157] [0.145] [0.142] [0.129] [0.146] [0.137] [0.130] [0.124]
消費支出（ln） 12.408 12.515 12.497 12.470 11.849 12.021 12.052 12.038 11.828 12.011 12.079 12.112

[0.48] [0.49] [0.496] [0.489] [0.535] [0.550] [0.561] [0.530] [0.580] [0.580] [0.576] [0.588]
生活扶助相当消費支出（ln） 12.193 12.264 12.225 12.179 11.617 11.760 11.780 11.736 11.642 11.807 11.875 11.886

[0.485] [0.490] [0.510] [0.489] [0.537] [0.550] [0.582] [0.530] [0.584] [0.580] [0.586] [0.588]
年齢別子ども数：0 〜 2歳 0.111 0.120 0.134 0.122 − − − − − − − −

[0.360] [0.368] [0.388] [0.369]
3 〜 5歳 0.059 0.055 0.065 0.077 − − − − − − − −

[0.297] [0.283] [0.302] [0.32]
6 〜 11歳 0.202 0.220 0.196 0.224 − − − − − − − −

[0.607] [0.627] [0.584] [0.612]
12 〜 14歳 0.053 0.043 0.044 0.044 − − − − − − − −

[0.290] [0.256] [0.263] [0.254]
15 〜 19歳 0.188 0.161 0.146 0.138 − − − − − − − −

[0.536] [0.490] [0.470] [0.457]
0 〜 14歳 − − − − 0.170 0.228 0.253 0.320 − − − −

[0.530] [0.615] [0.649] [0.710]
15 〜 19歳 − − − − 0.079 0.077 0.079 0.088 − − − −

[0.327] [0.332] [0.335] [0.356]
大人（20 〜 64歳）の人数 1.876 1.855 1.841 1.846 1.000 1.000 1.000 1.000 0.482 0.401 0.320 0.237

[0.329] [0.352] [0.365] [0.361] [0] [0] [0] [0] [0.500] [0.490] [0.467] [0.425]
高齢者（65 〜 85歳）の人数 − − − − − − − − 0.885 1.034 1.206 1.360

[0.926] [0.925] [0.916] [0.862]
持ち家ダミー（持ち家＝1） 0.559 0.545 0.507 0.568 0.246 0.270 0.261 0.310 0.540 0.595 0.654 0.723

[0.497] [0.498] [0.500] [0.495] [0.430] [0.444] [0.439] [0.463] [0.498] [0.491] [0.476] [0.447]
N 18754 17859 16196 14302 2817 3237 3279 3020 4811 6443 8014 9273

注1：それぞれの世帯類型には基準世帯である大人単身も含まれている。
注2：カッコ内は標準偏差。
出所：総務省「全国消費実態調査」個票データより筆者集計。

（2）

　 は第 世帯の食費シェア12）， は食費，
は消費支出， は大人（20 〜 64歳）の人数，

は年齢別子どもの人数， は高齢者（65 〜
85歳）の世帯人数を表す。コントロール変数とし
て，持家ダミー（持家あり=1）を入れている。基
準世帯は，20 〜 64歳の単身世帯とし，比較世帯
は夫婦・子ども世帯，ひとり親世帯，高齢単身世
帯，高齢夫婦世帯とした。
　消費の変数は，全消費支出と生活扶助相当の消
費支出13）の対数値とし，子どもの年齢区分は生

活扶助基準の第1類費に従った。ただし，児童養
育加算があるため12 〜 14歳と15 〜 19歳でも区分
し，ひとり親世帯はサンプル数が少なく子どもの
年齢を細かく区切れないため，0 〜 14歳と15 〜
19歳の2区分とした。
　ここで，基準世帯（大人単身）の消費支出 は，
（2）式を変形して

　　　 	 （3）

が得られる。比較世帯を夫婦子ども1人世帯とし
た場合（3）式は，
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　　　 （4）

と表される。よって，比較世帯の等価尺度 は，

　　　 　　 （5）

となる。

　3　推計結果

（1）式を世帯類型別に推計した結果が表3 〜 5で
ある。

　表6と表7は食費シェア法から推計した2種類の
消費上の尺度と，制度的尺度，OECD尺度を比較
したものである。表6の全消費支出から推計した
消費上の尺度を2004年時点でみれば，夫婦・子ど
も世帯（3 〜 5歳）が単身世帯と同じ厚生水準を

達成するために必要な消費額は，単身世帯の1.33
倍であることがわかる。
　夫婦・子ども世帯の等価尺度は，子どもの年齢
があがるにつれ等価尺度は大きくなるが，12 〜
14歳をピークに小さくなる。年齢区分が異なるた
め単純な比較は難しいが，子どもの年齢によって
山形に等価尺度が変化していくという点は永瀬

（2001）に一致している。時系列の推移をみると，
夫婦・子ども世帯，ひとり親世帯ともに子どもの
いる世帯の等価尺度が下がってきていることが分
かる。特に，夫婦・子ども世帯では子どもの年齢
に関わらず1989年から2004年にかけて20%程低下
しており，その低下率が大きい。一方で，高齢者
世帯の等価尺度はこの15年間で上昇しており，子
どものいる世帯とは対象的である。
　世帯人数が同じである基準世帯と高齢単身を比
較すると，高齢単身のほうが等価尺度は小さい。
またひとり親世帯と高齢夫婦世帯を比較すると，
高齢夫婦世帯の等価尺度はひとり親世帯よりも常

表3　夫婦・子ども世帯の推計結果
被説明変数

1989年 1994年 1999年 2004年

説明変数 食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

消費支出（ln） −0.140 −0.123 −0.114 −0.095
[−94.32]*** [−84.81]*** [−77.29]*** [−65.08]***

生活扶助相当消費支出（ln） −0.157 −0.141 −0.130 −0.109
[−92.41]*** [−84.86]*** [−76.37]*** [−63.02]***

子ども数：0 〜 2歳 −0.055 −0.067 −0.051 −0.064 −0.053 −0.068 −0.044 −0.059
[−30.33]*** [−32.68]*** [−29.00]*** [−30.95]*** [−29.99]*** [−32.83]*** [−23.83]*** [−26.84]***

3 〜 5歳 −0.032 −0.034 −0.029 −0.030 −0.032 −0.033 −0.026 −0.031
[−15.28]*** [−13.93]*** [−13.27]*** [−11.76]*** [−14.78]*** [−13.09]*** [−13.02]*** [−12.57]***

6 〜 11歳 0.005 0.003 0.006 0.003 0.007 0.005 0.007 0.003
[4.69]*** [2.35]** [5.62]*** [2.54]** [5.76]*** [3.70]*** [6.14]*** [2.45]**

12 〜 14歳 0.006 0.001 0.008 0.001 0.011 0.007 0.014 0.009
[2.57]** [0.34] [3.25]*** [0.51] [4.38]*** [2.43]** [5.48]*** [2.88]***

15 〜 19歳 −0.006 −0.007 −0.005 −0.006 −0.004 −0.004 −0.005 −0.007
[−5.06]*** [−5.08]*** [−3.92]*** [−4.18]*** [−2.41]** [−2.58]*** [−3.13]*** [−3.79]***

大人（20 〜 64歳）の人数 0.106 0.130 0.083 0.107 0.068 0.094 0.054 0.075
[47.10]*** [51.27]*** [38.97]*** [44.11]*** [32.17]*** [38.85]*** [25.52]*** [30.45]***

持ち家ダミー（持ち家＝1） 0.020 0.000 0.022 −0.002 0.025 −0.001 0.025 0.000
[14.85]*** [−0.10] [16.80]*** [−1.46] [18.17]*** [−0.86] [18.13]*** [−0.26]

定数項 1.843 2.061 1.661 1.904 1.563 1.772 1.329 1.525
[109.11]*** [108.38]*** [99.86]*** [101.48]*** [91.59]*** [91.90]*** [78.09]*** [77.57]***

R−squared 0.348 0.335 0.319 0.310 0.311 0.291 0.279 0.245
Adj−R−squared 0.348 0.334 0.319 0.310 0.310 0.291 0.279 0.245
N 18754 18754 17859 17859 16196 16196 14302 14302

注：***,**はそれぞれ1％、5％水準で有意であることを示す。カッコ内は標準誤差である。
出所：総務所「全国消費実態調査」個票データより筆者推計。
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に大きい。このように，同じ世帯規模でも世帯構
成が異なれば，同じ厚生水準を達成するのに必要
な所得は異なっており，たとえば高齢夫婦世帯の
ほうがひとり親世帯よりも30%ほど多くの所得が
必要になることがわかる。
　同じ表6から，貧困率等の国際比較に用いられ
るOECD尺度と2004年の消費上の尺度を比較する
と，夫婦・子ども世帯では子どもの年齢が0 〜 5
歳まではOECD尺度のほうが大きいが，6 〜 19歳

では消費上の尺度のほうが大きくなっている。ひ
とり親世帯では子どもの年齢に関係なくOECD尺
度のほうが消費上の尺度より大きい。また，高齢
者世帯では高齢単身はOECD尺度のほうが大きい
が，高齢夫婦世帯ではOECD尺度のほうが小さく
なっている。
　そのため，仮に消費上の尺度を用いて相対的貧
困率を測定した場合，OECD尺度で測定したのと
比べ，ひとり親世帯と高齢単身世帯の貧困率は低

表4　ひとり親世帯の推計結果
被説明変数

1989年 1994年 1999年 2004年

説明変数 食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

消費支出（ln） −0.127 −0.110 −0.111 −0.093
[−30.05]*** [−30.34]*** [−32.36]*** [−27.69]***

生活扶助相当消費支出（ln） −0.140 −0.125 −0.119 −0.108
[−29.44]*** [−31.37]*** [−31.64]*** [−29.39]***

子ども数：0 〜 14歳 0.040 0.060 0.034 0.049 0.025 0.041 0.019 0.034
[9.43]*** [12.48]*** [10.51]*** [13.59]*** [8.65]*** [12.48]*** [7.65]*** [11.58]***

15 〜 19歳 0.035 0.051 0.027 0.042 0.018 0.028 0.016 0.029
[5.04]*** [6.54]*** [4.49]*** [6.21]*** [3.20]*** [4.37]*** [3.16]*** [4.99]***

持ち家ダミー（持ち家＝1） −0.023 −0.054 −0.006 −0.042 0.001 −0.034 0.017 −0.016
[−4.43]*** [−9.04]*** [−1.46] [−8.37]*** [0.15] [−6.87]*** [4.45]*** [−3.64]***

定数項 1.801 2.001 1.595 1.826 1.609 1.747 1.351 1.593
[36.11]*** [36.39]*** [36.84]*** [39.37]*** [38.98]*** [39.84]*** [33.68]*** [37.15]***

R−squared 0.253 0.280 0.228 0.275 0.249 0.277 0.209 0.255
Adj−R−squared 0.252 0.279 0.227 0.274 0.248 0.276 0.208 0.254
N 2817 2818 3237 3237 3279 3279 3020 3020

注：***,**はそれぞれ1％、5％水準で有意であることを示す。カッコ内は標準誤差である。
出所：総務所「全国消費実態調査」個票データより筆者推計。

表5　高齢者世帯の推計結果
被説明変数

1989年 1994年 1999年 2004年

説明変数 食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

食費/
消費支出

食費/生活扶助
相当消費支出

消費支出（ln） −0.132 −0.124 −0.119 −0.119
[−45.74]*** [−53.60]*** [−58.26]*** [−69.97]***

生活扶助相当消費支出（ln） −0.138 −0.134 −0.123 −0.127
[−43.03]*** [−51.45]*** [−53.87]*** [−64.75]***

大人（20 〜 64歳）の人数 0.151 0.153 0.136 0.142 0.120 0.119 0.104 0.110
[17.69]*** [16.19]*** [20.42]*** [19.06]*** [20.51]*** [18.48]*** [21.51]*** [19.95]***

高齢（65 〜 85歳）の人数 0.099 0.103 0.092 0.100 0.083 0.087 0.079 0.087
[21.31]*** [20.06]*** [25.69]*** [24.88]*** [27.46]*** [26.28]*** [32.20]*** [31.50]***

持ち家ダミー（持ち家＝1） −0.014 −0.045 −0.007 −0.044 0.002 −0.034 0.011 −0.023
[−3.40]*** [−10.04]*** [−2.06]** [−11.92]*** [0.59] [−10.35]*** [4.45]*** [−8.02]***

定数項 1.707 1.828 1.623 1.789 1.579 1.673 1.567 1.705
[52.16]*** [51.40]*** [61.33]*** [61.61]*** [66.85]*** [65.40]*** [79.60]*** [77.64]***

R−squared 0.310 0.305 0.314 0.325 0.306 0.296 0.354 0.331
Adj−R−squared 0.309 0.304 0.314 0.324 0.306 0.296 0.354 0.331
N 4811 4811 6443 6444 8014 8014 9273 9273

注：***,**はそれぞれ1％、5％水準で有意であることを示す。カッコ内は標準誤差である。
出所：総務所「全国消費実態調査」個票データより筆者推計。
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く，高齢夫婦世帯のは高くなる可能性がある。
　では，制度的尺度と消費上の尺度の動きはどの
ような関係にあったのだろうか。
　表7より，生活扶助相当の消費支出から推計し
た消費上の尺度と，生活扶助基準から算出した制
度的尺度を2004年時点で比較すると，夫婦・子ど
も世帯で6 〜 14歳の子どもがいる世帯以外は，大
きな乖離があることがわかる。
　この2つの等価尺度を時系列でみれば，子ども
のいる世帯における制度的尺度はほぼ横ばいで
あったのに対し，消費上の尺度は低下してきてい
るため，特にふたり親で0 〜 5歳の子どもがいる
世帯とひとり親世帯においてその乖離が大きく

なっている。
　高齢者世帯で比較すれば，高齢単身も高齢夫婦
世帯も消費上の尺度は上昇している一方で，制度
的尺度は低下しており，2つの等価尺度の動きは
パラレルではないものの，その乖離は小さくなっ
ている。高齢世帯の制度的尺度が1999年から2004
年にかけて低下したのは，老齢加算の縮減措置が
その要因であると考えられる。

Ⅳ　結論

　本稿では，「全国消費実態調査」の個票データ
から，食費シェア法を用いて世帯類型別に等価尺

表6　消費上の尺度（全消費支出）の推移と統計的尺度の比較

消費上の尺度（全消費支出） OECD尺度
（統計的尺度）1989年 1994年 1999年 2004年

夫婦・子ども1人（0 〜 2歳） 1.44 1.29 1.14 1.11

1.73

夫婦・子ども1人（3 〜 5歳） 1.69 1.55 1.37 1.33

夫婦・子ども1人（6 〜 11歳） 2.21 2.05 1.93 1.88

夫婦・子ども1人（12 〜 14歳） 2.22 2.08 2.00 2.03

夫婦・子ども1人（15 〜 19歳） 2.04 1.88 1.76 1.67

ひとり親・子ども1人（0 〜 14歳） 1.37 1.36 1.26 1.23
1.41

ひとり親・子ども1人（15 〜 19歳） 1.32 1.28 1.18 1.18

高齢単身 0.67 0.70 0.73 0.81 1.00

高齢夫婦 1.43 1.48 1.47 1.56 1.41

出所：筆者作成。

表7　消費上の尺度（生活扶助相当消費支出）の推移と制度的尺度の比較

消費上の尺度（生活扶助相当消費支出） 制度的尺度
1989年 1994年 1999年 2004年 1989年 1994年 1999年 2004年

夫婦・子ども1人（0 〜 2歳） 1.49 1.36 1.22 1.16 1.88 1.88 1.87 1.87

夫婦・子ども1人（3 〜 5歳） 1.85 1.73 1.60 1.51 1.98 1.99 1.97 1.97

夫婦・子ども1人（6 〜 11歳） 2.33 2.18 2.15 2.05 2.33 2.07 2.06 2.06

夫婦・子ども1人（12 〜 14歳） 2.30 2.16 2.18 2.16 2.20 2.19 2.18 2.18

夫婦・子ども1人（15 〜 19歳） 2.19 2.04 2.00 1.87 2.17 2.14 2.13 2.13

ひとり親・子ども1人（0 〜 14歳） 1.53 1.48 1.41 1.36 1.76 1.76 1.75 1.75

ひとり親・子ども1人（15 〜 19歳） 1.44 1.40 1.27 1.31 1.62 1.60 1.59 1.59

高齢単身 0.70 0.73 0.77 0.84 1.17 1.12 1.12 1.02

高齢夫婦 1.47 1.54 1.58 1.67 1.89 1.78 1.77 1.58

注1：生活扶助基準には，第1類費，第2類費，冬季加算Ⅵ区×5 ／ 12，老齢加算，母子加算，児童養育加算が含まれている。
注2：級地は各年の最上級地とした14）。
資料：各年版「生活保護手帳」。
出所：筆者作成。
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度を推計した。等価尺度が時系列ではどのように
推移しているのかについて分析を行い，生活扶助
基準から算出した制度的尺度とOECD尺度から比
較したことで，以下4つの知見が明らかとなった。
　第1に，子どものいる世帯の等価尺度は，子ど
もの年齢，あるいはふたり親，ひとり親に関わら
ず，過去15年間で低下していることがわかった。
本稿では基準世帯を単身としたため，ふたり親・
子ども世帯における子どもの費用については言及
できないが，少なくともひとり親世帯における子
どもの費用は相対的に低下していることが読み取
れる15）。
　第2に，同じ2人世帯であるひとり親世帯と高齢
夫婦世帯を比較すると，後者のほうが30%程度等
価尺度は大きくなっていた。また，同じ夫婦・子
ども世帯であっても子どもの年齢による等価尺度
の差異があり，同じ世帯規模であっても世帯構成
が異なれば，「世帯規模の経済性」の働き方は異
なっていることがわかった。そのため世帯構成お
よび世帯員の年齢が考慮されていないOECD尺度
には，限界があることが示唆される。
　第3に，消費上の尺度はOECD尺度よりも，ひ
とり親世帯と高齢単身世帯で低い一方で，高齢夫
婦世帯では高くなっていた。このことから，消費
上の尺度を用いて貧困率を測定した場合，ひとり
親世帯と高齢単身世帯の貧困率は低く，高齢夫婦
世帯のは高くなる可能性があることがわかった
16）。
　第4に，消費上の尺度と制度的尺度の乖離は，
過去15年間で子どものいる世帯，特にひとり親世
帯と0 〜 5歳の子どもがいるふたり親世帯で広
がっていることが明らかとなった。その一方，高
齢者世帯における乖離は縮小してきており，老齢
加算の縮小によって2004年には高齢夫婦世帯だけ
消費上の尺度のほうが大きくなっていた。2006年
に老齢加算が廃止され，また母子加算は一旦廃止
されたものの2009年12月より復活しているが，加
算額は給付水準そのものだけでなく，「世帯規模
の経済性」への評価にも影響を与えるため，変更
する場合には世帯単位で考慮する必要があるだろ
う。

　このように，消費上の尺度と制度的尺度，
OECD尺度を比較すると，その大小関係は世帯類
型によって異なっており，整合性はとれていない。
公平な所得保障給付体系を設計するためにも，あ
るいは，どの世帯に所得保障が必要であるか捕捉
するためにも，等価尺度の検証は今後も重要とな
るだろう。
　本稿では，消費上の尺度と制度的尺度の比較を
試みたが，その際には留保しなければいけないこ
とが2点ある。1点目は，生活扶助基準が一般低所
得世帯との均衡を図ってきたという背景を考えれ
ば，低所得世帯を抽出して消費上の等価尺度を推
計し，比較する必要があると考えられることであ
る。仮に，低所得世帯のみを抽出して消費上の尺
度を推計した場合，その結果は2通りに予想でき
る。1つは，低所得世帯は非常に切り詰めた生活
を送っており，「世帯規模の経済性」を最大限機
能させているため，低所得世帯の等価尺度は一般
世帯よりも小さくなるという予想である。もう1
つの予想はそれとは逆で，低所得世帯は家計能力
に差異があることもあるため17），「世帯規模の経
済性」はあまり機能せず，等価尺度は一般世帯よ
りも大きくなるというものである。
　留保の2点目としては，仮に制度的尺度が消費
上の尺度に合わせるように生活扶助の給付体系が
変更されたとしても，それは必ずしも給付水準の
切り下げを意味しないことである。本稿では，単
身世帯を基準として消費上の尺度を推計してお
り，たとえ制度的尺度を下げたとしても，単身世
帯の生活扶助給付水準が上がれば，他の世帯類型
の給付額も増える可能性がある。
　また，消費上の尺度の推計方法についてもいく
つか課題がある。今回の推計では，食費シェアモ
デルを採用したが，このモデルは「異なる世帯で
あっても，食費シェアが同じであれば，同程度の
厚生水準を達成している」という強い仮定に基づ
いている点，問題がある。特に，単身世帯と乳幼
児がいる世帯，高齢世帯では食費に占める外食費
の割合が異なっており，どのように外食費をコン
トロールするかという点もある。消費上の尺度を
推計する方法は先行研究でも示した通り複数開発
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されており，いくつかのモデルから等価尺度を推
計してその頑健性を確かめる必要がある。

（平成24年3月投稿受理）
（平成24年11月採用決定）
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注
1）独立行政法人統計センターより1989年，1994年，

1999年，2004年の「全国消費実態調査」の匿名デー
タの提供を受けた。なお，分析結果は独自に集計
したものであり，総務省統計局が作成・公表して
いる結果とは異なる。

2）Suruga（1993）では，この2点以外にも，「エン
ゲル曲線，需要曲線をより正確に推定できること」
があげられている。世帯構成を考慮して，税額水
準を求めた研究としてはSeneca and Taussig（1971）
がある。

3）生活扶助基準に関する検討会（2007）では，①
多人数世帯に対する給付が相対的に高くなってい
ること，②第1類費と第2類費による区分は実態消
費を反映していないこと，③3人世帯ではなく単
身世帯を標準世帯として給付を展開する可能性が
指摘されている。

4）等価尺度の選択は，技術的な問題であるものの，
貧困としてカウントする者の数や構成に影響を与
えることから規範的判断が内包されており，一つ
の争点となっている（Lister2004:49）。

5）生活保護の生活扶助は，年齢別の第1類費と世
帯人員別の第2類費を組み合わせることによって，
「世帯規模の経済性」を調整しているが，第1類
費相当の消費でも「世帯規模の経済性」があるこ
とが確認されている（生活扶助基準に関する検討
会2007）。暗黙的な等価尺度についてはBradshaw

（2008）を参照のこと。
6）唯一，山田ほか（2012）では独自のアンケート

調査を用いて日本の主観的尺度を推計している。
また，丸谷（2003）は，ドイツのパネルデータか
ら推計を行っている。主観的尺度の推計方法につ
い て は，Kapteyn and van Praag（1976） やVan 
Praag and Ferrer-i-Carbonell （2008） ，Stewart
（2009）を参照のこと。

7）需要理論に忠実なモデルはPrais-Houthakkerモ
デル以外にもBarton法やGorman法などいくつか
あるが，需要理論に忠実になるほど不可解な結果
になることが指摘されている駿河（1991）。たと
えば，McClements（1977）は，ミクロ経済に忠
実なモデルのひとつであるPrais-Houthakker法を
用いて，子どもの人数・年齢別に世帯の等価尺度
を求めている。しかし，この推計結果に対しては
「必要な栄養所要量よりも低くなっている」との
指摘（Muellbauer1979）がされていた。需要理論
に 忠 実 な 等 価 尺 度 の 推 計 モ デ ル に つ い て は
Deaton（1997） ，Deaton and Muellbauer （1980） 
，駿河（1991）を参照のこと。

8）食費シェア法では，世帯の厚生水準は，その世
帯の食費シェアによって表すことができるという
強い仮定のうえに成立しており，異なる世帯で
あっても食費シェアが同じであれば，同じ厚生水
準にあると考える。

9）子どもの人数や所得が異なっていても，世帯内
の成人数と成人財への支出水準が同じであれば，
同じ厚生水準にあると考える。成人財への支出水
準を子どもができる以前へと回復させるための追
加所得を計算することによって，等価尺度を求め
る。

10）データの主な匿名化措置は，①サンプル数を全
体の約8割にリサンプリング，②地域の変数は「3
大都市圏」と「その他」のみとする，③15歳以上
の世帯員の年齢は5歳階級になっており，85歳以
上の世帯員の年齢は85歳でトップコーディングさ
れている，④世帯員が8人以上の世帯，同一年齢
の15歳未満の世帯員が3人以上存在する世帯は，
リサンプリングの前に削除する，の4つである。

　ただし，本稿においては食費シェア法から等価尺
度を推計するため，①消費支出が0円の世帯，②
食費が0円の世帯③食費支出と消費支出が同じ世
帯はサンプルから落としている。

11）そのため，例えば，夫婦・子ども世帯を比較世
帯で，大人（20~64歳）の人数の平均値が2以下と
なったり，高齢者世帯のそれが1以下となってい
たりする。

12）食費シェア法で推計する場合，単身世帯やひと
り親世帯は他の世帯と比較して外食が多い一方
で，乳幼児のいる世帯は外食が少ないことにより，
等価尺度に影響を与える可能性がある。そのため，
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食費から外食費を除いた場合の食費シェアもとる
必要性があることも指摘されている。今回，外食
費を除いた場合でも推計を行ったが，夫婦・子ど
も世帯において等価尺度が3以上の値をとる場合
や，ひとり親世帯で2以上の値をとるなど，値が
安定しなかった。

13）消費支出から住居費，医療費，教育費等を除き
生活扶助相当に費目を揃えている。

14）級地ごとの制度的尺度の推移については渡辺
（2010）を参照のこと。

15）ただし，これが基準世帯である単身世帯の消費
構造が変化したことが要因であるのか，子どもの
費用が低下したことが要因であるのかは識別でき
ていない。

16）消費上の等価尺度を用いて消費に基づく貧困の
測定も可能であり，重要な研究テーマであるが，
本稿の研究範囲からは超えているため，別稿にゆ
ずりたい。

17）たとえば田代（1961）p.98。
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動　　向

はじめに

　国立社会保障・人口問題研究所は2012（平成
24）年11月29日に「平成22年度社会保障費用統計
（旧「社会保障給付費」）」を公表した1）。同年7
月の基幹統計2）指定後，今回が初めての公表であ
る。指定を機に，「公的統計の整備に関する基本
的な計画（平成21年3月13日閣議決定）」の指摘3）

に沿って，次の二点で改善が図られた。
　第1に，国際比較性の向上である。旧「社会保
障給付費」が準拠してきたILO基準は，1996年以
降，諸外国のデータ更新が途絶え，国際比較がで
きない。他方，OECD基準はデータが定期的に更
新され，国際比較が可能である。こうした現状に
おいては，後者のOECD基準集計の拡充によって，
上記基本計画の指摘する「国際比較性の向上」が
図れることになる。
　我が国のOECD基準集計は，当研究所が1996年
より行い，OECDに登録するとともに，旧「社会
保障給付費」の「付録:国際比較」に掲載してきた。
今回，基幹統計指定を機に，「本編」に位置づけ
を変え，本格的な改善を図った。一例としては，
OECD基準の定義に照らせば本来計上すべきであ
るが，統計の制約により非計上としてきた制度・
費用について，新たに所管部局からデータ提供を
受け，追加した（第2部で詳述する）。その一方で，
国際比較性を重視する観点から，国際基準に基づ
かない日本独自基準による集計表（高齢者関係給
付費，児童・家族関係給付費等）については，参
考表として，ホームページ上のみ掲載へと変更し

た。
　第2に，SNA（国民経済計算）をはじめとする
関連統計との関係整理である。当研究所では2011
年に「社会保障費統計に関する研究会」を設置し，
SNAとの相違について内閣府の協力のもと検討を
行った。その成果（国立社会保障・人口問題研究
所, 2011）に基づき，今公表より「巻末参考資料」
に解説を掲載した。
　本稿では第1部で公表結果の概要と解説を述べ
る。第2部ではOECD基準社会支出における主な
変更点について解説する4）。

第1部　2010（平成22）年度社会保障費用の概
　要と解説

　社会保障費用とは，ILO基準社会保障給付費と
OECD基準社会支出の総称である。社会保障給付
費（ILO基準）は個人に渡る給付を範囲とするの
に対し，社会支出（OECD基準）はそれに加えて
施設整備費など直接個人に渡らない支出や，就学
前教育5），自動車賠償責任保険等の制度を含むと
いう違いがある。
　第1部では，まずⅠで社会保障費用（社会支出，
社会保障給付費）の総額，続くⅡで社会支出（政
策分野別），Ⅲで社会保障給付費（部門別），最後
のⅣで社会保障財源，の順に結果の概要と増減要
因を解説する。

Ⅰ　社会保障費用（社会支出，社会保障給付費）
　の総額−過去最高額を更新
1　社会支出
・2010年度の社会支出は110兆4,541億円，1980年

2010（平成22）年度　社会保障費用
―概要と解説―

国立社会保障・人口問題研究所　社会保障費用統計プロジェクト
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の集計開始以来，最高額となった。
・対前年度伸び率は1.5%であり，リーマン・

ショックの影響で雇用関係支出が急増した2009
年度の7.0%の伸びに比べると，鈍化した。

・対国内総生産比社会支出は23.05%，1人当たり
社会支出は86万2,500円で，いずれも過去最高
であった。

2　社会保障給付費
・2010年度の社会保障給付費は103兆4,879億円と

なり，1950年の集計開始以来の最高額，初の
100兆円台となった。

・対前年度比伸び率は3.6%となり，2009年度を除
けば，近年では高い伸びを示した。

・対国内総生産比社会保障給付費は21.60%，1人
当たりの社会保障給付費は80万8,100円で，い
ずれも過去最高であった。

Ⅱ　社会支出（政策分野別）6）−「家族」の大幅
　増，「積極的労働市場政策」「失業」の大幅減

・2010年度社会支出を政策分野別割合で見ると，
「高齢（47.3%）」と「保健（31.7%）」で8割を
占める。統計を取り始めた1980年以降の過去30
年，「高齢」と「保健」の計で7-8割を占める傾
向は変わらない。

・対前年度比伸び率で見ると，「家族」の伸びが

表1　社会保障費用の総額

社会保障費用 2009年度 2010年度
対前年度比

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

社会支出 1,088,627 1,104,541 15,914 1.5

社会保障給付費 998,607 1,034,879 36,272 3.6

（注）社会支出には，社会保障給付費に加えて，施設整備費等の個人に帰着しない支出，および就学前教育，自動車賠償責任保険，
生活保護以外の住宅関係費等の制度も集計範囲に含む。詳しくは国立社会保障・人口問題研究所（2012）51-52頁を参照。

表2　社会保障費用の対国内総生産比及び対国民所得比

社会保障費用 2009年度 2010年度 対前年度増加分
％ ％ ％ポイント

社会支出
　対国内総生産比 22.97 23.05 0.08
　対国民所得比 31.78 31.62 △0.16
社会保障給付費
　対国内総生産比 21.07 21.60 0.52
　対国民所得比 29.15 29.63 0.47

（資料）国内総生産，国民所得：内閣府 「平成24年版国民経済計算年報」

表3　1人（1世帯）当たり社会保障費用

社会保障費用 2009年度 2010年度 対前年度比
増加額 伸び率

千円 千円 千円 ％
社会支出
　1人当たり 850.3 862.5 12.3 1.4
　1世帯当たり 2,228.3 2,229.8 1.6 0.1
社会保障給付費
　1人当たり 780.0 808.1 28.2 3.6
　1世帯当たり 2,044.0 2,089.2 45.2 2.2

（注）1世帯当たり社会支出＝平均世帯人員×1人当たり社会支出によって算出した。1世帯当たり社会保障給付費も同様の方法による。
（資料）人口：総務省統計局「平成22年国勢調査」

平均世帯人員数：厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査」
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34.0%と大きかった一方，「積極的労働市場政策」
（△34.2%）および「失業」（△21.2%）は大き
くマイナスとなった。

・「高齢」の対前年度伸び率は0.2%であり，1980
年以来，最低であった。

　2010年度の対前年度比伸び率が34.0%と最も大
きかった「家族」は，1980年集計以来，最高の伸
び率であった。これは2010年4月に子ども手当が
創設され，支給対象や支給額が拡大し，給付額が
大きく増加したことによる（1兆4,672億円増）。
　一方，減少が大きかった「積極的労働市場政策」
は，雇用調整助成金，中小企業緊急雇用安定等助
成金等が2009年度に雇用環境の悪化により急増し
たが，2010年度はこれらが急減したことによる。
「失業」の減少も同様に，リーマン・ショックの
影響で2009年度雇用保険の一般求職者給付金等が
急増したが，2010年度はその影響が一段落し，雇
用環境は相変わらず厳しい中でGDPがプラスに
転じるなどの要因もあり7），平年並みの水準に
戻ったと考えられる。

　最後に，「高齢」の対前年度比伸び率が1980年
以来最低であった理由は，介護体制整備関係費の
大幅減による。具体的には，介護職員処遇改善等
臨時特例交付金（△4,773億円），介護基盤緊急整
備等臨時特例交付金（△2,358億円）の減である。

Ⅲ　社会保障給付費（部門別）−「医療」「福祉
　その他」で高く，「年金」で低い伸び

・2010年度の社会保障給付費を部門別にみると，
「医療」が32兆3,312億円，「年金」が52兆4,184
億円，「福祉その他」が18兆7,384億円である。

・対前年度比伸び率でみると，「福祉その他」が
8.4%と最も大きく，次いで「医療」が4.8%，最
も低かったのが「年金」の1.3%であった。

・時系列でみると，「医療」は1996年度の4.6%以
来の高い伸び，「福祉その他」も過去10年で3番
目の伸びであった一方，「年金」は過去10年で2
番目に低い伸びであった。

表4　政策分野別社会支出

社会支出 2009年度 2010年度 対前年度比
増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％
合　計 1,088,627 1,104,541 15,914 1.5

（100.0） （100.0）
高齢 521,003 522,013 1,011 0.2

（47.9） （47.3）
遺族 68,881 69,343 462 0.7

（6.3） （6.3）
障害、業務災害、傷病 54,405 52,898 △ 1,507 △ 2.8

（5.0） （4.8）
保健 340,505 350,589 10,084 3.0

（31.3） （31.7）
家族 45,614 61,131 15,517 34.0

（4.2） （5.5）
積極的労働市場政策 20,248 13,316 △ 6,932 △ 34.2

（1.9） （1.2）
失業 18,399 14,500 △ 3,899 △ 21.2

（1.7） （1.3）
住宅 7,557 8,083 526 7.0

（0.7） （0.7）
他の政策分野 12,015 12,667 652 5.4

（1.1） （1.1）

（注）1.（　）内は構成割合である。
2.政策分野別の項目説明は，国立社会保障・人口問題研究所（2012） 51-52頁を参照。



450 Vol. 48　No. 4季 刊 ・社 会 保 障 研 究

1　医療
　2010年度の「医療」は，診療報酬改定が+0.19%
と10年ぶりのネットプラス改定であったことや高
齢化の進行等から，全体として4.8%の伸び（1兆
4,865億円増）を示した。これは，近年では，
1996年度の4.6%以来の高い伸びである。
　増加に最も寄与したのは，後期高齢者医療等
（6,880億円増），次いで国民健康保険（2,710億円
増）であった。後期高齢者医療等は，対前年度比
で6.3%の増加となったが，これは被保険者数が対
前年度比3.2%増，1人当たり医療費が対前年度比
2.0%増となっており，この結果として医療給付も
増加したものと考えられる。一方，国民健康保険
は，相対的に高齢の被保険者が増えたこと等によ
り，1人当たり医療費が対前年度比0.4ポイント増
加し，給付の増加につながったとみられる。

2　年金
　2010年度の「年金」については，国民年金，厚
生年金保険，厚生年金基金等の各制度において給
付が増加したが，全体で1.3%の伸びにとどまった。
過去10年では，2003年度の0.9%に次ぐ低い伸びで
あった。これは，国民年金，厚生年金保険におけ
る，受給年齢の引上げに伴い，受給者数の伸びが
鈍化したことによると考えられる8）。

3　福祉その他
　「福祉その他」については，児童手当（子ども

手当）（1兆5,063億円増），介護保険（3,837億円増）
と生活保護（2,038億円増）における増加が寄与
して，全体として8.4%の伸びとなった。過去10年
で は，2009年 度15.7%，2001年 度11.7%に 次 ぐ3番
目の高い伸びであった。
　雇用保険等のマイナスの影響も小さくなかった
が（△6,071億円），それ以上に児童手当（子ども
手当）の増加への寄与が大きく，全体として高い
伸びとなった。

Ⅳ　社会保障財源−「社会保険料」の伸び率が
　高め，「資産収入」が大幅減

　社会保障財源とは，ILO基準社会保障給付費の
「支出」（社会保障給付に加えて，管理費，施設
整備費等を含む）の財源を集計したものである9）。
・2010年度の社会保障財源は112兆1,707億円とな

り，前年度に比べて10兆6,714億円の減少を示
した（対前年度比8.7%減）。

・項目別の対前年度比伸び率でみると，「被保険
者拠出（3.5%）」，「事業主拠出（5.4%）」，「国庫
負担（0.3%）」，「他の公費負担（8.3%）」が増加
する一方で，「資産収入（△94.3%）」が大きく
減少，「その他（△1.7%）」が微減した。全体と
しては「資産収入」の減少が大きく影響し，対
前年度比8.7%減となった。

・時系列でみると，「被保険者拠出」は1997年度
の3.9%以来の高い伸び，「事業主拠出」も1995

表5　部門別社会保障給付費

社会保障給付費 2009年度 2010年度 対前年度比
増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％
計 998,607 1,034,879 36,272 3.6

（100.0） （100.0）
医療 308,446 323,312 14,865 4.8

（30.9） （31.2）
年金 517,246 524,184 6,938 1.3

（51.8） （50.7）
福祉その他 172,914 187,384 14,469 8.4

（17.3） （18.1）
　　　　介護対策（再掲） 71,162 75,051 3,890 5.5

（7.1） （7.3）

（注）1.（　）内は構成割合である。
2.部門別の項目説明は，国立社会保障・人口問題研究所（2012） 27頁、50頁を参照。
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年度の7.5%以来の高い伸びとなった。一方，「国
庫負担」は過去10年で3番目に低い伸び，「他の
公費」は過去10年で5番目の平均的な伸びであっ
た。

1　社会保険料
（1）被保険者拠出
　「被保険者拠出」の増加は，協会健保（4,487
億円増），雇用保険等（2,534億円増）や厚生年金
保険（2,422億円増）等によるものである。協会
健保は保険料率の引上げ（8.26%→9.42%），雇用
保険等では雇用保険料率の引上げおよび保険料算
定基準となる給与の増加10），厚生年金保険は保険
料率の引上げおよび被保険者数の増加や標準報酬
月額の増加によるものと考えられる11）。
（2）事業主拠出
　「事業主拠出」の増加は，協会健保（4,527億円），
雇用保険等（2,953億円）や厚生年金保険（2,422

億円）等によるものである。上記制度の保険料は
労使折半であるため，各制度の増加要因は，（1）
の被保険者拠出と同じである。

2　公費負担
（1）国庫負担
　「国庫負担」は，児童手当（子ども手当）（1兆
2,652億円増），厚生年金保険（6,519億円増），生
活保護（2,419億円増）で増加する一方，社会福
祉（△1兆88億円），雇用保険等（△5,881億円）
などで減少し，全体として0.3%増となった。前年
2009年度はリーマン・ショックの影響で雇用関係
を始めとする給付が増えた影響で国庫負担も増加
し，対前年度比伸び率が急伸（24.8%）した。そ
の一時的な負担増が無くなる，もしくは減額した
ため，2010年度は伸びが低くなった。最も大きく
増加した児童手当（子ども手当）における国庫負
担の増加については，子ども手当が創設され，支

表6　項目別社会保障財源

社会保障財源 2009年度 2010年度 対前年度比
増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％
計 1,228,421 1,121,707 △ 106,714 △ 8.7

（100.0） （100.0）
Ⅰ　社会保険料 554,126 578,468 24,342 4.4

（45.1） （51.6）
　　　被保険者拠出 292,978 303,108 10,130 3.5

（23.8） （27.0）
　　　事業主拠出 261,147 275,360 14,212 5.4

（21.3） （24.5）
Ⅱ　公費負担 391,850 400,830 8,980 2.3

（31.9） （35.7）
　　　国庫負担 293,190 294,007 816 0.3

（23.9） （26.2）
　　　他の公費負担 98,659 106,823 8,164 8.3

（8.0） （9.5）
Ⅲ　他の収入 282,446 142,409 △ 140,036 △ 49.6

（23.0） （12.7）
　　　資産収入 146,154 8,380 △ 137,774 △ 94.3

（11.9） （0.7）
　　　その他 136,292 134,029 △ 2,263 △ 1.7

（11.1） （11.9）

（注）1.（　）内は構成割合である。
2. 公費負担とは「国庫負担」と「他の公費負担」の合計である。また，「他の公費負担」とは地方自治体の負担を示す。但し，地

方自治体の負担とは国の制度に基づいて地方自治体が負担しているものであり，地方自治体が独自に行っている事業に対する
負担は含まない。

3.「資産収入」については，公的年金制度等における運用実績により変動することに留意する必要がある。また，「その他」は積
立金からの受入を含む。
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給対象や支給額が拡大されたことによる。
（2）他の公費負担12）

　「他の公費負担」の増加については，介護保険
（1,469億円増），公衆衛生（1,220億円増）等によ
るものである。介護保険は，受給者の増加により
給付額が5.4%の高さで伸びたため，その財源の一
部である他の公費負担が伸びたと考えられる。次
に公衆衛生の増加の8割は，子宮頸がん等ワクチ
ン接種緊急促進臨時特例交付金の負担（1,085億
円増）によるものである。

3　その他収入
（1）資産収入
　「資産収入」は厚生年金保険（△8兆6,258億円），
次いで厚生年金基金等（△4兆1,212億円）におい
て大きく減少している。これは，運用環境の悪化
により積立金の運用実績が低迷したことが要因で
ある13）。
（2）その他
　「その他」の減少は主として雇用保険等（△5,722
億円）による。一方で，厚生年金保険（3,565億
円増），国民年金（1,045億円増）をはじめ増加し
た制度もあったため，全体として減少幅が1.7%と
小さくなった。雇用保険等については，主として
積立金からの受入や雇用安定資金からの受入が大
幅に減少したことによるものである14）。厚生年金
保険については，保険料収入等の歳入の減少と保

険給付費等の歳出の増加に対応し，積立金からの
受入が大幅に増加した15）。国民年金については，
基礎年金勘定における前年度剰余金受入が増加し
た16）。

第2部　2010（平成22）年度社会支出集計の主
　な変更点

　冒頭で述べたとおり，今回の公表では，諸外国
データが継続的に更新されているOECD基準社会
支出集計を中心に改善を行い，国際比較性の向上
を図った。以下では，主な変更点として，Ⅰで新
たな制度・費用の追加，続くⅡで他機関による集
計の精査について解説する。

Ⅰ　新たな制度・費用の追加−政策分野別「住
　宅」の国際比較が可能に

　社会支出の定義17）に照らせば本来計上すべき
であるが，これまで統計の制約により非計上で
あった制度・費用を新たに追加した（2010年度で
約9,000億円）。具体的には，住宅（住宅対策事業費，
住宅対策諸費等），犯罪被害給付，中小企業退職
金共済，医薬品副作用被害救済等であり（表7），
これらを2007年度以降，遡及計上した。
　国際比較性が格段に向上したのは，政策分野別
「住宅」である。これまで日本の住宅支出を代表
する統計数値の制約により計上してこなかった。

表7　OECD基準社会支出集計に新規追加した制度・事業

制度・事業 所管部局

住宅（住宅対策事業費、住宅対策諸費等） 国土交通省

政府自動車損害賠償保障事業 国土交通省

自動車事故後遺障害者支援 国土交通省（（独）自動車事故対策機構）

犯罪被害給付 警察庁

医薬品副作用被害救済 厚生労働省（（独）医薬品医療機器総合機構）

生物由来製品感染被害救済 厚生労働省（（独）医薬品医療機器総合機構）

中小企業退職金共済 厚生労働省（（独）勤労者退職金共済機構）

社会福祉施設職員等退職手当共済 厚生労働省（（独）福祉医療機構）

公害健康被害補償 環境省（（独）環境再生保全機構）

石綿健康被害救済 環境省（（独）環境再生保全機構）

日本スポーツ振興センター災害共済給付 文部科学省（（独）日本スポーツ振興センター）

就学援助（要保護児童生徒援助費補助金） 文部科学省
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今回より国土交通省からデータ提供を受けて計上
し，「住宅」支出について日本と諸外国の比較が
可能となった。OECD基準「住宅」分野には，家
賃補助のほかに，公的住宅の建設費等が含まれる
一方，住宅ローン減税等の税制優遇措置は含まな
い。基準に照らし，生活保護の住宅扶助，公的住
宅の家賃補助（公営賃貸住宅家賃対策費補助等），
公的住宅の建設費（地域住宅交付金）などを集計
対象としている18）。
　一方，検討の結果，計上しない整理としたもの
もいくつかある。その一例が，高校無償化（公立
高校授業料無償制，および私学向けの高等学校等
就学支援金制度）である。OECD基準によれば，
教育費は対象外19）であることから，計上しない
整理とした20）。

Ⅱ　他機関による集計の精査−政策分野別「保
　健」を独自に集計

　OECDでは1980年以降の社会支出を時系列デー
タベースとして継続整備している。その整備にお
いては，OECDの他のデータベースとして既に整
備されているものについては，各国に重ねて提供
を求めず，各データベースの数値を引用する方法
がとられている。具体的には，①「失業」「積極
的 労 働 市 場 政 策 」 はOECD　Employment 
Databaseより消極的政策支出と積極的政策支出，
②「 家 族 」 の う ち 就 学 前 教 育 費 はOECD 
Education Databaseより公的就学前教育支出，③
「保健」はOECD Health Dataより公的保健医療
支出，がそれぞれ引用されている。
　上記のOECD各データベースへの日本のデータ
登録は，当研究所ではなく他機関が行っている。
①は厚生労働省の労働関係部局，②は文部科学省，
③は財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医
療経済研究機構（IHEP）である。これまで，当
研究所が社会支出データベースをOECDに登録す
る際には，上記機関がOECDに既に登録したデー
タの提供を受けて，一部操作を行った上21）で，
OECDに登録をしてきた。
　昨年まで，付録に社会支出（日本と主要国のデー

タ）を掲載してきたが，それは上記部局がOECD
の各データベースに登録後，さらにそれを引用し
たOECD社会支出データベースが公開された後に
掲載，という流れであった。そのため，社会支出
の直近年が，公表資料本編に掲載の社会保障給付
費より1年前であっても，社会支出は付録の扱い
であったため，集計年次の違いはあまり問題にさ
れなかった。しかし，社会支出が基幹統計表に指
定され，従来の付録から本編に移して公表するこ
ととなった今回より，社会保障給付費と足並みを
そろえる形で，従来の公表時期よりも約1年早く，
つまり2012年度の公表において，直近2010年度ま
でのデータが必要となった。
　そこで，上記の各部局に対して，OECDに登録
するペースよりも早期に，当研究所へデータ提供
が可能か，協議を行った。その結果，①の「失業」
「積極的労働市場政策」は可能であった一方，②
の就学前教育費，および③の「保健」は早期提供
が困難との結論に至り，その対処方法として②に
ついては2009年度値を据え置きのまま2010年度に
使用，③については当研究所がIHEPに先駆けて
集計を行うこととした。
　このようにして，OECD基準の集計値を従来の
ILO基準集計と同じ年次で実現することが可能に
なった。時期の問題の他に，基幹統計化に伴い対
応すべき課題としては，各機関が作成するデータ
の精査があった。OECD基準社会支出が基幹統計
表に指定されたことで，他機関による作成データ
を引用している部分（「失業」「積極的労働市場政
策」，「家族」のうち就学前教育，「保健」）につい
ても，当研究所が作成方法の説明責任を果たすこ
とが求められたためである。
　まず①の「失業」「積極的労働市場政策」分野
のデータを精査すると，「失業」のなかに「家族」
に位置づけるべき育児・介護休業給付，「積極的
労働市場政策」に含めるべき教育訓練給付が計上
されていることが判明し，これらを「失業」から
除き各分野に位置づけ直した。また，「積極的労
働市場政策」には地方負担分が含まれていないこ
とが判明し，データを補完した。
　 次に③「保健」については，SHA（System of 
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Health Accounts）定義に基づくIHEPの方法に準
拠することを基本に，当研究所が2010年度と前年
2009年度について推計を行ったが，その際，推計
方法について精査し，改善を図った。その結果，
2009年度のIHEP推計値と社人研推計値を比べる
と，社人研値のほうが1,791億円多くなった。こ
れは第1に，母子保健，感染症予防等の項目を中
心に，定義上は本来入るべきものだが漏れていた
ものや，数値が未更新のものについて，当研究所
が整備している決算データあるいは地方交付税制
度解説等資料を基に，より適切な値を加えたこと
による。第2に，IHEPが各種公表データから推計
しているもののうち，当研究所が整備している決
算データが存在するもの（例えば，特定健診，医
療設備投資，管理費等）は置き換えを行った。

おわりに

　本稿では，第1部で2010年度社会保障費用統計
の結果の概要と増減要因を述べ，第2部では今回
の集計における主な変更点について解説した。第
2部で述べたとおり，今回はOECD基準社会支出
において，新規制度の追加と，他機関による集計
の精査，見直しを実施するにとどまった。来年度
以降の検討課題として残したのは，次の二点であ
る。
　第1に，ILO基準社会保障給付費における「給付」
の範囲を再検討し，従来より計上してきた費用並
びに新規追加費用を再整理するとともに，その整
理に沿って地方単独事業を新たに追加することが
ある。当研究所では，旧社会保障給付費の時代か
ら，統計の制約により地方単独事業が計上されず，
長年の課題としてあった。それが「税・社会保障
一体改革大綱（2012年2月17日閣議決定）」22）に
おいて「地方単独事業を含め，財源構成に関わり
なくその事業の機能・性格に着目した社会保障給
付の全体像を整理する。」としてクローズアップ
された。このような指摘がなされた背景は，社会
保障・税一体改革の検討を政府が進める中で，消
費税率の引き上げに伴い，その引上げ分は「制度
として確立された年金，医療及び介護の社会保障

給付並びに少子化に対処するための施策に要する
経費（いわゆる社会保障4経費）に充てる」とされ，
その国と地方の配分を巡って，実際に国と地方が
どれだけ上記4経費に支出しているか，正しく把
握する必要があったからである。そこで，消費税
の対象経費にあたる4経費のうち特に個人に帰属
する「給付」の範囲を巡って，厚生労働省，総務
省を中心に議論がなされ，最終的に「国と地方の
協議の場」において一定の決着をみた23）。本費用
統計における地方単独事業の扱いについても，
ILO基準マニュアルに照らし，併せてこれらの国
内における議論も参考にしつつ，給付の範囲，そ
して地方単独事業として本費用統計に含めるべき
事業の範囲について，今後具体的に検討すること
が課題となっている。
　第2に，ILO基準社会保障給付費とOECD基準
社会支出が対象とする制度の関係整理である。こ
れまでのILO基準集計では，OECD基準のうち公
的社会支出と一部の義務的私的社会支出に含まれ
る制度・費用を対象としてきた。義務的私的社会
支出の例として，厚生年金基金と自動車賠償責任
保険があるが，前者はILO基準に含める一方，後
者は含めていない。義務的私的社会支出のうち，
どこまでILO基準の範囲とすべきかについて，さ
らに詳細な整理が必要とされている。今後，制度・
費用の内容を精査し，ILO，OECD基準に含める
べき制度・費用の範囲，および相互の関係につい
て，整理を行うことが課題である。
　最後に，今回の公表より，巻末参考資料として，
各基準の定義や，SNAとの関係性等についての解
説を加えた。今後も，ユーザーにとって，より分
かりやすく，使いやすい統計を目指し，拡充を図っ
ていくことが継続的な課題としてある。

注
1）昨年度まで「社会保障給付費」としてILO基準

による集計を公表してきたが，2012年7月の基幹
統計指定に伴い，「社会保障費用統計」へと名称
変更した。

2）基幹統計とは，行政機関が作成する統計のうち
重要なものとして総務大臣が指定した統計であ
り，2012年7月現在，56統計ある。統計法第2条第
4項第3号に基づき，基幹統計として，社会保障費
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用統計（ILO基準，OECD基準の両表）が指定さ
れた。

3）公的統計の整備に関する基本的な計画（2009年
3月13日閣議決定）別表において「社会保障給付
費について，諸外国の統計との国際比較を十分に
行えるようにするため，内閣府の協力を得て，各
種の国際基準（SNA，ESSPROS（欧州統合社会
保護統計制度），SOCX（OECD社会支出統計），
SHAなど）に基づく統計との整合性の向上につい
て検討する。」との記載がある。

4）国立社会保障・人口問題研究所（2012），同内
容は研究所ホームページに全文掲載してある。な
お，本稿第1部では，日本の結果のみを扱い，国
際比較については別稿（国立社会保障・人口問題
研究所（2013））に解説を掲載した。

5）就学前教育には，幼稚園就園奨励費，幼稚園運
営費補助金等を含む。

6）公表資料では，日本の社会支出に加えて，各国
の社会支出との国際比較を掲載している。本稿で
は，日本についてのみ取り上げ，国際比較につい
ては別稿（国立社会保障・人口問題研究所（2013））
において取り上げているので参照されたい。

7）2009年度から2010年度にかけて，一般求職者給
付の受給者実人員数は20.1万人減少，実質GDP成
長率はプラス成長に転じ，有効求人倍率は0.45か
ら0.56に改善，完全失業率は5.2%から5.0%へ低下
した。

8）厚生労働省年金局「平成22年度厚生年金保険・
国民年金事業の概況」によれば，国民年金受給者
総数（年度末現在）の対前年度伸び率は2009年度
3.1%から2010年度2.0%へ，同厚生年金保険は2009
年度5.5%から2010年度4.6%へ減少している。

9）財源はILO基準のみであり，OECD基準社会支
出に対応する財源の集計は存在しない。OECDで
は別の統計（Revenue Statistics 歳入統計）におい
て，各国の税，社会保険料の国際比較データを整
備している（財務省の国民負担率の国際比較は本
統計の税，社会保険料を使用）。但し，Revenue 
Statisticsの税には，社会保障に加えて防衛費等へ
充当する分も含み，社会保障に限った財源をみる
データとしては不適当である。将来，OECDが社
会支出とRevenue Statisticsを一体化させる形で拡
張される可能性があるが，多大な労力がかかるた
め 実 現 は 難 し い 状 況 に あ る（Adema et 
al.（2011））。一方，欧州諸国に限れば，ESSPROS
統計において社会保障の財源データが整備されて
おり，国際比較が可能である。しかし，日本は，
ESSPROS統計を整備していないため，比較がで
きない。日本と諸外国の比較可能な財源データの
整備が今後の課題であることは，国立社会保障・
人口問題研究所（2011）でも指摘されているとこ
ろである。

10）失業等給付に係る被保険者の雇用保険料率は
2010年度において，一般事業で0.4%から0.6% へ，
引き上げられた。

11）厚生年金保険料率（2010年10月1日改定）は
15.704%から16.058%へ0.354%増加した。2010年度
の厚生年金保険被保険者総数の対前年度伸び率は
0.5%，標準報酬月額の対前年度伸び率は0.5%で
あった。

12）他の公費負担とは，国の制度に基づいて地方自
治体が負担しているものであり，地方自治体が独
自に行っている事業に対する負担は含まない。

13）厚生労働省「平成22年度年金積立金運用報告書」
によると，2010年度の厚生年金保険の収益率は△
0.26%，国民年金の収益率は△0.25%，合計で△0.26%
となっている。また，年金積立金管理運用独立行
政法人で管理する積立金と年金特別会計で管理す
る積立金（年金特別会計において，年金給付等の
資金繰り上生じる資金不足を補うため，管理運用
法人とは別に所要額の積立金を管理している）を
合わせた，年金積立金全体の2009年度の運用実績
は，△0.26%（約△0.3兆円）であった。

14）積立金からの受入は，2009年度 5,389億円から
2010年度1,770億円（△3,619億円）減少した。ま
た雇用安定資金からの受入は，2009年度 2,259億
円から2010年度はゼロ（△2,259億円）となった。

15）厚生年金保険における積立金からの受入は，
2009年度3兆7,549億円から2010年度6兆3,431億円
へ，2兆5,881億円増加した。

16）国民年金基礎年金勘定における前年度剰余金受
入は，2009年度1兆5,922億円から2010年度1兆9,011
億円へ，3,088億円増加した。

17）社会支出とは，人々の厚生水準が極端に低下し
た場合に，それを補うために個人や世帯に対して
公的あるいは民間機関によって行われる財政支援
や給付であり，かつその支出が社会的目的を有し
ているもの（制度が個人間の所得再分配に寄与し
ているか，または制度への参加が強制性を持って
いるもの）と定義される。国立社会保障・人口問
題研究所 （2012）の巻末参考資料49頁参照。

18）生活保護の住宅扶助については，今回新たに追
加したものではなく，これまでの「他の政策分野」
から，「住宅」に位置づけを変えた。本来は「住宅」
に該当するが，国土交通省所管の費用が入手出来
ない中で，住宅扶助のみを「住宅」に計上するこ
とは，日本の住宅支出が国際比較において過小に
評価されてしまう。今回，国土交通省所管の費用
を含めたことに伴い，住宅扶助についても本来の
「住宅」分類に位置づけ直した。

19）ただし，教育費のうち，就学前教育費（幼稚園
関係費）に限っては，社会支出（「家族」）に含め
ている。これは各国で制度の異なる未就学児向け
保育，教育サービスを国際比較する上で，保育の
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みを対象とするよりも，就学前教育も含めたほう
が，正確な国際比較が可能になるとの判断があっ
たことによる。詳しくはAdema et al.（2011）参照。

20）私立高校を対象とする高等学校等就学支援金制
度では，保護者の所得に応じた加算がある。これ
は低所得家庭支援で，所得再分配機能を持つため，
社会支出に該当するとの考え方もできる。今後の
検討課題である。

21）たとえば，IHEPによる「保健」の集計値には，
介護保険の医療系サービスを含むが，これは社会
支出では「高齢」に含まれている。社会支出では
介護保険サービスはすべて「高齢」に位置づけて
いることから，重複を避けるため，当該費用を除
く操作を行っている。

22）「税・社会保障一体改革大綱」（2012年2月17日
閣議決定）http://www.mof.go.jp/comprehensive_
reform/240217kettei.pdf

23）内閣官房・総務省・財務省・厚生労働省「地方
単独事業の総合的な整理」（2011年12月29日）
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/
rinji5/siryou1.pdf
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判例研究

社 会 保 障 法 判 例

福　田　素　生

永住的外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象
になるとし，同法4条3項に基づく急迫保護を開始すべき
だったとして保護申請を却下した処分を取消した事例

福岡高等裁判所平成23年11月15日判決（平成22年（行コ）第38号生
活保護開始決定義務付け等請求控訴事件）賃金と社会保障1561号36
頁

Ⅰ　事実の概要

　X（原告，控訴人）は，永住者の在留資格を有
する中国籍の高齢女性である。Xは，1954年に中
国籍で永住者の在留資格を有する訴外Aと婚姻
し，以降料理店を夫婦で切り盛り，生活してきた。
1978年頃，Aが体調を崩して仕事を辞めたため，
以後Xの亡義父（Aの父）が所有していた駐車場
とA所有の建物の賃料収入等で生活していた。
　Aは2004年9月頃から認知症により入院してい
たが，2006年4月頃，Aの弟のBが控訴人宅に引っ
越してきて，Xと生活を共にするようになった。
以後，Xは，Bから暴言，暴力を受ける，貯金通
帳等をとりあげられるなどの虐待を受けた。
　Xは，2008年から入院（その後，転院さらに一
般社団法人が運営する施設に入所）し，入院費用
の支払いなど生活に困窮したため，同年12月15日，
大分市福祉事務所長に生活保護を申請（本件申請）
したが，X及びA名義の預金残高が相当額あるこ

とを理由に，同月22日付で本件申請は却下（本件
処分）された。
　Xは，翌年2月6日，本件処分を不服として大分
県知事に対して審査請求したが，外国人に対する
生活保護は，法律上の権利として保護されたもの
ではなく，本件処分に処分性はないので本件審査
請求は不適法であるとして却下する裁決がなされ
たため，主位的に本件処分の取消し（取消訴訟）
及び保護開始の義務付け（義務付け訴訟）を求め，
予備的に保護の給付（当事者訴訟），さらに予備
的に保護を受ける地位の確認（当事者訴訟）を求
めた。
　原審（大分地判平22年10月18日賃金と社会保障
1534号22頁）は，外国人による生活保護の申請に
は，生活保護法に基づく申請と行政措置としての
生活保護の申請の2つがあり，本件申請は両者を
含んだものとする。そして，前者にかかる本件処
分は処分性を有するので，その取消しを求めるの
は，審査請求前置の充足を含め，適法な請求と認
められるが，外国人に生活保護法の適用はないの
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で，本件処分に誤りはないとして棄却し，後者は，
通知を根拠とする任意の行政措置（その法的性格
は贈与）を求める申請であり，それにかかる本件
処分は，法を根拠とせず，処分性はないので，そ
の取消しを求めるのは不適法な請求として却下し
た。また，予備的請求の当事者訴訟についても贈
与契約は成立していないとして棄却したため，X
は控訴した。なお，Xは，控訴審において第三次
ないし第四次の予備的請求（いずれも当事者訴訟）
を追加した。

Ⅱ　判旨

　原判決を取消し，本件処分を取消した。Xの原
審及び控訴審におけるその余の請求に係る訴えを
却下または棄却した。なお，大分市が上告し，最
高裁に係争中である。

1　外国人に対する生活保護法適用の有無について
　旧・現生活保護法の改正経緯，昭和29年5月8日
社発第382号「生活に困窮する外国人に対する保
護の措置について」（本件通知）やその後の行政
府の対応，難民条約批准に伴う国会審議を含めた
立法府の対応など外国人に対する生活保護法適用
についてこれまでの経緯を概観した上で，
「当初生活保護法の対象は日本国民に限定されて
いたものの，実際には本件通知により外国人もそ
の対象となり，日本国民とほぼ同様の基準，手続
きにより運用されていたものである。・・・国は，
難民条約の批准等及びこれに伴う国会審議を契機
として，外国人に対する生活保護について一定範
囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認
めたものということができる。すなわち，行政府
と立法府が，当時の出入国管理令との関係上支障
が生じないとの認定の下で，一定の範囲の外国人
に対し，日本国民に準じた生活保護法上の待遇を
与えることを是認したものということができるの
であって，換言すれば一定範囲の外国人において
上記待遇を受ける地位が法的に保護されることに
なったものである。また，上記のとおり生活保護
の対象となる外国人を永住的外国人に限定したこ

とは，これが生活保護法の制度趣旨をその理由と
しているところからすれば，外国人に対する同法
の準用を前提としたものと見るのが相当である。
よって，生活保護法あるいは本件通知の文言にか
かわらず，一定範囲の外国人も生活保護法の準用
による法的保護の対象になるものと解するのが相
当であり，永住的外国人である控訴人がその対象
となることは明らかである。」

2　本件処分における処分性の有無について
　「控訴人に対しても生活保護法が準用されるべ
きことは上記のとおりであり，同法に基づく本件
処分に処分性が認められることは明らかである」

3　控訴人における生活保護の受給要件充足性に
ついて

　本件申請にかかる事実経過を踏まえ，
　「これらの事実によれば，本件申請当時，控訴
人には生活保護法4条3項所定の急迫した事由が存
在したことが認められ，これに基づいて生活保護
を開始すべきであった・・・貯金の名義のみをもっ
て控訴人には生活保護の開始要件がないとした被
控訴人の審査手続きが違法であることは明ら
か・・・賃料収入が控訴人にとって処分容易な資
産には当たらない」

4　義務付け訴訟について
　「義務付けについては，・・・要件のうち「そ
の損害を避けるため他に適当な方法がないとき」
を充足するものとは認められず，その訴えは不適
法」

Ⅲ　評釈

　結論には賛成だが，判旨には疑問がある。

1　外国人に対する生活保護について
（1） これまでの制度の運用
　日本国憲法公布前に制定された旧生活保護法
（昭和21年法律第17号）では，1条で対象を「生
活の保護を要する状態に在る者」と規定し，内外
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人平等を原則としていたとされている。その後，
日本国憲法25条1項が「すべて国民は，健康で文
化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と
規定したことを受け，保護請求権を認める現行生
活保護法（昭和25年法律第144号）が制定され，
その1，2条で「（生活に困窮する）すべて（の）
国民」と規定し，国民年金法等の旧国籍条項とは
異なる形で，その対象を国民に限定した。しかし
外国人については，その直後に発出された通知（昭
和25年6月18日社乙発92号）で，「放置することが
社会的人道的にみても妥当でなく他の救済の途が
全くない場合に限り，当分の間，本法の規定を準
用して保護して差支えない」とされ，さらにその
4年後に出された本件通知では，「外国人は法の適
用対象とならないのであるが，当分の間1），生活
に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生
活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により
必要と認める保護を行う」とされていた。その背
景として，1952年に対日講和条約が発効し，（保
護を受けていた者を含め）朝鮮，台湾など旧植民
地出身者の多くが日本国籍を喪失したことがある
が，本件通知の文理上は，外国人の範囲について
限定はなかった。また，本件通知の運用指針では
「法律上の権利として保障したものではなく，単
に一方的な行政措置・・・日本国民の場合には，
法による保護を法律上の権利として保障している
のであるから，保護を受ける権利が侵害された場
合にはこれを排除する途（不服申立の制度）が開
かれているのであるが，外国人の場合には不服の
申し立てをすることはできない」とされていた。
　1979年の国際人権規約批准に際し，生活保護法
の改正は行われず，政府は「法律上の権利ではな
いという意味であり，実際は，行政措置によって
実質的な給付が行われている以上，国際人権規約
上の権利としては，担保されている」2）と答弁し
た。また，インドシナ難民対策を契機に，「難民
の地位に関する条約」，「難民の地位に関する議定
書」が1982年に批准され，それに伴い，国民年金
法，社会手当各法が改正され，国籍要件が撤廃さ
れた。一方「難民の地位に関する条約」23条では，
公的扶助に関する平等待遇を規定しているが，生

活保護法は改正されなかった。政府は，国会審議
において「昭和25年の制度発足以来，実質的に内
外人同じ取り扱いで生活保護を実施いたしてきて
いるわけでございます。去る国際人権規約，今回
の難民条約，これにつきましても行政措置，予算
上内国民と同様の待遇をいたしてきておるという
ことで，条約批准に全く支障がないというふうに
考えておる次第でございます。・・・改正しても
よろしいではないかという御議論もあろうかと思
うのでございます・・・が，いろいろむずかしい
問題がございます。・・・今回は，とにかくこういっ
た条約の批准には何ら支障がないし，実質的には
同じ保護をいたしておるのであるからこれによっ
て御了解をいただきたい，かように考えているわ
けでございます。・・・すでにもう昭和二十年代に，
外国人に対する生活保護の適用ということで明確
に通知をいたしております。かつまた，予算も保
護費ということで，国内の一般国民と同じ予算で
保護費の中で処置をいたしておるわけで，特にそ
れを改める必要はないわけでございますが，こう
いった難民条約の批准等に絡めまして，一層その
趣旨の徹底を図るという意味での通知，指導等は
いたしたいと考えておるところでございます。」3）

と答弁し，難民認定を受けた者については，本件
通知により取り扱う旨が通知4）された。
　その後，（不法就労の）外国人労働者の増加を
受け，1989年に入管法が改正され，未熟練労働者
を受け入れない政策を堅持し，不法就労者等の取
り締まりが強化されたが，厚生省は，1990年に社
会局保護課企画法令係長による口頭指示という形
で本件通知の対象となる外国人を入管法別表第2
に掲げられた者（（「永住者」，「定住者」，「日本人
の配偶者等」，「永住者の配偶者等」），以下「永住
的外国人」という。）に限定した。

（2） 関連判例の動向
①金基元事件訴訟（東京地判昭和53年3月31日行
集29巻3号473頁）―生活保護を受給していた在日
朝鮮人のケースで，「少なくとも文理上は，生活
保護法の適用対象は日本国民であり，外国人はそ
の適用対象外と解するのが相当・・・現行法の下
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において前記文理解釈を超えて外国人もまた生活
保護法の適用の対象となると解釈する余地はな
い」とした。
②塩見訴訟（最判平成元年3月2日判例時報1363号
68頁など）―難民条約の批准に伴い撤廃された障
害福祉年金の国籍要件について，憲法25条の趣旨
の具体化でもある障害福祉年金の支給対象者の決
定について立法府は広範な裁量権を有しているの
に加え，「社会保障法上の施策において在留外国
人をどのように処遇するかについては，国は，特
別の条約の存しない限り，当該外国人の属する国
との外交関係，変動する国際情勢，国内の政治・
経済・社会的諸事情等に照らしながら，その政治
的判断によりこれを決定することができるのであ
り，その限られた財源の下で福祉的給付を行うに
当たり，自国民を在留外国人より優先的に扱うこ
とも，許されるべきことと解される。」とし，在
留外国人と日本国民の取扱いの区別が「憲法14条
1項に違反するものということはできない。」と判
示した。また，経済的，社会的及び文化的権利に
関する国際規約9条は，「個人に対し即時に具体的
権利を付与することを定めたものではない」とし
た。
③中野宋事件訴訟5）（最判平成13年9月25判例タイ
ムズ1080号83頁など）―不法残留外国人の緊急医
療のケースで，「生活保護法が不法残留者を保護
の対象とするものでないことは，その規定及び趣
旨に照らし明らか」と述べ，「（憲法25条）の趣旨
にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずる
かの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられて
いると解すべきところ，不法在留者を保護の対象
に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属する
ことは明らか」であり，不法残留者を生活保護法
の対象にしないのは，憲法25条及び憲法14条1項
に反しないとした。

（3） 学説の動向
　憲法による基本的人権の保障については，権利
の性質上日本国民に限定されるものを除き，在留
外国人にも保障されるという「性質説」がマクリー
ン事件判決（最大判昭和53年10月4日民集32巻7号

1223頁）以降通説であるが，外国人に対する生存
権の保障については，その者の属する国が第1次
的責任を負うべきとする「母国主義」による「否
定説」が支配的であった。これに対し，外国人に
対する生存権保障を一律に排除するのではなく，
外国人の類型，態様によって生存権の保障が及ぶ
か否かを判断するという「態様説」が近年有力に
主張されるようになっている6）ものの，現行生活
保護法については，立法経緯や規定の文言などか
ら外国人に適用されないと解するのが通説7）であ
る。

（4） 判旨の検討
　判決は，憲法25条の生存権保障は永住的外国人
にも及び，それを具体化した生活保護法は永住的
外国人にも適用される，また，経済的，社会的及
び文化的権利に関する国際規約は自動執行条約で
あり，外国人に生存権が保障されるなど，憲法，
国際法に基づく控訴人の主張（前述の塩見訴訟，
中野宋事件訴訟の最高裁判決でいずれも基本的に
否定されている）には触れず，「国は，難民条約
の批准等及びこれに伴う国会審議を契機として，
外国人に対する生活保護について一定範囲で国際
法及び国内公法上の義務を負うことを認め」行政
府と立法府が一定の範囲の外国人に対し，日本国
民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを是
認し，その地位が法的に保護されることになった
と判示している。また，厚生省担当係長の口頭指
示により生活保護の対象となる外国人を永住的外
国人に限定したことが生活保護法の制度趣旨を理
由としていることを根拠に，永住的外国人に対す
る同法の準用を前提としたものと見るのが相当で
あるとしている。本判決は，判例，学説の大勢が
現行生活保護法の外国人適用を否定的に解する
中，永住的外国人に対し，生活保護法の準用によ
る法的保護を認めた初めての司法判断と思われ，
生活保護法の「適用」，「法的権利」ではないもの
の，生活保護法の準用による法的保護という法的
枠組みで，永住的外国人に対する生活保護を捉え
たものと思われ，結論において画期的なものであ
ろう8）。しかし，判決の論理構成は，説得力のあ
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るものとは言い難いように思われる。
　判決も「当初生活保護法の対象は日本国民に限
定されていた」ことを認めているが，生活保護法
は，国民年金法や社会手当各法と異なり，難民条
約の批准等に際して何ら改正されておらず，前述
のように国会審議でも行政府は，本件通知による
措置を特に改める必要はないと答弁している。永
住的外国人については，現在まで基本的に本件通
知に基づく対応が行われ続けており，難民条約の
批准等及びこれに伴う国会審議を通じても永住的
外国人に対する生活保護に関する法的対応につい
て特段のあるいは大きな変更はなかったと理解せ
ざるをえないように思われる。そもそも，立法措
置がない中，難民条約の批准等とそれに伴う国会
審議のみを契機に，一定範囲の外国人の地位が法
的に保護されることになったという論理が成り立
つのはどのような場合があるのだろうか。具体的
にどの条約のどの条項による効果なのか説明が十
分でなく，特に，国会の議決ではなく審議にそれ
ほどの意味を認められる場合がありうるのだろう
か。また，保護の対象が難民に限定されなかった
からといって，一定範囲の外国人に対し，生活保
護法が準用されるようになったとは限らないし，
また，生活保護の対象となる外国人を永住的外国
人に限定した理由が生活保護法の制度趣旨を理由
としているからと言って，外国人に対する同法の
準用を前提としたものとは必ずしも言えないよう
に思われる。さらに，1982年で難民条約の批准と
1990年の行政府の指示（法令担当係長が口頭で
行ったそれ自体軽いもの）による対象の限定を，
関連づけ，全体としてとらえて永住的外国人に対
する法的保護の確立を認めているようにも読める
が，両者には約10年の時間的空白があるだけでな
く，前者はインドシナ難民対策，後者は不法就労
外国人の増加による入管法改正を背景としてお
り，基本的に無関係に行われた事項として捉える
べきもののように思われる。むしろ，生活保護の
外国人への適用については，その時々の社会経済
情勢に翻弄されながら，泥縄式の対応に追われて
きたというのが実情なのではないか。上告理由書
では「法律改正等の特段の立法措置を経ることな

く，原判決が判示するような経緯のみによって，
一定範囲の外国人が同法上の保護を受ける地位を
有することはできないというべきである」9）とさ
れているようであるが，法律論としては当然の主
張のように思われる。
　また，前述の中野宋事件判決の通り，最高裁が
具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決
定が広い裁量にゆだねられていると解している裁
量保有主体は立法府である。しかし，判旨は立法
府の裁量に属すると最高裁が考えていると思われ
る事項について，（法律の委任がなくても）行政
府が裁量権を（分）有しているともとれるような
論理構成となっており，法治主義の原理から見て
も，問題があるように思われる。

2　本件処分の処分性について
　リーディングケースとされる最高裁判決（昭和
39年10月29日民集18巻8号1809頁）10）を前提に，
本件処分に行訴法3条2項に定める取消訴訟対象処
分性を認めるためには，権利義務の形成が法律上
認められているものである必要がある。被控訴人
は，本件処分は行政措置の請求に対する事実上の
応答で，処分性はないと主張しており，生活保護
法の準用による法的保護という処分性を肯定でき
る結論を導き，本案審理に入るため，前述のよう
な無理な論理構成を強いられたようにも思われ
る。以下では，本件通知に基づく「一般国民に対
する生活保護の決定実施の取扱に準」ずる保護の
法的性格をどのように考え，どのように司法的救
済の途を開くのか検討する。
　永住的外国人に対する生活保護については，一
方的，恩恵的な行政措置ではなく，自治体などで
広く行われている要綱などに基づく給付に近いと
の指摘11）がある。すなわち，法律の留保の原則
に関し，実務がよって立つ侵害行政留保説によれ
ば，私人の権利・自由を規制する侵害行政には法
律，条例の根拠が必須とされるが，受益的な給付
行政については，必ずしもそれらがなくてもよい
とされ，実際，行政規則である通達，要綱等で給
付の基準等を定めて多くの給付が行われており12），
本件通知に基づく永住的外国人に対する生活保護
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もそれらの1つとして位置づけられるとするので
ある。その場合，法令に根拠がない給付であって
も，公行政である以上は，契約など行為形式を問
わず，平等原則の適用があると考えられており13），
公金を使用する以上，恣意的な取り扱いが許され
ないことは言うまでもない。原審が，その法的性
格について贈与であるとした本件についても，予
算を通じた議会の間接的コントロールもなされて
おり，平等取扱いなどが求められることになる。
　要綱給付の支給決定の処分性については，生活
保障給付の場合，平等原則に反するような違法な
給付決定を是正できるよう積極的に解していくべ
きとする見解14）がある。また，日本国民に適用
される生活保護法の第9章が不服申立前置を含め，
保護決定に処分性を認め，国民の権利利益の救済
と行政の適切な運営を図っており，日本人の同一
事案については，取消訴訟で争われることを踏ま
え，外国人に対する生活保護に関する本件でも取
消訴訟の処分対象性を肯定できれば，その方が望
ましいようにも思われる。しかし，給付行政につ
いては，通達，要綱等は行政の内部規則であり，
国民の権利義務にかかわる法的効力を持たないた
め，処分性がないとして取消訴訟の適法性を否定
する裁判例がほとんどであった。要綱などに基づ
く給付の処分性が認められた事例として，労災就
学援護費支給打切り決定の処分性が争われた事例
（最判平成15年9月4日判例時報1841号69頁）15）

が知られている。しかし，この事例も，給付を行
うこと自体の根拠は法律にあり，要綱のみを根拠
とするような「全くの要綱行政である場合には，
本判決を援用することは難しい」16）とすれば，
給付に法律の根拠がないと考えざるを得ない本件
の場合，民事訴訟または，2004年の行訴法の改正
で明示，推奨されたという17）公法上の当事者訴
訟を活用し，司法的救済の途を開くことが検討さ
れよう18）。清水（2012）は，生活保護法27条の指
導指示に従う義務などが法律の根拠なく課されて
きたことを踏まえ，「行政と準用対象者との法関
係において，行政の権力性の要素を排除できるは
ずはなく，契約方式の推定を働かせるには無理」
があり，法的性格を「財の移転を軸に生じる，公

法上の諸関係の束」ととらえ，検討の上，確認の
利益も満たすとして，実質的当事者訴訟としての
確認訴訟の活用を肯定している。

3　控訴人における生活保護の受給要件充足性に
ついて

　補足性の原理を定める生活保護法4条は，利用
し得る資産，能力その他あらゆるものの活用を要
件に（1項），扶養義務者の扶養，他の法律に定め
る扶助の優先（2項）を条件に保護が行われるこ
とを定めるとともに，同法3項において，生存が
脅かされるなど急迫した事由19）がある場合には，
補足性要件が満たされているかどうかにかかわり
なく，必要な保護が行われなければならないとし
ている。そして急迫保護を受けた場合，資力があ
ることがわかれば，保護費用の範囲内でその費用
を返還する義務が生じる（同法63条）。
　しかし，資産を有していたからと言って，それ
が現実に利用し得る資産とは限らない。判例（最
判昭和46年6月29日判例時報636号28頁等）も交通
事故の損害賠償債権について，紛争があり，直ち
に賠償を得られない場合には，急迫保護を受ける
ことができ，争いがやみ，賠償を受けられるよう
になった時に保護費用の返還義務を負うとしてい
る。本件の事実関係を踏まえると，相続などに関
わる紛争が解決され，現実にXが利用し得るもの
として収入が得られるようになった時点で，Aと
の関係を整理し，保護費用の返還請求をすればよ
く，当面，急迫保護を行うべきケースだったよう
に思われる。行政庁の調査義務は，一般的には，
客観的にうかがい知ることのできない事情までは
及ばないが，申請者側から何らかの情報提供がな
された場合には，適切に考慮する必要がある旨を
述べ，丁寧な対応を求めていることを含め，受給
要件の充足を認めた判旨は妥当であると思われ
る。

4　義務付け訴訟について
　2004年の行訴法改正により明文で規定された義
務付け訴訟には「非申請型」と「申請満足型」（同
法3条6項1号，2号）がある。判決のいう，生活保
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護法の準用による法的保護という枠組みを前提に
すれば，同法に基づく保護の申請として，申請満
足型のケースといえるように思われる20）が，判
決では，「その損害を避けるため他に適当な方法
がないとき」という非申請型の要件を満たさない
ので不適法としており，判決がどのように考えた
のか疑問である。

5　おわりに
　永住的外国人の要保護者は，長期間にわたり，
生活保護を受けている日本国民と実質的に同等の
給付（給付の内容，手続きは通達に定められてい
たわけではなく，生活保護法の規定に準じて行わ
れていたわけで，要綱，通達にしか根拠がない給
付の場合とは，その意味で事情を異にする）を受
けてきただけでなく，同時に生活保護法61条の届
出義務，27条の指導指示に従う義務など日本人と
同等の義務が法律の根拠なく課されてきた21）こ
とを考えても，法律に根拠のある法的対応の確立
が求められていた。それにもかかわらず，本件通
知以来半世紀以上にわたり，永住的外国人に対す
る生活保護について，立法的な対応が全くとられ
ないまま放置されてきた立法府の懈怠は非難され
るべきであり，それは，憲法25条に基づく福祉的
給付における外国人の扱いについて，広い立法裁
量を認めた塩見訴訟の最高裁判決以降の時期につ
いて，より強く妥当するように思われる。速やか
な立法的措置の確立が望まれる。

注
1）ここで「当分の間」とは，「外国人保護に関す

る法的措置が確立されるまでの間，暫定的に」と
されていた。林（2001）140頁

2）第87回国会参議院外務委員会会議録13号（1979
年5月28日）13頁

3）第94回国会　法務委員会，外務委員会，社会労
働委員会連合審査会会議録1号（1981年5月27日）
3頁

4）「難民等に対する生活保護の措置について」（昭
和57年1月4日社保2号）

5）1審判決（東京地判平成8年5月29日判決，判例
タイムズ916号78頁）は，「生活保護法1条の文
理，・・・沿革を前提とする限り，生活保護法の
適用対象としては，日本国籍を有する者に限られ

るものと解するほかはなく」とし，現行生活保護
法は外国人に適用されないと解していた。また，
本件原審も永住的外国人を含め，外国人について
生活保護法の適用はなく，またそれが憲法25条な
どに反するとは言えないとしている。

6）芦部（1994）137頁「生存の基本にかかわるよ
うな領域で一定の要件を有する外国人に憲法の保
障を及ぼす立法がそもそも社会権の性質に矛盾す
るわけではない・・・とくに永住権をもつ在留朝
鮮人・台湾人については，日本国民に準じて取り
扱うのがむしろ憲法の趣旨に合致する」など。筆
者も態様説に賛同する。

7）堀（1996）344頁。
8）奥貫（2012）21頁は，本判決を，本件通知に基

づく長期にわたる運用を「確立された慣行」と認
め，その実質的な効果を重視した判断であると評
しているが，そのような法的判断は可能なのだろ
うか。

9）田中（2012）7頁
10）「行政庁の処分とは・・・行政庁の法令に基づ

く行為のすべてを意味するものではなく，公権力
の主体たる国または公共団体が行う行為のうち，
その行為によって直接国民の権利義務を形成しま
たはその範囲を確定することが法律上認められて
いるもの」

11）又坂（1990）301頁。清水（2012）18頁。清水は，
要綱給付について，民法の贈与と同視できるもの
から強い裁量統制が働くものまで，幅広く実例を
あげて検討している。同22頁。

12）塩野（2005）107頁は，（要綱等の）「給付規則は，
法律の委任を受けていないので，法律による行政
の原理からすると，法規命令ではない。したがっ
て，これは，給付主体のよるべき一応の基準にと
どまり，相手方がこの規則を根拠に補助金等の請
求権をもつことにはならないものと解される。」
としている。

13）塩野（2005）190−191頁は，「給付行政については，
特別の規定がない限り，契約方式の推定が働く」
とした上で「公行政については，行為形式の如何
にかかわらず，原則として，平等原則の適用をみ
ると解される。」としている。

14）堀（1996）343−344頁，堀（1999）104−105頁。
15）下井（2008）などの評釈を参照。
16）西田（2005）9頁
17）芝池（2006）168頁
18）前田（2004）34−35頁
19）那覇地判平成23年8月17日賃金と社会保障1551

号62頁では，「急迫した事由」とは，単に生活に
困窮しているだけでなく，生存が危うくされると
か，その他社会通念上放置し難いと認められる程
度に状況が切迫している場合をいうとし，事案に
ついて「急迫した事由」を認めている。
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20）前掲注19）那覇地判平成23年8月17日などでは，
生活保護法に基づき，保護の開始を申請したケー
スについて，申請型ととらえて，保護の開始決定
を義務付けている。

21）届出義務を怠ったとして詐欺罪に問われた事例
（東京高判昭和31年12月27日高刑9巻12号1362頁）
や，27条所定の指導を巡りトラブルになり，公務
執行妨害罪に問われ，保護の廃止処分がなされた
事例（前述の金基元事件訴訟）がある。
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『ケア労働の配分と協働：高齢者介護と育児の福祉社会学』

活する高齢者たちにとって，「介護」の意味づけと担
い手が実にさまざまであることを明らかにしている
〔齋藤（2012）, pp.123-126〕。ケアの受け手から見れば，
ケア労働はひとつのセクターだけでとらえられるもの
ではない。いろいろなケアがミックスされて生活は成
り立っているのだ。
　ただ，こうした機能の側面からの定義だけで，ケア
ミックスや福祉ミックスの現状をとらえきれるのだろ
うか。何をもってケアミックスや福祉ミックスととら
え，なぜそれが必要だと捉えるかによっても異なって
くるのだろうとは思うのだが，機能的な定義は，一見
説得力が高いように見えて，現場を分析する上では不
十分なように思える。

Ⅱ　諸セクター間の緊張関係

　これは，各セクター間の関係をどう考えるかという
こととも結びついている。まずはこの点から整理する
ことにしたい。第7章では，NPO法人による実践に基
づいた気づきとして，「家事労働」と「地域労働」の
間には質的な差異があることが指摘されている。この
質的差異は，ときに緊張関係につながることもある。
　たとえば市民型地域労働をつくり出し，実際に担い
手として活躍してきた人たちの多くは，家族労働との
連携を重視し，本人だけでなく家族の思いも受けとめ
ようと奮闘してきている。だがそれでも，市民型地域
労働の担い手が利用者の家族との関係について悩むこ
とは少なくないように思われる。
　たとえば，宅老所「よりあい」を運営する下村恵美
子は，自分たちなりにお年寄りとかかわろうとしてい
たことが，その家族によって強く拒否されてしまった
経験を挙げている〔下村（2001） pp.81-96〕。下村自身
は「息子さんは，彼なりのやり方でお母さんを大切に

Ⅰ　ケア労働の多元的な捉えかえし

　本書は，ケア労働の配分と協働について理論的に検
討し，それに基づいて，実際に1980年代から進行した
社会変動に関連する，ケア労働の配分と協働に生じた
変化の実態を分析しようとしたものである。理論的に
は，ケア労働を，「生命再生産労働」と位置付け，「家
事労働」を中心に，「公務労働」「企業労働」「地域労働」
という四つの類型を見出している。これらは，イギリ
スのケア労働に関する議論で用いられる福祉多元主義
や福祉ミックスをめぐる議論を踏まえており，「政府
セクター」「民間セクター（営利）」「ボランタリーセ
クター（非営利）」「インフォーマルセクター（家族セ
クター）」という四つにケア領域のセクターが分けら
れているのを援用している。本書では，「地域労働」は，
日本の現状に合わせて「地縁型」「市民型」に区分さ
れている。
　その上で，日本・イギリス・韓国の比較研究が行な
われているのだが，イギリスが地域労働重視へと変化
していく過程，韓国の変化の大きさなど，興味深い。
　ここでは主に理論面に注目したい。確かに，著者の
整理はとてもわかりやすい。家事労働を中心に据えて
分析していることも，「ケア労働」と名付けられた議
論がフォーマルケアばかりに注目しがちなところを回
避する上で重要な選択だと思う。また，私事的な事柄
とされがちなケアを，社会全体に対して一定の機能を
持つものとして位置づけたことも，本書の貢献である。
　何より，ケア労働を多元的に捉える視点は重要であ
る。ケアの受け手からすれば，制度的に派遣されるヘ
ルパーよりも，実は近隣の人の手を借りることが，生
活を成り立たせる上で決定的に重要な意味を持ってい
ることもある。齋藤は，ヘルパー派遣を受けながら生



466 Vol. 48　No. 4季 刊 ・社 会 保 障 研 究

し，愛していたのです。トメさんは私たちの家族では
なかった。私たちのトメさんではなく，彼のお母さん
だったのです。その当たり前のことを見失いかけてい
たのです。」〔下村（2001）, p.95〕と，あくまでも自
分たちの問題としてとらえかえしているが，別の見方
からすれば，このような緊張関係の背景には，ケア労
働を圧倒的なまでに家事労働に押し付けてきた現状が
あるとも言えるだろう。個々の地域労働の担い手や家
族の問題ではなく，もう少し構造的な問題である。
　家族たちは，自分の身近な人を守ろうとして，ずっ
と必死になって闘ってきた。ケアは家族が担うのが当
然だとみなされてきたからである。そこに公務労働や
企業労働，市民型地域労働が入り込むことは，一方で
は救いだろう。だが，必死で闘ってきた中で，突然身
近な人のケアを他人の手に委ねるのは，決して容易な
ことではない。たとえば，その人のためと思って必死
で作りあげてきたやり方とは別のやり方でかかわられ
てしまうとき，それをいままでの自分の否定と受け止
めてしまう人もいる。「別のやり方もあったのか」と
いつでも笑えるほど，家族が背負ってきたものは小さ
くはないのだ。
　また，地域労働の担い手からすれば，家族はもっと
も協力したい相手であると同時に，潜在的には大きな
壁となりうる相手でもある。家族がケア労働の主たる
担い手となることを前提とした日本社会の現状では，
家族が地域労働セクターへの委託を拒否すれば，地域
労働の担い手が利用者本人とかかわる機会は実質的に
ゼロになりうるからである。
　私は，家事労働と地域労働が質的に違うといっただ
けでは，十分ではないと思う。両者の関係はよりセン
シティブで，かつクリティカルである。もちろん協働
していきたいと双方が思っているが，それでもなかな
か困難な局面もある。ケアミックスや福祉多元主義を
論じるのなら，そこまで踏み込む必要があるのではな
いか。
　このことは，他のセクター間でも生じうることであ
る。社会保障の基礎構造改革にともない，介護保険制
度や障害者自立支援法の下で，多くの地域労働が事業
化した。日本のNPO団体の多くは，事業からの収益
を得なければ活動を継続できない。またその活動は介
護保険制度や障害者自立支援法の枠内で行われるた
め，介護報酬や介護内容など行政の施策に活動内容等
が大きく制約される。地域労働といっても，企業労働

や公務労働としての性格を併せ持つことを余儀なくさ
れているケースが多い。
　地域で障害当事者やお年寄りとともに生きていくと
いう理念を掲げ，一方で運動として，他方で事業とし
て担ってきた団体は多い。そうした団体はときに，同
時に複数のセクターの性格を持つがゆえの葛藤を抱え
ている。たとえば，知的障害当事者の移動支援を引き
受けて，利用者のところに行ってみたら，今日は出か
けたくないと言ったとする。地域労働の立場からすれ
ば，「それはそれでいいじゃないか」と言うかもしれ
ない。だが企業労働の立場からすれば，収益が失われ
る。「それなら出かけずに，でも一緒に過ごそう」と
いう選択肢もあるかもしれないが，現状の制度では，
移動支援と居宅介護は別枠である。公務労働としての
性格を持たされているがゆえに，ヘルパーのふるまい
はどうしても制限される。それは，当事者の生活を制
限することにもつながってしまうのだが。
　こうしたときの対応の仕方には，各ヘルパーの考え
方と，各事業所の考え方に，さまざまなバリエーショ
ンがある。お互いに考え方の違いを踏まえて付き合え
ればいいのだろうが，利用者が共通している場合には
そうもいかないこともある。あの人やあの事業所では
良かったことがなぜここではダメなのか。そう言われ
てしまうと，ヘルパー間や事業所間で緊張関係が生じ
ることもある。
　また，そうした事業所と，地縁的な地域労働との関
係も，そう簡単ではない。たとえば先日，私は普段か
ら付き合いのある知的障害当事者と遊びに行こうとい
う話で盛り上がったのだが，その後に当事者から「やっ
ぱり，その日はヘルパーが来るから」と断られた。ヘ
ルパーに合わせて生活している障害当事者は，珍しく
ない。地縁的な地域労働はインフォーマルにもなりう
るが，それに対してヘルパー派遣事業所（地域労働・
企業労働・公務労働の性格を併せ持つ）は，フォーマ
ルな関係を持ち込まざるを得ない。フォーマルケアと
インフォーマルケアが重なるとき，往々にして優先さ
れるのはフォーマルケアである。フォーマルケアの担
い手は仕事として担う。そのため予定を確定している
方がやりやすい。それを思うと，インフォーマルにか
かわる者は，フォーマルケアの担い手に気を遣い，そ
の人たちの仕事の都合に合わせがちである。本当は，
当事者の生活を中心に考えるなら，逆でもいいはずな
のだが。
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　いずれにしても，諸セクター間の関係は，そう簡単
なものではない。少なくとも現場では，ときにセンシ
ティブでクリティカルな問題に発展しうる。それぞれ
の労働は，平面的に並べられるようなものではなく，
もっと力動的で立体的な関係にある。

Ⅲ　機能による定義だけでいいのか

　だが，本書にはそのような議論がほとんど出てこな
い。第7章での議論も，行政や専門家による適切な支
援が必要だと指摘されるにとどまっている。その意味
では私の書いているのは「ないものねだり」なのかも
しれない。
　本書が各セクター間の緊張関係に目を向けられな
かった理由は，そもそものケア労働の定義が機能的な
ものにとどまっていることにあると思われる。本書の
ケア労働の定義は，先に述べたように「生命再生産労
働」である。こうした定義の仕方は，まず育児や高齢
者介護，病人看護などを包摂しているという点で評価
される。また，思いやりや配慮といった言葉に還元す
ることなく，「労働」ととらえているという点でも評
価されるべきだろう。どうしても家族の担うケア労働
は，愛情や思いやり，配慮といった言葉に還元されが
ちであり，それが社会の中で一定の機能を担わされて
いることが見過ごされがちである。そのことを改めて
提起するという意味でも，この定義は重要ではある。
　だがこの定義では，「生命」は「再生産」される対
象でしかない。それに対して，特に市民型地域労働の
担い手たちは，利用者たち（お年寄りにせよ，子ども
たちにせよ，病人や障害者にせよ）を単なる「生命」
とはとらえなかった。独自の主体としてとらえ，その
人たちとそれぞれの関係を育もうとしてきた。市民型
地域労働の担い手たちの多くにとって，ケア労働は，
生命再生産労働であると同時に，ひとりの主体である
利用者とかかわり，わずかであっても時間と場所を共
有しようとするものである。
　この要素に目を向けると，各セクターの間に存在す
る緊張関係の意味も見えてくる。たとえば地域労働の
担い手たちと家族たちがときに緊張関係に陥るのは，
主に利用者の主体性や，利用者との関係性にかかわる
瞬間だと言ってもいい。もちろん，家族もまた，利用
者をひとりの主体としてとらえている（だからこそ必
死で守ってきたのである）。ただ，家族は生活や人生

を共有する存在であるのに対して，地域労働の担い手
たちはよくもわるくも，もう少し距離のある存在であ
る。おのずと利用者とのかかわりは異なってくるし，
利用者の主体性として浮かび上がってくるものも異
なってくる。それがときに緊張関係につながるのであ
る。
　特に知的障害・発達障害当事者や，認知症の人は，
自分の思いや考えをわかりやすい言葉で語ることは難
しい。その人の真の「思い」は常に，最後のところは
謎に包まれている。それゆえ，「思い」を巡って，地
域労働の担い手たちと家族たちはときに緊張関係に陥
る。本人は○○を望んでいる/いや××を望んでいる，
地域の人たちが押し付けているだけだ/家族が押し付
けているだけだ，そうしたやり取りが生じることもな
いわけではない。
　そう考えると，ケア労働の定義は機能だけによって
なされるよりも，より利用者の主体性や周囲との関係
性に踏み込んだものでなされた方が，ケアミックスや
福祉多元主義の現実を見る上では，実は有効なのでは
ないか。もちろん，どういった定義が必要になるかは，
議論を重ねなくてはならないところである。また，著
者が「生命再生産労働」と位置づけたのは，単に個人
の私的な問題とされがちなケア労働を，社会全体に持
つ機能として打ち出すためだと思う。利用者の主体性
や周囲との関係性に踏み込んだ定義をしようとすれ
ば，ケア労働をまた個人の私的な問題へと立ち戻らせ
てしまう危険性もある。
　ただ少なくとも，機能面だけから定義していたので
は，各セクター間の関係も平面的で予定調和的なもの
としか見えてこない。実際の現場は，もう少しセンシ
ティブで難しい問題に溢れているはずである。そこに
入り込む言葉と理論をどう生み出すのか。これは著者
に押し付けるべきものではなく，ケアについての社会
科学的な議論を展開しようとする論者たちがともに考
えなくてはならない課題である。

Ⅳ　家庭に押し付ける時代の「先」へ

　家事労働と公務労働や企業労働，地域労働を対置す
ることは，家族にケア労働を押しつける時代の「先」
へ行こうとする議論だと思う。その意味で，本書の議
論は，いまの日本社会で切実に求められている課題に
切り込む重要な一手である。



468 Vol. 48　No. 4季 刊 ・社 会 保 障 研 究

　それだけに，では「先」をどう描くかに際して，改
めて，ケアを必要とする人が，それでも主体として生
きていくということ，他者とかかわり続けるというこ
とについて考える必要があるのではないか。そうする
ことで，諸セクター間に潜在的に生じうる緊張関係を
解きほぐし，ケアの受け手にとっても，主たるケアの
担い手とされてきた家族にとっても，望まれるケア
ミックスに近づくことになると思う。
　そうでなければ，ケアミックスの理念や福祉多元主
義は，公的負担の軽減のために使われてしまう危険性
もある。本来はそのためのものではなく，ケアの受け
手がその人として生きるのを支えるためのものなのだ
が。
　「先」を描くのは容易なことではない。圧倒的にま

で，家族にケア労働を押しつけてきることが前提と
なっている日本社会では，具体的な像を描こうとする
と，多くの課題にぶつかってしまう。それでもあえて
切り込む著者の姿勢に多くを学びつつ，さらなる「先」
の課題をともに考えていきたい。

参考文献
下村恵美子（2001）『九八歳の妊娠――宅老所よりあ

い物語』雲母書房。
齋藤曉子（2012）「受ける側からみる『介護』―――

ホームヘルプサービスを利用する高齢者の語りか
ら」鈴木智之・三井さよ編『ケアのリアリティ―
―境界を問いなおす』法政大学出版局, pp.107-136.

（みつい・さよ　法政大学准教授）
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編集後記 　本号は，社人研において2009年～ 2011年度にかけて行われた「社会保障計量分析モデル
開発事業」の成果をまとめたものです。経済社会状況の変化と社会保障制度との相互関係を
考慮に入れながら将来の姿を描写するにあたり，モデルを用いた分析を行うことは非常に有
用な方法の1つであると考えられます。またモデルにはさまざまな種類があり，それぞれに
得意な面，不得意な面があります。そこで，さまざまなモデルを用いながら多様な視点から
経済社会，そして社会保障制度の将来像を描くことは，わが国の今後の姿を検討する上で非
常に重要であると考えています。
　本特集が今後の社会保障のあり方に関する議論の一助となれば幸いです。　	 　　（I.S）
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